
甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例（平成１３年市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条の表政策局の項の前に次のように加える。 

危機管理室 

(1) 生命，身体及び財産を損なう又は損なうおそれのある人為的災害又は自然災害の危

機的事象に関する予防，計画，救助等を的確に行うことによる市民や地域の安全の確

保 

 第３条の表消防局の項を削る。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 効率的，効果的な行政システムを実現するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の 

対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の対象となる

法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の 

対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例 

 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の対象となる

法人の範囲を定める条例（平成２４年市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条各号を次のように改める。 

(1) 公益財団法人岡山シンフォニーホール 

(2) 公益財団法人岡山県下水道公社 

 (3) 一般財団法人吉井川水源地域対策基金 

(4) 岡山市場冷蔵株式会社 

(5) 岡山港埠頭開発株式会社 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い，対象となる法人が公益財

団法人等へ移行したため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市宇垣コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市宇垣コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市宇垣コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 岡山市宇垣コミュニティセンター条例（平成１７年市条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表和室の項中「３１０円」を「３２０円」に，「６３０円」を「６４０円」に改め，

同表研修室の項中「５２０円」を「５４０円」に，「１，０５０円」を「１，０８０円」

に改め，同表集会室の項中「１，５７０円」を「１，６２０円」に，「３，１５０円」を

「３，２４０円」に改め，同表テニスコート（１面につき）の項中「１，０５０円」を

「１，０８０円」に，「２，１００円」を「２，１６０円」に改め，同表弓道場の項中

「１，５７０円」を「１，６２０円」に，「３，１５０円」を「３，２４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡
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山市宇垣コミュニティセンターの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 
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甲 第 ２ ５ 号 議 案 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表岡山市瀬戸町健康福祉の館条例（平成１８年市条例第１０８号）の項の次に次のよ

うに加える。 

岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例（平成１８年市条例第１４０号） 

 別表に次のように加える。 

岡山市西部リユースぷらざ条例（平成２６年市条例第  号） 

   附 則 

 この条例は，平成２７年１月１日から施行する。ただし，別表に岡山市環境学習センタ

ー「めだかの学校」条例（平成１８年市条例第１４０号）の項を加える改正規定は，公布

の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例及び岡山市西部リユースぷらざ条例を適

用の対象に加えるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員定数条例の一部を改正する条例 

 岡山市職員定数条例（昭和５９年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「，病院事業」を削る。 

 第２条第１項中「６，３８６人」を「５，６２３人」に改め，同項第１号ア中「３，５

５３人」を「３，４６６人」に，「１９８人」を「２０７人」に改め，同号イ中「４３７

人」を「３８９人」に改め，同号中ウを削り，エをウとし，オをエとし，同項第７号中

「１，０２８人」を「９３６人」に改める。 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴い，病院事業の事務部局の職員

の定数を廃止するとともに，新たな行政課題や市民需要の変化に迅速かつ的確に対応し，

効果的・効率的な市政運営の実現を目的として職員の適正な定員管理を行うため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２ ７ 号 議 案 

   岡山市財産条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市財産条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市財産条例の一部を改正する条例 

 岡山市財産条例（昭和３９年市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる用途における使用料については，市長が別に定

めるところによる。 

(1) 太陽光発電 

(2) 広告（土地を除く。） 

 別表中「１００分の１０５ 」を「１００分の１０８」に，「１２，６００円」を「１

２，９６０円」に改め，同表備考を次のように改める。 

 備考 

  １ 使用期間が１年に満たないとき，又は使用期間に１年未満の端数があるときは，

その使用期間又は端数期間は月割によつて計算する。この場合において，１月未満

の端数があるときは，日割によつて計算する。 

  ２ 使用料の額に１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てる。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条の規定は，この条例の施行の日以後に行われる行政財産の使用許可申

請から適用し，同日前に行われるものについては，なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に
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ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 太陽光発電及び広告のために使用する行政財産の使用料について定めるとともに，消費

税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，行政財産

の目的外使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２ ８ 号 議 案 

   公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議

会の議決を経なければならないものに関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を

経なければならないものに関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議

会の議決を経なければならないものに関する条例の一部を改正する条例 

 公の施設のうち廃止し，又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を

経なければならないものに関する条例（昭和３９年市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第５号中「（岡山市宮浦，小串，郡火葬場を除く。）」を削り，同条中第６号を

削り，第７号を第６号とする。 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。た

だし，第２条第５号の改正規定は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 総合病院岡山市立市民病院が，独立行政法人に移行する等のため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 
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                            甲 第 ２ ９ 号 議 案 

   岡山市立市民文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立市民文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大 森  雅 夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立市民文化ホール条例の一部を改正する条例 

岡山市立市民文化ホール条例（昭和５１年市条例第４３号）の一部を次のように改正す 

る。  

第７条第１項ただし書を削り，同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず，国又は地方公共団体が使用する場合は，使用後に納付す

ることができる。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

市民文化ホール使用料金表 

備考 

１ 「市民である者」とは，本市の区域内に居住し，住民基本台帳に記録されている

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 使用時間   

使用者  

の区分 

及び使用日 

午前9時か

ら正午まで 

午後1時か

ら午後5時

まで 

午後6時か

ら午後10

時まで 

午前9時か

ら午後5時

まで 

午後1時か

ら午後10

時まで 

午前9時か

ら午後10

時まで 

平日 12,540円 23,760円 30,850円 33,530円 46,180円 53,280円市民で 

ある者 土･日曜日･休日 15,120円 28,590円 36,920円 40,320円 55,330円 63,870円

平日 15,120円 28,590円 36,920円 40,320円 55,330円 63,870円その他 

の者 土･日曜日･休日 18,300円 34,350円 44,840円 48,340円 66,650円 76,620円
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者又は本市の区域内に事務所を有する法人をいう。 

なお，この用語の定義は，別表第２の適用に当たつても同様とする。 

２ 使用料金（以下本表及び別表第２において「料金」という。）は，観客席，舞台

及び出演者控室の使用料を含むものとする。 

３ 観客を対象としないで使用するときは，料金の１０分の８を徴収する。 

４ 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは，次の区分により割増料

を加算して徴収する。 

(1) 入場料が１，００１円から２，０００円まで 料金の１０分の２ 

(2) 入場料が２，００１円から３，０００円まで 料金の１０分の４ 

(3) 入場料が３，０００円を超える場合 料金の１０分の１０ 

５ 使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもつて入場させる場合は，料金の

１０分の１０を加算する。この場合において，入場料又はこれに類するものを徴収

する場合であつても，前項の規定は適用しない。 

６ 使用申込時間を超過し，又は繰り上げて使用する場合において，当該超過し，又

は繰り上げて使用する時間が１時間以内であるときは，料金の１０分の４に相当す

る額（この額が１８，５１０円を超える場合は１８，５１０円）を，１時間を超え

るときは，当該時間が含まれる時間帯の料金を徴収する。ただし，当該時間が午前

９時以前又は午後１０時以降に及ぶときは，１時間につき１８，５１０円を徴収す

る。 

７ 休日とは，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日をいう。 

８ 暖冷房装置を使用した場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額

を徴収する。 

９ 使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１０円未満の端数が生じた

ときは，その端数を切り捨てる。 

別表第２（第７条関係） 

市民文化ホールギャラリー兼リハーサル室使用料金表 
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備考 

１ 展示の目的で使用する場合は，原則として１週間を限度として使用を許可する。 

２ 使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもつて入場させる場合は，料金の

１０分の１０を加算する。 

３ 使用申込時間を超過し，又は繰り上げて使用する場合において，当該超過し，又

は繰り上げて使用する時間が１時間以内であるときは，料金の１０分の４に相当す

る額（この額が３，８００円を超える場合は３，８００円）を，１時間を超えると

きは，当該時間が含まれる時間帯の料金を徴収する。ただし，当該時間が午前９時

以前又は午後１０時以降に及ぶときは，１時間につき３，８００円を徴収する。 

４ 暖冷房装置を使用した場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額

を徴収する。 

５ 使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１０円未満の端数が生じた

ときは，その端数を切り捨てる。 

 別表第３中「４，０００円」を「４，１１０円」に，「７００円」を「７２０円」に，

「６，５００円」を「６，６８０円」に，「１，５００円」を「１，５４０円」に， 

「４，５００円」を「４，６２０円」に，「２，０００円」を「２，０５０円」に，「８

００円」を「８２０円」に，「１，０００円」を「１，０２０円」に，「６００円」を 

「６１０円」に，「３５０円」を「３６０円」に，

「

５００円

」

を
「
５１０円

」

に改める。 

      附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１から別表第３までの規定は，この条例の施行の日以後に発する納入

通知書に係る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料について

は，なお従前の例による。 

午 前 午 後 夜 間 全 日 使用時間 

使用者  

の区分 

午前9時から 

正午まで 

午後1時から 

午後5時まで 

午後6時から 

午後10時まで 

午前9時から 

午後10時まで 

市民である者 2,770円 3,290円 3,290円 8,530円 

その他の者 3,290円 4,210円 4,210円 10,800円 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立市民文化ホールの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ３ ０ 号 議 案 

   岡山市御津ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市御津ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市御津ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例 

 岡山市御津ふれあいプラザ条例（平成２１年市条例第４７号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１号の表ホールの項中「８００円」を「８２０円」に改め，同表第３号の表調理

設備の項中「５００円」を「５１０円」に改め，同表備考第２項中「１００円」を「１０

円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で，同日以後に

納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，御

津ふれあいプラザの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山市灘崎文化センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市灘崎文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市灘崎文化センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市灘崎文化センター条例（平成２１年市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１の１大ホール基本使用料の表平日の項及び土曜日日曜日の項を次のように改め

る。 

平 日 10,800 円 16,200 円 21,600 円 27,000 円 37,800 円 43,200 円

土曜日 

日曜日 

12,960 円 19,440 円 25,920 円 32,400 円 45,360 円 51,840 円

別表第１の２小ホール等基本使用料の表中「８００円」を「８２２円」に，「６００ 

円」を「６１７円」に，「４００円」を「４１１円」に，「３００円」を「３０８円」に 

改め，同表備考第４項中「１００円」を「１円」に改める。 

別表第２中「３，０００」を「３，０８６」に，「５００」を「５１５」に，「３０ 

０」を「３０８」に，

「

５０

」

を

「

５１

」

に，「１００」を「１０３」に，「１，００ 

０」を「１，０２９」に，「２００」を「２０６」に，「７００」を「７２０」に，「２，

０００」を「２，０５７」に改め，同表備考中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 使用料を計算する場合において，附属設備の１回当たりの使用に対する使用料の合

計額に１円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

   附 則 
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１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用

料等で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市灘崎文化センターの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ３ ２ 号 議 案 

   岡山市建部町文化センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市建部町文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建部町文化センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市建部町文化センター条例（平成１８年市条例第９１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１大ホールの部から多目的室（１～７）の項までを次のように改める。 

大ホー

ル 

平日 大ホ

ール

全体 

12,960 19,440 25,920 32,400 45,360 58,320 

 舞台

のみ 

5,180 7,770 10,360 12,960 18,140 23,320 

大ホ

ール

全体 

15,530 23,240 31,060 38,880 54,410 69,940 

 

日曜 

日・

祝日 

舞台

のみ 

6,210 9,290 12,420 15,550 21,760 27,970 

平日 4,320 6,480 8,640 10,800 15,120 19,440 小ホー

ル 

 

日曜日・祝

日 

5,140 7,710 10,280 12,960 18,100 23,240 

リハーサル室 1,020 1,540 2,160 2,670 3,700 4,830 

楽屋 510 720 1,020 1,230 1,740 2,360 
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多目的室（１～７） 2,160 3,180 4,320 5,340 7,500 9,660 

別表第１備考第３項第１号中「７，３００円」を「７，５００円」に，「３，１００

円」を「３，１８０円」に改め，同項第２号中「２，０００円」を「２，０５０円」に改

め，同表備考に次の１項を加える。 

４ 使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１０円未満の端数が生じたと

きは，その端数を切り捨てる。 

 別表第２中「使用料」を「温泉プール（軽運動室を含む。）の使用料」に，「３００

円」を「３１０円」に，「５００円」を「５１０円」に，「３，０００円」を「３，１０

０円」に，「１１回につき ５，０００円」を「１１回につき ５，１００円」に，「１

５，０００円」を「１５，６００円」に改め，同表備考に次の１項を加える。 

６ 使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１０円未満の端数が生じたと

きは，その端数を切り捨てる。 

 別表第３中「４，０００」を「４，１１０」に，「７００」を「７２０」に，「１，５

００」を「１，５４０」に，

「

５００

」

を

「

５１０

」

に，「５，０００」を「５，１４

０」に，「２，０００」を「２，０５０」に，「３，０００」を「３，０８０」に，「１，

０００」を「１，０２０」に，「４，５００」を「４，６２０」に，「６００」を「６１

０」に，「８００」を「８２０」に改め，同表備考を次のように改める。 

備考 

１ ピアノを除く附属設備の単価は，１日及び１回の使用とする。 

２ 使用料を計算する場合において，１日の使用料の額に１０円未満の端数が生じた

ときは，その端数を切り捨てる。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知

書に係る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，

なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等で，同日

以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例
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による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，建

部町文化センターの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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                         甲 第 ３ ３ 号 議 案 

   岡山市立福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立福祉センター条例の一部を改正する条例 

岡山市立福祉センター条例（昭和４６年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第３項中「前項」を「第１項」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第８条関係） 

休養室等使用料金表 

午 前 午 後 夜 間 全 日 使用時間 

 

室 名 

午前9時30分か

ら正午まで 

午後1時から午

後5時まで 

午後6時から午

後9時まで 

午前9時30分か

ら午後9時まで 

休養室 1,640円 2,260円 2,260円 5,550円 

談話室 1,640円 2,260円 2,260円 5,550円 

娯楽室 4,210円 5,550円 5,550円 13,980円 

第２会議室 1,130円 1,640円 1,640円 3,900円 

第２研修室 1,640円 2,260円 2,260円 5,550円 

華道教室 1,130円 1,640円 1,640円 3,900円 

ホール 4,210円 5,550円 5,550円 13,980円 

第２和室 1,640円 2,260円 2,260円 5,550円 

消費生活教室 2,770円 3,290円 3,290円 8,530円 
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備考 

１ 使用申込時間を超過し，又は繰り上げて使用する場合において，当該超過し，又 

は繰り上げて使用する時間が１時間以内であるときは，料金の１０分の５に相当す

る額を徴収する。ただし，算定した額に１０円未満の端数があるときは，その端数

を切り捨てる。 

２ 超過又は繰り上げて使用する時間が１時間を超えるときは，その時間が含まれる

時間帯の料金を徴収する。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額

を徴収する。 

 別表第２（第８条関係） 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知 

書に係る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，

なお従前の例による。 

 

 

 提案理由 

消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立福祉センターの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 

食堂使用料 １月につき 32,910円 
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甲 第 ３ ４ 号 議 案 

   岡山市なださきメモリーパーク基金条例の制定について 

 岡山市なださきメモリーパーク基金条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市なださきメモリーパーク基金条例 

 （設置の目的） 

第１条 岡山市なださきメモリーパークの管理に要する費用の財源を確保するため，岡山

市なださきメモリーパーク基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して，

この基金に編入するものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は，第１条に規定する目的を達成するために要する費用に充てる場合に限り，

処分することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 
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   附 則 

この条例は，平成２６年５月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

  岡山市なださきメモリーパークを設置するに当たり，当該墓地を管理するための岡山市

なださきメモリーパーク基金を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ３ ５ 号 議 案 

   岡山市営墓地条例の制定について 

 岡山市営墓地条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市営墓地条例 

岡山市営墓地条例（昭和４８年市条例第１７号）の全部を改正する。 

 （設置） 

第１条 墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「法」という。）に

よる墓地として，本市に岡山市営墓地（以下「墓地」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 墓地の名称及び位置は，別表第１のとおりとする。 

２ 墓地には，焼骨等を埋蔵する施設として，墓所，合葬墓その他必要な施設を設けるも

のとする。 

 （定義） 

第３条 この条例において「墓所」とは，墳墓等を設置するため区画された墓地の区域を

いう。 

２ この条例において「合葬墓」とは，多数の焼骨等を共同で埋蔵する施設をいう。 

３ この条例において「焼骨等」とは，墓所にあっては焼骨その他これに類するものをい

い，合葬墓にあっては焼骨及び焼骨に代わる遺品をいう。 

 （目的外使用の禁止） 

第４条 何人も，焼骨等を埋蔵する施設として使用する目的以外に墓所又は合葬墓を使用

してはならない。 

 （使用の許可） 
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第５条 墓所又は合葬墓を使用しようとする者は，規則で定めるところにより申請し，あ

らかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は前項の許可について，墓所の位置及び面積を指定し，並びに墓地の管理上必要

な条件を付することができる。 

３ 墓所を使用できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 申請の時に本市又は本市に隣接する市町に住所を有する者 

 (2) 申請の時に本市に本籍地を有する者 

４ 合葬墓を使用できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 申請の時に本市又は本市に隣接する市町に住所を有する者 

 (2) 申請の時に本市に本籍地を有する者 

 (3) 死亡時に本市に住所を有した者の焼骨等を保有する者 

 (4) 本市内の墓地に埋蔵し，又は納骨堂に収蔵する焼骨等を改葬又は分骨しようとする

者 

５ 前項の規定にかかわらず，市長は，法第９条第１項の規定に基づき火葬した焼骨の埋

蔵に，合葬墓を使用できるものとする。 

 （使用料等） 

第６条 前条第１項の許可を受ける者は，別表第２に掲げる使用料を納付しなければなら

ない。ただし，本市に住所を有しない者の使用料は，別表第２に掲げる額の５割増しと

する。 

２ 前項の使用料を算定する場合において，使用許可面積に小数点以下第２位未満の端数

があるときは，これを切り捨てるものとする。 

３ 市長は，第１項の使用料を納付した者（以下「使用者」という。）に対し使用を許可

し，規則で定めるところにより使用許可証を交付する。 

４ 既納の使用料は還付しない。ただし，規則に定める墓地については，未使用の場合に

限り，既納の使用料の２分の１を還付することができる。 

 （管理料） 

第７条 墓所の使用者は，規則に定める墓地について，墓所１平方メートルにつき１年度

１，０２０円の範囲内で規則に定める管理料を納付しなければならない。 
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２ 前項の管理料は，５年度分を前納しなければならない。この場合における年度の算定

は，市長が使用の許可を行った日の属する年度から起算するものとする。 

 （使用料等の減免） 

第８条 市長は，公益上その他の事由により特に必要があると認めるときは，使用料又は

管理料を減免することができる。 

２ 前項の規定により管理料の減免を受けた者で，その後の事情の変更により減免事由が

消滅したものは，当該事由が消滅した日の属する年度から管理料を納付しなければなら

ない。 

 （埋蔵できる焼骨等） 

第９条 使用者は，次に掲げる焼骨等に限り，埋蔵することができる。 

(1) 使用者の親族（続柄を戸籍により確認できる者をいう。以下同じ。）の焼骨等 

(2) 使用者の縁故者の焼骨等（市長が特に必要があると認める場合に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，法第９条第１項の規定に基づき火葬した焼骨を合

葬墓に埋蔵することができる。 

 （埋蔵の届出） 

第１０条 墓所の使用者は，埋蔵を行おうとするときは，規則で定めるところにより，市

長に届け出なければならない。 

 （工作物等の設置等の許可） 

第１１条 墓所の使用者は，次に掲げる工作物等を墓所に設置し，又は設置した工作物等

を改造する場合は，規則で定めるところにより申請し，市長の許可を受けなければなら

ない。 

(1) 墓石，灯ろう，囲障その他の工作物で規則で定めるもの 

(2) 樹木 

(3) その他の工作物（第１号に掲げるものを除く。） 

２ 前項第３号の工作物を設置しようとする者は，前項の許可と同時に使用料として，第

６条第１項及び第２項の規定により算定した使用料の額の５割の額を納付しなければな

らない。 

 （使用権） 
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第１２条 使用者は，墓所又は合葬墓を使用する権利を他人に譲渡し，又は転貸してはな

らない。 

２ 墓所の使用者の親族又は縁故者は，市長の許可を得て，墓所を使用する権利を承継す

ることができる。 

３ 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，墓所を使用する権利を取り消すこと

ができる。この場合において，市長は，当該墓所を無縁墳墓として処置することができ

る。 

(1) 使用者が１０年以上不明で，かつ，親族又は縁故者がいないと認められるとき。 

(2) 使用者の死後１０年以内に墓所を使用する権利の承継がないとき。 

（墓所の管理） 

第１３条 墓所の使用者は，その使用に係る墓所及びその周辺の清掃に努め，墓所内を適

正に管理し，危険防止のため必要な措置を講じなければならない。 

 （住所等の変更の届出） 

第１４条 墓所の使用者は，住所，本籍地又は氏名を変更したときは，直ちに市長に届け

出なければならない。 

 （墓所の返還） 

第１５条 墓所の使用者は，墓所を使用する必要がなくなったときは，直ちに市長に届け

出て，これを原状に復し，返還しなければならない。この場合において，第６条第３項

の使用許可証を市長に返還するものとする。 

 （墓所の変更） 

第１６条 市長は，墓地の管理上又は公益上の理由により必要があると認めるときは，墓

所の使用者に対し，当該墓所の変更又は工作物等の移転若しくは改造をさせることがで

きる。 

２ 市長は，前項の規定による変更又は移転若しくは改造について，通常必要とする経費

を補償することができる。 

 （禁止行為） 

第１７条 何人も，墓地においては，次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 墓所，合葬墓その他施設をき損し，汚損し，又は滅失する行為 
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(2) 許可なく土地の形質を変更する行為 

(3) はり紙若しくは立札をし，又は広告その他これに類するものを表示する行為 

(4) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかける行為 

(5) その他墓地の管理上支障があると認められる行為 

 （使用許可の取消し） 

第１８条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，使用の許可を取り消

すことができる。 

(1) 法，この条例その他墓地に関する関係法令の規定又は使用の許可条件に違反したと 

き。 

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受け，又は使用料若しくは管理料の徴収

を免れたとき。 

(3) 管理料を５年間以上にわたって納付しないとき。 

２ 墓所の使用者は，前項の規定により使用の許可を取り消されたときは，直ちに墓所を

原状に復して返還しなければならない。この場合において，第６条第３項の使用許可証

を市長に返還するものとする。 

３ 墓所の使用者が前項の規定による処置を行わないときは，市長において原状に復し，

その費用を使用者から徴収することができる。 

４ 第１項の規定による取消しにより，使用者が損害を受けることがあっても，市はその

責めを負わない。 

 （損害賠償） 

第１９条 使用者は，故意又は過失により，墓所，合葬墓その他施設をき損し，汚損し，

又は滅失したときは，これを原状に復し，又はその損害を市に賠償しなければならない。

ただし，市長がやむを得ない事由があると認めるときは，当該賠償額を減免することが

できる。 

 （委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 （過料） 

第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０，０００円以下の過料に処する。 
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(1) 第４条に規定する目的以外に墓所又は合葬墓を使用した者 

(2) 第５条第１項の許可を受けないで墓所又は合葬墓を使用した者 

(3) 第１１条第１項の許可を受けないで墓所に工作物等の設置等を行った者 

(4) 第１２条第１項に違反して墓所又は合葬墓を使用する権利を他人に譲渡し，又は転

貸した者 

(5) 第１７条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし， 

別表第１及び別表第２の規定中岡山市なださきメモリーパークに関する部分は，平成２

６年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の岡山市営墓地条例（以下「新条例」という。）第６条第１項，第１１条第２

項及び別表第２の規定は，施行日以後の申請に係る使用料について適用し，施行日前の

申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

３ 新条例第７条の規定は，施行日以後に発する納入通知書に係る管理料について適用し，

施行日前に発する納入通知書に係る管理料については，なお従前の例による。 

４ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

５ 施行日前に改正前の岡山市営墓地条例の規定によってした処分，手続その他の行為で

あって，新条例に相当の規定があるものは，新条例の相当の規定によってした処分，手

続その他の行為とみなす。 

別表第１（第２条関係） 

名   称 位   置 

岡山市今保墓地 岡山市北区今保６１９番地３ 

岡山市巌井墓地 岡山市北区三門東町１８６４番地ほか 

岡山市大井墓地 岡山市北区大井２８５３番地４ほか 

岡山市笠井山霊園 岡山市北区畑鮎２２番地７ほか 

岡山市片山墓地 岡山市北区吉備津１５９６番地ほか 
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岡山市上伊福墓地 岡山市北区京山二丁目１７２７番地 

岡山市惣爪墓地 岡山市北区惣爪６１８番地１ほか 

岡山市津島墓地 岡山市北区津島東三丁目２６５６番地１ほか 

岡山市中原墓地 岡山市北区中原５３４番地２ほか 

岡山市西辛川墓地 岡山市北区西辛川１０７３番地ほか 

岡山市御津上ノ山墓地 岡山市北区御津宇垣１３５３番 

岡山市御津恋坂霊園 岡山市北区御津吉尾３９番２ 

岡山市御津松尾墓地 岡山市北区御津宇垣１２２７番９ 

岡山市八幡後墓地 岡山市北区西花尻１０６６番地ほか 

岡山市網浜墓地 

（桑畑１０３６墓地） 

（桑畑１０４９墓地） 

（笹山１－１墓地） 

（笹山１－２墓地） 

（笹山２－１墓地） 

（笹山２－２墓地） 

（轟墓地） 

（轟西墓地） 

（宝聚山墓地） 

（藻深の上墓地） 

（六本松墓地） 

岡山市中区桜橋四丁目１２１２番地ほか 

岡山市今谷墓地 岡山市中区今谷２８８番地１ほか 

30



岡山市門田墓地 

（朝日高裏墓地） 

（煙硝蔵墓地） 

（奥市池尻墓地） 

（三勲神社参道北墓地） 

（峠の上墓地） 

（峠の下墓地） 

（的場墓地） 

岡山市中区門田本町三丁目５５７番地１ほか 

岡山市国富墓地 

（安住院上墓地） 

（古観音墓地） 

（法輪寺上墓地） 

（薬師の段墓地） 

岡山市中区国富二丁目３１５番地ほか 

岡山市沢田墓地 

（開の山墓地） 

（鍬田墓地） 

岡山市中区沢田５２８番地ほか 

岡山市原尾島墓地 

（新畠田墓地） 

（六畝地墓地） 

岡山市中区原尾島四丁目４９１番地ほか 
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岡山市平井墓地 

（池の左右（左）墓地） 

（池の左右（右）墓地） 

（馬の足形南墓地） 

（桜ヶ丘墓地） 

（水源地下墓地） 

（轟南墓地） 

（平井越墓地） 

（平井山墓地） 

（米山墓地） 

岡山市中区平井一丁目２５７５番地ほか 

岡山市円山墓地 

（金堀山墓地） 

（京黒墓地） 

岡山市中区円山２４４番地ほか 

岡山市湊墓地 

（池の内墓地） 

（上山墓地） 

（向山墓地） 

岡山市中区湊１３４３番地ほか 

岡山市上道墓園 岡山市東区草ケ部１１９５番地ほか 

岡山市瀬戸町大内霊園 岡山市東区瀬戸町大内４８番地 

岡山市瀬戸町東霊園 岡山市東区瀬戸町万富２１２３番地１ 

岡山市瀬戸町南霊園 岡山市東区瀬戸町肩脊７３０番地３ 

岡山市富崎第１墓地 岡山市東区富崎５０５番地ほか 

岡山市富崎第２墓地 岡山市東区富崎４７５番地２ 

岡山市富崎第３墓地 岡山市東区富崎４７６番地 

岡山市一日市墓地 岡山市東区一日市５９１番地３ 
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岡山市阿津墓地 

（海清寺墓地） 

（玉房墓地） 

（鼻面墓地） 

岡山市南区阿津１６４６番地ほか 

岡山市内尾墓地 岡山市南区内尾３７１番地１ほか 

岡山市大曲墓地 岡山市南区藤田４０番地２ほか 

岡山市小串墓地 

（相引墓地） 

（片崎墓地） 

（小串墓地） 

（米崎墓地） 

（新土山墓地） 

岡山市南区小串２５５５番地ほか 

岡山市曽根墓地 

（旧曽根墓地） 

（曽根新墓地） 

岡山市南区曽根７３０番地ほか 

岡山市豊成墓地 岡山市南区豊浜町３０番地２ほか  

岡山市中畦墓地 岡山市南区中畦８４９番地 

岡山市なださきメモリーパーク 岡山市南区片岡２５１５番地ほか 

岡山市西畦墓地 岡山市南区西畦３２９番地ほか 

岡山市錦墓地 岡山市南区藤田５５１番地７ほか 

岡山市東畦墓地 岡山市南区東畦２３４番地ほか 

岡山市都墓地 岡山市南区藤田４５２番地６ほか 

岡山市六区墓地 岡山市南区藤田１６４５番地 

 備考 括弧内の名称は，それぞれの墓地内の細墓地を示す。 

別表第２（第６条関係） 

(1) 岡山市笠井山霊園使用料 

使用許可面積 金  額 

６平方メートル １７８,８００円

33



９平方メートル ２６８,２００円

１２平方メートル ３５７,６００円

１６平方メートル ４７６,８００円

２０平方メートル ５９６,０００円

(2) 岡山市惣爪墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき ２５,０００円

(3) 岡山市御津恋坂霊園使用料 

使用許可面積 金   額 

１６平方メートルにつき ８０,０００円

(4) 岡山市御津松尾墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき ３０,０００円

(5) 岡山市網浜墓地使用料 

ア 桑畑１０３６墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １４０,０００円

イ 桑畑１０４９墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １５０,０００円

ウ 笹山１－１墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

エ 笹山１－２墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １５０,０００円

オ 笹山２－１墓地 

使用許可面積 金   額 
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１平方メートルにつき １５０,０００円

 カ 笹山２－２墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １４０,０００円

 キ 轟墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

 ク 轟西墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

ケ 宝聚山墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １００,０００円

コ 藻深の上墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

サ 六本松墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

(6) 岡山市今谷墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

６平方メートル ４５０,０００円

(7) 岡山市門田墓地使用料 

 ア 的場墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １５０,０００円

(8) 岡山市平井墓地使用料 

ア 池の左右（左）墓地 
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使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １４０,０００円

イ 池の左右（右）墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １００,０００円

ウ 馬の足形南墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １５０,０００円

エ 水源地下墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １００,０００円

オ 轟南墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １２０,０００円

カ 平井越墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １００,０００円

キ 平井山墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １１０,０００円

ク 米山墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき １５０,０００円

(9) 岡山市上道墓園使用料 

使用許可面積 金   額 

４平方メートル ３２０,０００円

５平方メートル ４００,０００円

９平方メートル ７２０,０００円
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芝生（５平方メートル） ４００,０００円

 

１体当たり 金   額 

合葬墓 １０,０００円

(10) 岡山市瀬戸町大内霊園使用料 

使用許可面積 金   額 

３平方メートル ２００,０００円

６平方メートル ３５０,０００円

(11) 岡山市瀬戸町東霊園使用料 

使用許可面積 金   額 

６平方メートルまで ３５０,０００円

７平方メートル ４００,０００円

９平方メートル ５００,０００円

(12) 岡山市瀬戸町南霊園使用料 

使用許可面積 金   額 

６平方メートルまで ３５０,０００円

９平方メートル ５００,０００円

(13) 岡山市富崎第２墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

５平方メートル １２５,０００円

(14) 岡山市富崎第３墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき ４５,０００円

(15) 岡山市曽根墓地使用料 

ア 曽根新墓地 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき ８６,０００円

(16) 岡山市なださきメモリーパーク使用料 
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使用許可面積 金   額 

５平方メートル ５００,０００円

(17) 岡山市六区墓地使用料 

使用許可面積 金   額 

６平方メートル ２００,０００円

(18) その他の墓地使用料（前各号の表に掲げる細墓地以外の細墓地を含む。） 

使用許可面積 金   額 

１平方メートルにつき ２０,０００円

 

 

提案理由 

合葬墓及び岡山市なださきメモリーパークを設置するとともに，消費税法及び地方税法

の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡山市営墓地の管理料の額

を改める等のため，本条例を制定しようとするものである。 

 

38



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

   岡山市営納骨堂条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営納骨堂条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営納骨堂条例の一部を改正する条例 

 岡山市営納骨堂条例（平成２４年市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号中「２，０００円」を「２，０５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第１項第１号の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書

に係る管理料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る管理料については，な

お従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市灘崎納骨堂の管理料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ３ ７ 号 議 案 

   岡山市立市民会館条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立市民会館条例の一部を改正する条例 

 岡山市立市民会館条例（昭和３８年市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「７８，０００円」を「８０，２２８円」に，「１４６，０００円」を「１

５０，１７１円」に，「１８９，０００円」を「１９４，４００円」に，「２０６，００

０円」を「２１１，８８６円」に，「２８２，０００円」を「２９０，０５７円」に，

「３２５，０００円」を「３３４，２８５円」に改める。 

 別表第２中「１２，０００円」を「１２，３４３円」に，「１７，０００円」を「１ 

７，４８６円」に，「４５，０００円」を「４６，２８６円」に改める。 

 別表第３中「１２，０００円」を「１２，３４３円」に改める。 

 別表第４中「１６０，０００円」を「１６４，５７０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１から別表第３までの規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る

使用料で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第４の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立市民会館の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 ３ ８ 号 議 案 

   岡山シンフォニーホール条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山シンフォニーホール条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山シンフォニーホール条例の一部を改正する条例 

 岡山シンフォニーホール条例（平成３年市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２第１項中「財団法人岡山シンフォニーホール」を「公益財団法人岡山シンフ

ォニーホール」に改める。 

 別表第１項の表を次のように改める。 

 １ 基本使用料                         

午 前 午 後 夜 間 全 日 時間帯 

 

施設区分 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から午

後１０時まで 

午前９時から午

後１０時まで 

平日 78,680円 104,910円 132,580円 296,530円大ホール 

その他 94,420円 125,890円 159,120円 355,880円

平日 10,690円 14,190円 18,000円 40,210円イベントホー

ル その他 12,850円 17,070円 21,600円 48,340円

平日 8,640円 11,410円 14,290円 32,190円和風ホール 

その他 10,380円 13,780円 17,170円 38,670円

平日 8,840円 11,720円 14,810円 33,220円スタジオ１ 

その他 10,690円 14,090円 17,790円 39,900円

平日 4,010円 5,240円 6,480円 14,810円スタジオ２ 

その他 4,830円 6,370円 7,810円 17,790円
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楽屋１ 2,570円 3,390円 3,390円 7,610円

楽屋２ 1,230円 1,640円 1,640円 3,700円

楽屋３ 1,230円 1,640円 1,640円 3,700円

楽屋４ 920円 1,230円 1,230円 2,770円

楽屋５ 610円 820円 820円 1,740円

楽屋６ 610円 820円 820円 1,740円

楽屋７ 1,020円 1,330円 1,330円 2,980円

控室１ 1,020円 1,330円 1,330円 2,980円

控室２ 1,020円 1,330円 1,330円 2,980円

控室３ 1,020円 1,330円 1,330円 2,980円

指揮者室 2,050円 2,670円 2,670円 5,860円

別表第４項第２号ただし書を削り，同項に次の１号を加える。 

 (3) 午前９時以前又は午後１０時以降に超過して使用する場合は，１時間ごとに，夜間

の時間帯の１時間当たりの額の１２０パーセントの額を徴収する。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

第１条の２第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，施行日以後の使用に係る使用料で，施行日以後に納付するも

のについて適用し，施行日前に納付するものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山シンフォニーホールの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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」 」 

甲 第 ３ ９ 号 議 案 

岡山シティミュージアム条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山シティミュージアム条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山シティミュージアム条例の一部を改正する条例 

岡山シティミュージアム条例（平成１７年市条例第４２号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第２第１項の表中「２，０００円」を「２，０５０円」に，「５，０００円」を

「５，１４０円」に，「３，０００円」を「３，０８０円」に改め，同表第２項の表中 

  「 

１時間につき ３０，０００円 

「 

１時間につき ３０，８５０円 

 

 ５４，０００円  ５５，５４０円  

 １０４，０００円  １０６，９７０円  

 １時間につき ３０，０００円  １時間につき ３０，８５０円  

 １時間につき １９，２５０円  １時間につき １９，８００円  

 ３５，０００円 を ３６，０００円 に改め, 

 ６６，０００円  ６７，８８０円  

 １時間につき １９，２５０円  １時間につき １９，８００円  

 １時間につき １１，０００円  １時間につき １１，３１０円  

 ２０，０００円  ２０，５７０円  

 ３８，０００円  ３９，０８０円  

 １時間につき １１，０００円  １時間につき １１，３１０円  
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「 「 

」 」 

「 
「 

を 
に改め，同表 

同項の表備考４の表中 

第３項の表中「２，０００円」を「２，０５０円」に，「５，４００円」を「５，５５０

円」に，「７，２００円」を「７，４００円」に改め，同表第４項の表中「２，４００

円」を「２，４６０円」に，「４，０００円」を「４，１１０円」に，「１，９００円」

を「１，９５０円」に，「３，１００円」を「３，１８０円」に改め，同表第６項の表中

「４，２００円」を「４，３２０円」に，「１，０５０円」を「１，０８０円」に，「５

００円」を「５１０円」に，「７００円」を「７２０円」に改め，同表第７項の表中 

 １時間につき ３，７５０円  １時間につき ３，８５０円  

 ９，５００円  ９，７７０円  

 １２，７００円  １３，０６０円  

 １時間につき ３，７５０円  １時間につき ３，８５０円  

 １時間につき ２，３７５円  １時間につき ２，４４０円  

 ６，０００円  ６，１７０円  

 ８，０００円  ８，２２０円  

 １時間につき ２，３７５円  １時間につき ２，４４０円  

 １時間につき １，３７５円  １時間につき １，４１０円  

 ３，５００円  ３，６００円  

 ４，５００円  ４，６２０円  

 １時間につき １，３７５円 １時間につき １，４１０円 

  

 

 

 

 １０，０００円  １０，２８０円  

 １９，０００円  １９，５４０円  

 ２７，０００円  ２７，７７０円  

 ３４，０００円  ３４，９７０円  

  ４０，０００円 を ４１，１４０円 に改め，同項の表備考２の表以外の部 

 ４５，０００円  ４６，２８０円  
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」 
」 

分に次のただし書を加える。 

ただし，使用料の額に１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てる。 

別表第２第７項の表備考２の表中「６月目」を「６月目以降」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山シティミュージアムの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 

 ５０，０００円  ５１，４２０円  

 ５５，０００円  ５６，５７０円  

６０，０００円 ６１，７１０円 
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甲 第 ４ ０ 号 議 案 

   岡山市民プール条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市民プール条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第  号 

   岡山市民プール条例の一部を改正する条例 

 岡山市民プール条例（平成１７年市条例第１００号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１項第１号の表中「５５０円」を「５７０円」に，「３３０円」を「３４０円」 

に，「２２０円」を「２３０円」に，「５，５００円」を「５，７００円」に，「３，３

００円」を「３，４００円」に，「２，２００円」を「２，３００円」に，「２５，３０

０円」を「２６，０２３円」に，「３３，０００円」を「３３，９４３円」に，「５８，

３００円」を「５９，９６５円」に，「７，７００円」を「７，９２０円」に，「１１，

０００円」を「１１，３１５円」に，「１８，７００円」を「１９，２３４円」に，「６

６０円」を「６７９円」に改め，同号の表備考に次のように加える。 

３ 使用料に１円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てるものとする。 

  別表第１項第２号の表を次のように改める。 

(２) 施設使用料 

使用区分 

室 名 

午前１０時から

正午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後６時から午

後８時まで 

全日（午前１０時か

ら午後８時まで） 

和室(１) ７２０円 １,４４０円 ７２０円 ２,４６８円 

和室(２) ７２０円 １,４４０円 ７２０円 ２,４６８円 

和室(３) ５１５円 １,０２９円 ５１５円 １,７４９円 

第１会議室 ７２０円 １,４４０円 ７２０円 ２,４６８円 
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第２会議室 １,０２９円 ２,０５７円 １,０２９円 ３,４９８円 

トレーニング室 １人１回２時間につき ２１０円 

備考 冷暖房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲で教育委員会が別に定め

る額を徴収する。 

別表第１項第３号の表中「１００円」を「１０３円」に，「８，５００円」を「８，７

４３円」に，「２，０００円」を「２，０５７円」に，「１５０円」を「１５４円」に，

「

５０円

」

を

「

５１円

」

に，「２５０円」を「２５８円」に，「５００円」を「５１５ 

円」に改め，同表第２項第１号の表中「２００円」を「２０６円」に，「１５０円」を 

「１５４円」に，「１００円」を「１０３円」に，「２，０００円」を「２，０５７円」

に，「１，５００円」を「１，５４３円」に，「１，０００円」を「１，０２９円」に，

「１４，８００円」を「１５，２２３円」に，「２９，６００円」を「３０，４４６円」

に，「４４，４００円」を「４５，６６８円」に改め，同号の表備考２中「３，５００ 

円」を「３，６００円」に，「７，０００円」を「７，２００円」に，「１０，５００ 

円」を「１０，８００円」に改め，同号の表備考に次のように加える。 

３ 使用料に１円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てるものとする。 

別表第２項第２号の表中「２，２００円」を「２，２６３円」に，「６，８００円」を

「６，９９５円」に，「１，０００円」を「１，０２９円」に，「１００円」を「１０３

円」に，「１５０円」を「１５４円」に，「７５０円」を「７７２円」に，

「

５０円

」

を

「

５１円

」

に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等で，同日以

後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例に

よる。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡
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山市民プールの利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ４ １ 号 議 案 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第  号 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

岡山市社会体育施設条例（平成７年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第８条，第８条の２関係） 

種  別 単 位 金 額 

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円

その他の者 １面１時間につき ２０６円

足守テニスコート 

夜間照明 １面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円テニス

コート その他の者 １面１時間につき ２０６円

１時間につき ３０８円

牟佐スポーツ広場 

多目的広場 

１日につき ２,４６４円

高校生以下の者 １人１時間につき ６２円個人 

その他の者 １人１時間につき １０３円

高校生以下の者 １時間につき ３７０円

その他の者 １時間につき ６１７円

剣道場

(１) 

剣道場

(２) 

柔道場 

専用使

用 

スポーツ以外の使用 １時間につき １,２３４円

西大寺武道

館 

会議室 １時間につき ５１５円
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高校生以下の者 １時間につき １,０２９円

その他の者 １時間につき １,７１８円

全館 専用使

用 

スポーツ以外の使用 １時間につき ３,４３５円

高校生以下の者 １人１時間につき ３１円個人 

その他の者 １人１時間につき ５１円

高校生以下の者 １時間につき １８５円

その他の者 １時間につき ３０８円

剣道場 

専用使

用 

スポーツ以外の使用 １時間につき ６１７円

高校生以下の者 １人１時間につき ３１円個人 

その他の者 １人１時間につき ５１円

高校生以下の者 １時間につき ３７０円

その他の者 １時間につき ６１７円

柔道場 

専用使

用 

スポーツ以外の使用 １時間につき １,２３４円

高校生以下の者 １時間につき ５１５円

その他の者 １時間につき ８６４円

全館 専用使

用 

スポーツ以外の使用 １時間につき １,７１８円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円

野山武道館 

テニス

コート その他の者 １面１時間につき ２０６円

高校生以下の者 １人１時間につき ３１円個人 

その他の者 １人１時間につき ５１円

高校生以下の者 １時間につき ５１５円

吉備津弓道場 

専用使

用 その他の者 １時間につき ８６４円

１人午前 １５０円個人 

１人午後 １５０円

午前 ３,０８０円

午後 ３,０８０円

福谷スポーツ広場 

津島スポーツ広場 

専用使用 

１日 ６,１６０円
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高校生以下の者 １面１時間につき １２４円テニスコ

ート その他の者 １面１時間につき ２０６円

１面１時間につき ３０８円

小串スポーツ広場 

多目的広場 

１面１日につき ２,４６４円

１時間につき ３０８円桑野スポーツ広場 多目的広場 

１日につき ２,４６４円

午前 ４,９３７円

午後 ６,１７２円

専用使用 

１日 ９,８７４円

サッカー

場 

その他の使用 １時間につき １,５４３円

１時間につき ３０８円

財田スポーツ広場 

多目的広場 

１日につき ２,４６４円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円興除テニスコート 

その他の者 １面１時間につき ２０６円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円東山プールテニスコート・バ

レーボールコート その他の者 １面１時間につき ２０６円

１人（年払） ２,０５０円御津グラウンドゴルフ場 

１人（日払） ２００円

個人 １日につき １５４円瀬戸町カヌー艇庫 

専用使用 １日につき １,５４３円

全面１時間につき ５１５円高校生以下の者 

１／２面１時間につき ３０８円

全面１時間につき １,０２９円

専用使用 

その他の者 

１／２面１時間につき ５１５円

野球・サッカー １面１時間につき ３,０８６円

あおぞ

ら広場 

夜間照明 

ソフトボール １面１時間につき ２,０５７円

御津スポ

ーツパー

ク 

テニス 専用使用 高校生以下の者 １面１時間につき ２０６円
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その他の者 １面１時間につき ４１１円コート 

夜間照明 １面１時間につき ３０８円

全面１時間につき ８２２円

２／３面１時間につき ５１５円

１／２面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 

１／３面１時間につき ３０８円

全面１時間につき １,５４３円

２／３面１時間につき １,０２９円

１／２面１時間につき ８２２円

その他の者 

１／３面１時間につき ５１５円

営利又は宣伝を目的

としないスポーツ以

外の使用 

１時間につき ３,０８６円

専用使用 

営利又は宣伝を目的

とする使用 

１時間につき ９,２５７円

全面１時間につき １,２３４円

２／３面１時間につき ８２２円

１／２面１時間につき ６１７円

アリー

ナ 

照明設備 

１／３面１時間につき ４１１円

高校生・６５歳以上 １人１回２時間につき ２１０円個人 

その他の者 １人１回２時間につき ４１０円

高校生・６５歳以上 １人１１回につき ２,１００円

トレー

ニング

室 回数券 

その他の者 １人１１回につき ４,１００円

１室 １時間につき ２０６円会議

室・ミー

ティン

グ室 

暖冷房設備 １時間につき ２０６円
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高校生以下・６５歳

以上 

１人１回２時間につき ２１０円個人 

その他の者 １人１回２時間につき ４１０円

高校生以下・６５歳

以上 

１人１１回につき ２,１００円

温水プ

ール 

回数券 

その他の者 １人１１回につき ４,１００円

ストリ

ートバ

スケッ

トコー

ト 

専用使用 １面１時間につき １０３円

１人（年払） ２,０５０円個人 

１人（日払） ２００円

承芳ふれあい広場 グラウン

ドゴルフ

場 夜間照明 １回につき ４１０円

１日につき ８,２３２円専用使用 

１時間につき １,０２９円

灘崎野球場 

夜間照明 １時間につき ４,１１４円

スポーツに使用する

場合 

１時間につき ３０８円灘崎体育センター 

スポーツ以外に使用

する場合 

１時間につき ６１７円

１面１時間につき ７,２００円天然芝グラウンド 

１／２面１時間につき ３,６００円

１面１時間につき ６,１７２円人工芝グラウンド 

１／２面１時間につき ３,０８６円

１面１時間につき ３,０８６円

政田サッカー場 サッカー

場 

夜間照明 

１／２面１時間につき １,５４３円
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多目的室 １時間につき ４１１円

多目的室暖冷房設備 １時間につき ３０８円

会議室 １時間につき ２０６円

クラブハ

ウス 

会議室暖冷房設備 １時間につき １０３円

別表第２第１項の表中「４００円」を「４１０円」に，「３，２００円」を「３，２８

０円」に，「１，０００円」を「１，０２０円」に改め，同表第２項第１号の表中「１，

０００円」を「１，０２０円」に，「１，５００円」を「１，５４０円」に，

「

５００円

」

を

「

５１０円

」

に改め，同項第２号の表中「３５０円」を「３６０円」に改め，同表第３

項の表中「１，０００円」を「１，０２０円」に，「１，５００円」を「１，５４０円」

に，

「

５００円

」

を

「

５１０円

」

に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用

料等で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。    

    

    

提案理由 

  消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市社会体育施設の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。   
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甲 第 ４ ２ 号 議 案 

   岡山市人権啓発センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市人権啓発センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市人権啓発センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市人権啓発センター条例（平成１４年市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表中「４００円」を「４２０円」に，「６００円」を「６２０円」に，「９００円」

を「９２０円」に，「１，８００円」を「１，８５０円」に，「１，１００円」を「１，

１３０円」に，「１，３００円」を「１，３３０円」に，「２，８００円」を「２，８８

０円」に改め，同表備考中「１０分の５」を「５割」に改め，「額を」の次に「加算し

て」を加える。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市人権啓発センターの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市男女共同参画社会推進センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 岡山市男女共同参画社会推進センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市男女共同参画社会推進センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市男女共同参画社会推進センター条例（平成１２年市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１項の表中「２，２００円」を「２，２６０円」に，「４，４００円」を「４，

５２０円」に，「６，６００円」を「６，７８０円」に，「８，８００円」を「９，０５

０円」に改め，同表備考中「６００円」を「６１０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市男女共同参画社会推進センターの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 
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甲 第 ４ ４ 号 議 案 

   岡山市ふれあい公社基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市ふれあい公社基金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市ふれあい公社基金条例の一部を改正する条例 

 岡山市ふれあい公社基金条例（平成４年市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「財団法人岡山市ふれあい公社」を「公益財団法人岡山市ふれあい公社」に改

める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い，財団法人岡山市ふれあい

公社が公益財団法人へ移行したため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 岡山市ふれあいセンター条例（平成５年市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第１項中「財団法人 岡山市ふれあい公社」を「公益財団法人岡山市ふれあい

公社」に改める。 

 別表第１の１岡山ふれあいセンターの表大ホールの項からプレイルームの項までを次の

ように改める。 

大ホール ４２,９９０円 ２５,２００円 ３３,５３０円 ３,４９０円 ４,９３０円

小ホール １７,７９０円 １０,２８０円 １３,８８０円 １,４４０円 ２,０５０円

リハーサル室 ７,４００円 ４,４２０円 ５,７６０円 ６１０円 ８２０円

第１研修室 ８,８４０円 ５,１４０円 ６,９９０円 ７２０円 １,０２０円

第２研修室 ５,１４０円 ２,９８０円 ４,１１０円 ４１０円 ６１０円

第３研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円

第４研修室 ５,１４０円 ２,９８０円 ４,１１０円 ４１０円 ６１０円

第５研修室 ３,７００円 ２,１６０円 ２,８８０円 ３００円 ４１０円

調理実習室 １３,６８０円 ８,１２０円 １０,６９０円 １,１３０円 １,５４０円

和室 ３,７００円 ２,２６０円 ２,８８０円 ３００円 ４１０円

プレイルーム １９,２３０円 １１,３１０円 １５,１２０円 １,５４０円 ２,２６０円

別表第１の１西大寺ふれあいセンターの表ふれあいホールの項からプレイルームの項

までを次のように改める。 
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ふれあいホール ４３,３００円 ２５,２００円 ３３,８４０円 ３,４９０円 ５,０４０円

第１研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円

第２研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円

第３研修室 ３,７００円 ２,１６０円 ２,８８０円 ３００円 ４１０円

調理実習室 ７,４００円 ４,４２０円 ５,７６０円 ６１０円 ８２０円

和室 ３,７００円 ２,２６０円 ２,８８０円 ３００円 ４１０円

プレイルーム １３,６８０円 ８,１２０円 １０,６９０円 １,１３０円 １,５４０円

別表第１の１北ふれあいセンターの表マスカットホールの項から和室の項までを次の

ように改める。 

マスカットホール ２１,４９０円 １２,５４０円 １６,７６０円 １,７４０円 ２,４６０円

第１研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円

第２研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円

第３研修室 ２,５７０円 １,４４０円 ２,０５０円 ２００円 ３００円

調理実習室 ８,８４０円 ５,１４０円 ６,９９０円 ７２０円 １,０２０円

和室 ３,７００円 ２,２６０円 ２,８８０円 ３００円 ４１０円

別表第１の１西ふれあいセンターの表ふれあいホールの項からプレイルームの項まで

を次のように改める。 

ふれあいホール ４０,７３０円 ２３,６５０円 ３１,８８０円 ３,２９０円 ４,７３０円

第１研修室 ６,２７０円 ３,７００円 ４,９３０円 ５１０円 ７２０円

第２研修室 ５,１４０円 ２,９８０円 ４,１１０円 ４１０円 ６１０円

調理実習室 ８,８４０円 ５,１４０円 ６,９９０円 ７２０円 １,０２０円

和室 ６,２７０円 ３,７００円 ４,９３０円 ５１０円 ７２０円

プレイルーム １２,５４０円 ７,４００円 ９,７７０円 １,０２０円 １,４４０円

別表第１の１南ふれあいセンターの表ふれあいホールの項からプレイルームの項まで

を次のように改める。 

ふれあいホール ３２,９１０円 １９,２３０円 ２５,７１０円 ２,６７０円 ３,８００円

第１研修室 ６,２７０円 ３,７００円 ４,９３０円 ５１０円 ７２０円

第２研修室 ４,８３０円 ２,９８０円 ３,７００円 ４１０円 ５１０円
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第３研修室 ５,１４０円 ２,９８０円 ４,１１０円 ４１０円 ６１０円

調理実習室 ８,８４０円 ５,１４０円 ６,９９０円 ７２０円 １,０２０円

和室１ ２,５７０円 １,４４０円 ２,０５０円 ２００円 ３００円

和室２ ２,５７０円 １,４４０円 ２,０５０円 ２００円 ３００円

プレイルーム １０,３８０円 ５,９６０円 ８,１２０円 ８２０円 １,２３０円

別表第１に次の１項を加える。 

３ 端数処理 

算定した使用料の額に１０円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てるもの

とする。 

別表第２中「４００円」を「４１０円」に改める。 

別表第４中「１４９，７１８円」を「１５３，９９０円」に，「９，０００円」を

「９，２５０円」に，「４８，０００円」を「４９，３７０円」に，「８５，３００円」

を「８７，７３０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

第３条の２第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１，別表第２及び別表第４の規定は，施行日以後の使用に係る使用料

で，施行日以後に納付するものについて適用し，施行日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，ふ

れあいセンターの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ４ ６ 号 議 案 

岡山市ウェルポートなださき条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市ウェルポートなださき条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市ウェルポートなださき条例の一部を改正する条例 

 岡山市ウェルポートなださき条例（平成２１年市条例第５０号）の一部を次のように改

正する。  

 別表第１かしの木ホールの項からボランティアルームの項までを次のように改める。 

かしの木ホール ２，０５０円 ２，５７０円 

会議室１ ４１０円 ５１０円 

会議室２ ４１０円 ５１０円 

会議室１・２ ６１０円 ７７０円 

会議室３ ５１０円 ６１０円 

いこいの間 ４１０円 ５１０円 

クッキングスタジオ ５１０円 ６１０円 

ボランティアルーム ３００円 ４１０円 

別表第３フィットネスルームの項から割引使用の部までを次のように改める。 

フィットネス 

ルーム 

４１０   

 (２００） 

４，１００ 

（２，０００） 

３，０８０ 

（１，５４０） 

３０，８００ 

（１５，４００）

大浴場 

４１０ 

（２００） 

４，１００ 

（２，０００） 

３，０８０ 

（１，５４０） 

３０，８００ 

（１５，４００）

プール ４１０ ４，１００ ３，０８０ ３０，８００ 
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（２００） （２，０００） （１，５４０） （１５，４００） 

上記のう

ち２施設

使用 

６１０ 

（３００） 

６，１００ 

（３，０００）

－ － 

割

引

使

用

 

上記全施

設使用 

８２０ 

（４１０） 

８，２００ 

（４，１００）

－ － 

別表第３個人会員の項及び法人会員の項を次のように改める。 

個人会員 

 ５，１４０ 

 （２，５７０） 

 ２７，７７０ 

 （１３，８８０） 

 ５１，４２０ 

 （２５，７１０） 

  

－ － １５４，２８０ ３人券 

法人会員 

－ － ２５７，１４０ ５人券 

別表第４中「５００円」を「５１０円」に改める。 

別表第５中「５，０００円」を「５，１４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第３から別表第５までの規定は，この条例の施行の日以後

の使用に係る使用料で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するも

のについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市ウェルポートなださきの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ４ ７ 号 議 案 

岡山市地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例の制定につい

て 

岡山市地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例を次のように制定するも

のとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に規

定する地域包括支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（地域包括支援センターの職員等に係る基準） 

第２条 法第１１５条の４６第４項に規定する地域包括支援センターの設置者が包括的支

援事業を実施するために必要な基準は，次のとおりとする。 

(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者（法第９条第１

号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数がおおむね３，０００人以上

６，０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は，原則

として次のとおりとすること。 

ア 保健師その他これに準ずる者 １人 

イ 社会福祉士その他これに準ずる者 １人 

ウ 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１

４０条の６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。）そ

の他これに準ずる者 １人 

(2) 前号の規定にかかわらず，地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一
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の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協

議会において認められた場合には，地域包括支援センターの人員配置基準は，別表の

左欄に掲げる担当する区域における第１号被保険者の数に応じ，それぞれ同表の右欄

に定めるところによることができる。 

(3) 地域包括支援センターは，第１号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施す

ることにより，各被保険者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，法第２

４条第２項に規定する介護給付等対象サービス，介護予防サービス，その他の保健医

療サービス又は福祉サービス，権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導

き，各被保険者が可能な限り，住み慣れた地域において自立した日常生活を営むこと

ができるようにしなければならないこと。 

(4) 地域包括支援センターは，地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて，適

切，公正かつ中立な運営を確保すること。 

  附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

担当する区域における第１号被保険者の

数 

人員配置基準 

おおむね１，０００人未満 第２条第１号アからウまでに掲げる者のう

ちから１人又は２人 

おおむね１，０００人以上２，０００人

未満 

第２条第１号アからウまでに掲げる者のう

ちから２人（うち１人は専らその職務に従

事する常勤の職員とする。） 

おおむね２，０００人以上３，０００人

未満 

専らその職務に従事する常勤の第２条第１

号アに掲げる者１人及び専らその職務に従

事する常勤の第２条第１号イ又はウに掲げ

る者のいずれか１人 
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提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，地域包括支援センターの職員等に係る

基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ４ ８ 号 議 案 

   岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 岡山市老人デイサービスセンター条例（平成９年市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中「財団法人岡山市ふれあい公社」を「公益財団法人岡山市ふれあい公社」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い，財団法人岡山市ふれあい

公社が公益財団法人へ移行したため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市福寿苑条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市福寿苑条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市福寿苑条例の一部を改正する条例 

岡山市福寿苑条例（平成１８年市条例第１０６号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項第１号中「１，５００円」を「１，５４３円」に改め，同項第２号中

「１，０００円」を「１，０２９円」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，福

寿苑の利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ５ ０ 号 議 案 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第１条 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

  第４９条第１項中「第５条第１７項」を「第５条第１６項」に改める。 

 （岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第２条 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第３項中「多用な」を「多様な」に改める。 

第４６条第１項中「第５条第１７項」を「第５条第１６項」に改める。 

（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第３条  岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 
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「第７章 共同生活介護                         

第１節 基本方針（第１２４条） 

目次中  第２節 人員に関する基準（第１２５条・第１２６条） を「第７章 削 

第３節 設備に関する基準（第１２７条） 

第４節 運営に関する基準（第１２８条－第１４１条）」 

「第１３章 共同生活援助 

第１節 基本方針（第１９７条） 

除」に，  第２節 人員に関する基準（第１９８条・第１９９条） を 

第３節 設備に関する基準（第２００条） 

第４節 運営に関する基準（第２０１条－第２０３条）」 

「第１３章 共同生活援助 

第１節 基本方針（第１９７条） 

第２節 人員に関する基準（第１９８条・第１９９条） 

第３節 設備に関する基準（第２００条） 

第４節 運営に関する基準（第２００条の２－第２０３条） 

第５節  外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員， に， 

設備及び運営に関する基準                      

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０３条の２・第２０３条の３） 

第２款 人員に関する基準（第２０３条の４・第２０３条の５） 

第３款 設備に関する基準（第２０３条の６） 

第４款 運営に関する基準（第２０３条の７－第２０３条の１２）    」 

「第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第２０６条・第２０７

条）」を「第１５章 削除」に改める。 

第２条第３号中「第５条第２２項」を「第５条第２１項」に改める。 

第３条第３項中「第７章」を「第８章」に改める。 

第４条第２項中「肢体不自由者」の次に「又は重度の知的障害若しくは精神障害によ

り行動上著しい困難を有する障害者」を加え，「常時介護を要する障害者」を「，常時

介護を要するもの」に改める。 
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第５条第１項中「者（以下この章」の次に「，第２０３条の２及び第２０３条の１０

第２項」を加える。 

第８０条第１項第２号ア中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に，「障害

程度区分の」を「障害支援区分の」に改める。 

第８１条第２項中「（昭和２６年法律第４５号）」を削る。 

第１００条第１項第２号中「第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業

者，」を削り，「又は第１９８条第１項」を「，第１９８条第１項」に改め，「指定共

同生活援助事業者」の次に「又は第２０３条の４第１項に規定する外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者」を加え，「指定共同生活介護事業者等」を「指定自立訓練

（生活訓練）事業者等」に改め，同号ア中「第１２４条に規定する指定共同生活介

護，」を削り，「又は第１９７条に規定する指定共同生活援助」を「，第１９７条に規

定する指定共同生活援助又は第２０３条の２に規定する外部サービス利用型指定共同生

活援助」に，「指定共同生活介護等」」を「指定自立訓練（生活訓練）等」」に，「指

定共同生活介護事業所等（当該指定共同生活介護事業者等が設置する当該指定に係る指

定共同生活介護事業所（第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所をい

う。），」を「指定自立訓練（生活訓練）事業所等（当該指定自立訓練（生活訓練）事

業者等が設置する当該指定に係る」に，「又は指定共同生活援助事業所」を「，指定共

同生活援助事業所」に改め，「において同じ。）」の次に「又は外部サービス利用型指

定共同生活援助事業所（第２０３条の４第１項に規定する外部サービス利用型指定共同

生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。））」を加え，「当該指定共同生活

介護事業所等」を「当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等」に改め，同条第２項第２

号中「指定共同生活介護事業者等」を「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」に改め，

同号ア中「指定共同生活介護等」を「指定自立訓練（生活訓練）等」に，「当該指定共

同生活介護事業所等」を「当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等」に改め，同条第３

項第１号中「，第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所」を削り，「規定

する指定共同生活援助事業所」の次に「，第２０３条の４第１項に規定する外部サービ

ス利用型指定共同生活援助事業所」を加え，同号ア中「，第１２４条に規定する指定共

同生活介護」を削り，「指定共同生活援助」の次に「，第２０３条の２に規定する外部
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サービス利用型指定共同生活援助」を加える。 

第１０９条第２号中「第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所又は」を

削り，「指定共同生活援助事業所」の次に「又は第２０３条の４第１項に規定する外部

サービス利用型指定共同生活援助事業所」を加え，「共同生活住居（法第３４条第１項

に規定する共同生活住居をいう。以下同じ。）」を「共同生活援助を行う住居（以下

「共同生活住居」という。）」に改める。 

第１１４条第１項中「及び第１９８条第１項に規定する指定共同生活援助事業者」を

削る。 

第１１９条第３項中「共同生活介護」を「共同生活援助」に改める。 

第７章を次のように改める。 

第７章 削除 

第１２４条から第１４１条まで 削除 

第１５８条の次に次の１条を加える。 

（利用者負担額に係る管理） 

第１５８条の２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示

第５５３号により厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練

（生活訓練）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等

を受けたときは，当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利

用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において，当該指定自立訓練

（生活訓練）事業者は，利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに，当該支給

決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事

業者等に通知しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号に

より厚生労働大臣が定める者を除く。）の依頼を受けて，当該支給決定障害者が同一

の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練）

（指定宿泊型自立訓練を除く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは，
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当該指定自立訓練（生活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額

合計額を算定しなければならない。この場合において，当該指定自立訓練（生活訓

練）事業者は，利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに，当該支給決定障害

者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

第１６０条中「，第２２条」，「，第１３１条」，「，第２２条中「支給決定障害者

等の」とあるのは「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１

７１条に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者

を除く。以下この条において同じ。）の」と，「当該支給決定障害者等」とあるのは

「当該支給決定障害者」と」及び「，第１３１条第２項中「支給決定障害者が」とある

のは「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７１条に規定

する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者に限る。以下

この条において同じ。）が」と」を削る。 

第１７３条中「，第２２条」を削り，「第１３１条，第１４６条から第１４８条ま

で」を「第１４６条から第１４８条まで及び第１５８条の２」に改め，「，第２２条中

「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条に規定する

平成１８年厚生労働省告示第５５３号において厚生労働大臣が定める者を除く。以下こ

の条において同じ。）の」と，「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障

害者」と」を削り，「，第１３１条第２項中「支給決定障害者が」」を「，第１５８条

の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０

条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者

に限る。）が」」に改め，「同じ。）が」」の次に「と，同条第２項中「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１８年

厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。）の」とあるのは

「支給決定障害者（基準省令第１７０条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示第５

５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。）の」」を加える。 

第１９７条中「相談」の次に「，入浴，排せつ又は食事の介護」を加える。 

第１９８条第１項第１号中「１０」を「６」に改め，同項中第２号を第３号とし，第
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１号の次に次の１号を加える。 

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに，常勤換算方法で，次のアからエま

でに掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

（平成２６年厚生労働省令第５号。以下「区分省令」という。）第１条第４号に

規定する区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で除し

た数 

第１９９条を次のように改める。 

（管理者） 

第１９９条 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定共同生活援助事業所

の管理上支障がない場合は，当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ，又

は他の事業所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は，適切な指定共同生活援助を提供するために必

要な知識及び経験を有する者でなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに

該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第２００条を次のように改める。 

（設備） 

第２００条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は，住宅地又は住宅地と同程度に利

用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり，かつ，入所により日

中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院

の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業所は，１以上の共同生活住居（サテライト型住居（当該サテ
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ライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共

同生活住居であって，当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの

（以下「本体住居」という。）と密接な連携を確保しつつ，本体住居とは別の場所で

運営される共同生活住居をいう。以下同じ。）を除く。以下この項，第４項から第６

項までにおいて同じ。）を有するものとし，当該共同生活住居及びサテライト型住居

の入居定員の合計は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置，構造及び設備は，利用者の特性に応じて工夫されたものでな

ければならない。 

４ 共同生活住居は，その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし，既存の建物

を共同生活住居とする場合にあっては，当該共同生活住居の入居定員を２人以上２０

人（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下とすることができる。 

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって，市長が特

に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，当該共同生活住居の入居定

員を２人以上３０人以下（ただし，当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同

数を上限とする。）とすることができる。 

６ 共同生活住居は，１以上のユニットを有するほか，日常生活を営む上で必要な設備

を設けなければならない。 

７ ユニットの入居定員は，２人以上１０人以下とする。 

８ ユニットには，居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる

設備を設けることとし，その基準は，次のとおりとする。 

(1) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者のサービス提供上必要と認

められる場合は，２人とすることができる。 

(2) 一の居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

９ サテライト型住居の基準は，次のとおりとする。 

(1) 入居定員を１人とすること。 

(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 

(3) 居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

第１３章第４節中第２０１条の前に次の５条を加える。 
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（入退居） 

第２００条の２ 指定共同生活援助は，共同生活住居への入居を必要とする利用者（入

院治療を要する者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は，利用申込者の入居に際しては，その者の心身の状況，

生活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退居の際は，利用者の希望を踏まえた上で，

退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し，退居に必要な援助を行わなければならな

い。 

４ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退居に際しては，利用者に対し，適切な援助

を行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第２００条の３ 指定共同生活援助事業者は，入居者の入居又は退居に際しては，当該

指定共同生活援助事業者の名称，入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項に

おいて「受給者証記載事項」という。）を，利用者の受給者証に記載しなければなら

ない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町

村に対し報告しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２００条の４ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助を提供した際は，支給

決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は，法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した

際は，支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活援助事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定共同生活援助に

おいて提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者

から受けることができる。 

(1) 食材料費 
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(2) 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給され

た場合（同条第２項において準用する法第２９条第４項の規定により特定障害者特

別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限

る。）は，当該利用者に係る家賃の月額から法第３４条第２項において準用する法

第２９条第５項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害

者特別給付費の額を控除した額を限度とする。） 

(3) 光熱水費 

(4) 日用品費 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定共同生活援助において提供される便宜に要する

費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決

定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活援助事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に

係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらか

じめ，支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決

定障害者の同意を得なければならない。 

（指定共同生活援助の取扱方針） 

第２００条の５ 指定共同生活援助事業者は，第２０３条において読み替えて準用する

第６０条に規定する共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）に基づ

き，利用者が地域において日常生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び

精神の状況並びにその置かれている環境に応じて，その者の支援を適切に行うととも

に，指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければ

ならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同

生活援助の提供を行う場合には，共同生活援助計画に基づき，当該利用者が，継続し

た指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに，継続して入居

している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は，指定共同生活援助の提供に当たっては，懇切
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丁寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定共同生活

援助の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価

を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第２００条の６ サービス管理責任者は，第２０３条において準用する第６０条に規定

する業務のほか，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する

照会等により，その者の身体及び精神の状況，当該指定共同生活援助事業所以外に

おける指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の身体及び精神の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立

した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生

活を営むことができると認められる利用者に対し，必要な支援を行うこと。 

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連

絡調整を行うこと。 

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

第２０１条の見出しを「（介護及び家事等）」に改め，同条第２項中「による」の次

に「介護又は」を加え，同項を同条第３項とし，同条中第１項を第２項とし，同項の前

に次の１項を加える。 

介護は，利用者の身体及び精神の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

第２０１条の次に次の２条を加える。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第２０１条の２ 指定共同生活援助事業者は，利用者について，指定生活介護事業所等

との連絡調整，余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する

手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の同意 
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を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第２０１条の３ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその    

額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

第２０２条第３項に次のただし書を加える。 

ただし，当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うこと

ができる場合は，この限りでない。 

第２０２条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 指定共同生活援助事業者は，前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生

活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては，

当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければ
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ならない。 

第２０２条の次に次の３条を加える。 

（支援体制の確保） 

第２０２条の２ 指定共同生活援助事業者は，利用者の身体及び精神の状況に応じた必

要な支援を行うことができるよう，他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係

機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２０２条の３ 指定共同生活援助事業者は，共同生活住居及びユニットの入居定員並

びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを 

得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第２０２条の４ 指定共同生活援助事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あ

らかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努め

なければならない。 

第２０３条中「，第１２８条から第１３３条まで，第１３５条，第１３６条及び第１

３８条から第１４０条まで」を「及び第１５８条の２」に，「第２０３条において準用

する第１３６条」を「第２０１条の３」に，「第２０３条において準用する第１３０条

第１項」を「第２００条の４第１項」に，「第２０３条において準用する第１３０条第

２項」を「第２００条の４第２項」に，「第２０３条において準用する第１４０条第１

項」を「第２０２条の４第１項」に，「，「第１３０条第３項第２号中「当該指定共同

生活介護事業者」とあるのは「当該指定共同生活援助事業者」と，第１３２条第１項及

び第２項中「共同生活介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，第１３２条第１

項及び第１３３条第１項中「第１４１条」とあるのは「第２０３条」と，第１３３条第

３号及び第１３５条第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立訓練（生活

訓練）事業所」」を「，第１５８条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５

３号により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前
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の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１

８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。）」」

に改める。 

第１３章第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員，設

備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２０３条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず，外部サービス利用型指定共

同生活援助（指定共同生活援助であって，当該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画（第２０３

条の１２において読み替えて準用する第６０条に規定する外部サービス利用型共同生

活援助計画をいう。以下同じ。）の作成，相談その他の日常生活上の援助（第２０３

条の４第１項において「基本サービス」という。）及び当該指定共同生活援助に係る

指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サービ

ス事業者」という。）により，当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行

われる入浴，排せつ，食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅介護サ

ービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人員，

設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２０３条の３ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は，外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービ

スを適切かつ円滑に提供することにより，利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況並び

にその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談，入浴，排せつ又は食事

の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 
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第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２０３条の４ 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者（以下「外部サ

ービス利用型指定共同生活援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき基本サービス

を提供する従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに，常勤換算方法で，

利用者の数を６で除した数以上 

(2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに，ア又

はイに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数による。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は，専ら外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，

利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（準用） 

第２０３条の５ 第１９９条の規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（準用） 

第２０３条の６ 第２００条の規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第２０３条の７ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，支給決定障害者等が
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外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは，当該利用申込

者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，当該利用申込者に対し，第２０３

条の９に規定する運営規程の概要，従業者の勤務体制，外部サービス利用型指定共同

生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容，受託居宅介護サ

ービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う

事業所（以下「受託居宅介護サービス事業所」という。）の名称その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，

当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同

意を得なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，社会福祉法第７７条の規定に基づ

き，書面の交付を行う場合は，利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければ

ならない。 

（受託居宅介護サービスの提供） 

第２０３条の８ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サービス事業者により，適切かつ円滑に受

託居宅介護サービスが提供されるよう，必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，受託居宅介護サービス事業者が受

託居宅介護サービスを提供した場合にあっては，提供した日時，時間，具体的なサー

ビスの内容等を文書により報告させなければならない。 

（運営規程） 

第２０３条の９ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する

費用の種類及びその額 
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(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地 

(6) 入居に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(10) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第２０３条の１０ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が，受託居宅介護サー

ビスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは，受託居宅介護サービス事

業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は，指定居宅介護事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は，指定居宅

介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，事業の開始に当たっては，あらか

じめ，指定居宅介護事業者と，第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業

務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，受託居宅介護サービス事業者に，

業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，受託居宅介護サービスに係る業務

の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２０３条の１１ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，利用者に対し，適

切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう，外部サービス利用型指

定共同生活援助事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに
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記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，利用者が安心して日常生活を送

ることができるよう，継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供

に配慮しなければならない。 

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所ごとに，当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介

護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しな

ければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，従業者の資質の向上のために，研

修計画を作成し，当該計画に従い研修を実施しなければならない。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，従業者の計画的な人材育成に努め

なければならない。 

（準用） 

第２０３条の１２ 第１１条，第１２条，第１４条から第１７条まで，第２０条，第２

３条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６

８条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０条，第９２条，第９４条，第１

５８条の２，第２００条の２から第２００条の６まで，第２０１条，第２０１条の２

及び第２０２条の２から第２０２条の４までの規定は，外部サービス利用型指定共同

生活援助の事業について準用する。この場合において，第２０条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第２０３条の１２において準用する第２００条の４第１項」と，第

２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第２０３条の１２において準用する 

第２００条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス

利用型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

２０３条の１２において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「外部

サービス利用型共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第２０３条の１２において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第２０３条の１２において準用する第９０条」と，同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０３条の１２において準用する第７５条第２
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項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０３条の１２」と，第９

４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２０３条の１２において準用する第２

０２条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５８

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１

７０条の２に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定

める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利

用型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２に規定する平成１８

年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けて

いる者に限る。）」と，第２０１条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業

者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護

サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

第１５章を次のように改める。 

第１５章 削除 

第２０６条及び第２０７条 削除 

附則第２条第１項第１号中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に改める。 

附則第３条第１項各号列記以外の部分中「第１２７条第１項（第２００条において準

用する場合を含む。）」を「第２００条第１項（第２０３条の６において準用する場合

を含む。）」に，「とする指定共同生活介護の事業等」を「とする指定共同生活援助の

事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活援助の事業

等」という。）」に，「当該共同生活介護」を「当該指定共同生活援助」に，「指定共

同生活介護の事業等を行う」を「指定共同生活援助の事業等を行う」に改め，同項第１

号中「指定共同生活介護又は指定共同生活援助（以下「指定共同生活介護等」とい

う。）」を「指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助（以下「指定

共同生活援助等」という。）」に，「指定共同生活介護等の」を「指定共同生活援助等

の」に改め，同条第２項中「指定共同生活介護」を「指定共同生活援助」に，「第１２

７条第２項中」を「第２００条第２項中」に改める。 
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附則第４条の見出し中「指定共同生活介護等」を「指定共同生活援助等」に改め，同

条中「指定共同生活介護の」を「指定共同生活援助の」に，「指定共同生活介護等」を

「指定共同生活援助等」に改める。 

附則第５条の見出し中「指定共同生活介護等」を「指定共同生活援助等」に改め，同

条中「指定共同生活介護事業所若しくは」を削り，「指定共同生活援助事業所」の次に

「若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」を加える。 

附則第６条の見出し中「共同生活介護計画」を「共同生活援助計画」に改め，同条中

「指定共同生活介護」を「指定共同生活援助」に改め，「第１４１条又は」を削り，

「第２０３条」の次に「又は第２０３条の１２」を加える。 

附則第７条中「指定共同生活介護等」を「指定共同生活援助等」に改める。 

附則第８条中「指定共同生活援助事業者（」を「指定共同生活援助事業者又は外部サ

ービス利用型指定共同生活援助事業者（以下「指定共同生活援助事業者等」といい，」

に，「第１２７条第１項（第２００条において準用する場合を含む。）」を「第２００

条第１項（第２０３条の６において準用する場合を含む。）」に，「指定共同生活介護

の事業等」を「指定共同生活援助の事業等」に改める。 

附則第９条（見出しを含む。）中「経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所」

を「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」に，「指定共同生活介護の事業」

を「指定共同生活援助の事業」に，「第１２５条第１項第２号」を「第１９８条第１項

第２号」に改める。 

附則第１０条の見出し中「経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所」を「経過

的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」に改め，同条第１項中「経過的居宅介護利

用型指定共同生活介護事業所」を「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」に，

「指定共同生活介護の事業」を「指定共同生活援助の事業」に，「第１４１条」を「第

２０３条」に，「第１３４条第３項」を「第２０１条第３項」に改め，同条第２項中

「経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所」を「経過的居宅介護利用型指定共同

生活援助事業所」に，「第１４１条」を「第２０３条」に，「第１３３条各号」を「第

２００条の６各号」に改める。 

附則第１１条及び第１２条を次のように改める。 
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第１１条及び第１２条 削除 

附則第１３条中「指定共同生活援助事業者」を「指定共同生活援助事業者等」に，

「指定共同生活介護の事業等」を「指定共同生活援助の事業等」に，「，第１２７条第

６項及び第７項（これらの規定を第２００条において準用する場合を含む。）」を

「，第２００条第７項及び第８項（これらの規定を第２０３条の６において準用する場

合を含む。）」に改める。 

附則第１４条の見出し中「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援助事業所」

に改め，同条第１項及び第２項中「第１３４条第３項」を「第２０１条第３項」に，

「指定共同生活介護事業所」を「指定共同生活援助事業所」に,「第２条第４号」を

「第１条第５号」に，「，同条第５号」を「，同条第６号」に，「又は同条第６号」を

「又は同条第７号」に改め，同条第３項中「第１２５条第１項第２号イからエまで」を

「第１９８条第１項第２号イからエまで」に改める。 

附則第１５条中「指定共同生活介護」を「指定共同生活援助」に，「第１２７条（第

２００条において準用する場合を含む。）」を「第２００条（第２０３条の６において

準用する場合を含む。）」に，「第１２７条第６項」を「第２００条第７項」に，「同

条第７項第２号」を「同条第８項第２号」に改める。 

（岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第４条  岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例   

（平成２４年市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号ア（イ）ａ中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に，

「障害程度区分の」を「障害支援区分の」に改める。 

  （岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

第３９条第１項第３号ア中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に，「障害

程度区分の」を「障害支援区分の」に改める。 

  第６０条第８項に次のただし書を加える。 
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   ただし，指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であって，利

用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

  第９１条第３項中「第５２条第１項第２号イ及びエ，第７項並びに」を「第５２条第

１項第２号エ及び」に改める。 

  附則第２条第１項第１号中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に改める。 

（岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第８４号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項第２号ア（イ）ａ中「平均障害程度区分」を「平均障害支援区分」に，

「障害程度区分の」を「障害支援区分の」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に第３条の規定による改正前の岡山市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定障害福祉

サービス基準条例」という。）第１２４条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事

業所並びに旧指定障害福祉サービス基準条例第２０６条に規定する一体型指定共同生活

介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については，第３条の規定による改正後

の岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。）第１９７条に規定する指定

共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。 

２ この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準条例第１９７条に規定する指定

共同生活援助の事業を行う事業所（以下「旧指定共同生活援助事業所」という。）は，

新指定障害福祉サービス基準条例第２０３条の２に規定する外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業を行う事業所（以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」

という。）とみなす。 
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第３条  この条例の施行の日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について，新

指定障害福祉サービス基準条例第２０３条の４の規定を適用する場合においては，当分

の間，同条第１項第１号中「６」とあるのは「１０」とする。 

第４条 附則第２条第２項の規定により，外部サービス利用型指定共同生活援助事業所と

みなされたものについて，新指定障害福祉サービス基準条例第２０３条の１０第４項の

規定を適用する場合においては，この条例の施行後最初の指定の更新までの間は，同項

中「事業の」とあるのは「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 

 

 

提案理由 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の施行に伴い，所

要の措置を講ずる等のため，関係条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定 

める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 （岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 の一部改正）  

第１条 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項」を「医薬品，

医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号）第２条第１２項」に改め，同条第６項中「参加するよう努めなければならない」を

「参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するも

のとする」に改める。    

第１３条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚 

生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第９号」を「岡

山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６

年市条例第  号）第１６条第９号」に改める。 

 （岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部改正）  
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第２条 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第７項中「参加するよう努めなければならない」を「参加し，又は地域包括支

援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする」に改める。    

第１４条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚 

生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第９号」を「岡

山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６

年市条例第  号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第１６条第９号」

に改める。 

第９５条第２項中「指定居宅介護支援等基準第１３条各号」を「指定居宅介護支援等

基準条例第１６条各号」に改める。  

 （岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一 

部改正）  

第３条 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「参加するよう努めなければならない」を「参加し，又は地域包括支

援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする」に改める。 

 （岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

の一部改正）  

第４条 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例（平成２４年市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「参加するよう努めなければならない」を「参加し，又は地域包括支

援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする」に改める。 

 （岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部改正）  

第５条 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「参加するよう努めなければならない」を「参加し，又は地域包括支
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援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする」に改める。 

第２０条第６号中「薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１６項」を「医薬 

品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１

４５号）第２条第１７項」に改める。 

（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

改正） 

第６条 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項」を「医薬品，

医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号）第２条第１２項」に改め，同条第６項中「参加するよう努めなければならない」を

「参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するも

のとする」に改める。    

第１３条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９号」を「岡山市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第  号。以下

「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号」に改める。 

第４２条第１号中「指定介護予防支援等基準第３０条第７号」を「指定介護予防支援

等基準条例第３３条第７号」に改める。 

（岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正）  

第７条 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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等を定める条例（平成２４年市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第６項中「参加するよう努めなければならない」を「参加し，又は地域包括支

援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする」に改める。    

第１６条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９号」を「岡山市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第  号。以下

「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号」に改める。 

第６８条第２号中「指定介護予防支援等基準第３０条各号」を「指定介護予防支援等

基準条例第３３条各号」に，「指定介護予防支援等基準第３１条各号」を「指定介護予

防支援等基準条例第３４条各号」に改める。 

附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第１条中岡山市指定居宅サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例第３条第１項の改正規定，

第５条中岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例

第２０条第６号の改正規定並びに第６条中岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例第３条第１項の改正規定は，この条例の公布の日又は薬事法

等の一部を改正する法律（平成２５年法律第８４号）の施行の日のいずれか遅い日から施

行する。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正並びに薬事法等の一部を改正する法律の施行に

よる薬事法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずる等のため，関係条例の一部を改正しよ

うとするものである。 
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甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の制定について 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を次のよ

うに制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条）  

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条・第６条）  

第４章 運営に関する基準（第７条－第３２条）  

第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）  

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

７条第１項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき，基準該当居宅介護

支援（法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。）

及び指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同

じ。）の事業の人員及び運営に関する基準を定めるとともに，法第７９条第２項第１号

の規定に基づき，指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護
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支援事業者をいう。以下同じ。）の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）から求めがあった場合には，地域ケ

ア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力

するものとする。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，規則で定め

る責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実

施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。  

   第２章 基本方針 

（基本方針）  

第４条 指定居宅介護支援の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が

可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，

利用者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者か

ら，総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たっては，利用者の意思及

び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指定居宅サービス等
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（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類

又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう，公正中立に行われなけ

ればならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，地域包括支援センタ

ー，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支

援センター，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者（法第５８条第１

項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。），介護保険施設，住民によ

る自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に

努めなければならない。 

第３章 人員に関する基準  

（従業者の員数）  

第５条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門

員であって常勤であるもの（以下次条第２項を除き，単に「介護支援専門員」とい

う。）を置かなければならない。  

２ 前項に規定する員数の基準は，利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。  

（管理者）  

第６条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。  

２ 前項に規定する管理者は，介護支援専門員でなければならない。  

３ 第１項に規定する管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

次に掲げる場合は，この限りでない。  

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合  

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第４章 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  
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第７条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用申込者又はその家族に対し，第２１条に規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，

当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，居

宅サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であること等につき説明を行い，理解を得なければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者又はその家族からの申出があった場合には，

第１項の規定による文書の交付に代えて，第６項で定めるところにより，当該利用申込

者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，

当該指定居宅介護支援事業者は，当該文書を交付したものとみなす。  

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の

閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又

は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法  

４ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。  
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５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。  

６ 指定居宅介護支援事業者は，第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければ

ならない。  

(1) 第３項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの  

(2) ファイルへの記録の方式  

７ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は，当該利用申込者又はその家

族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったと

きは，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は，この限りでない。  

（提供拒否の禁止）  

第８条 指定居宅介護支援事業者は，正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない。  

（サービス提供困難時の対応）  

第９条 指定居宅介護支援事業者は，当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると

認めた場合は，他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければ

ならない。  

（受給資格等の確認）  

第１０条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供を求められた場合には，

その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間を確かめるものとする。  

（要介護認定の申請に係る援助）  
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第１１条  指定居宅介護支援事業者は，被保険者の要介護認定に係る申請について，利用

申込者の意思を踏まえ，必要な協力を行わなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，要介護認定を受

けていない利用申込者については，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確

認し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，要介護認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう，必要な援助を行わ

なければならない。  

（身分を証する書類の携行）  

第１２条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に

身分を証する書類を携行させ，初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められた

ときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。  

（利用料等の受領）  

第１３条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基

づき居宅介護サービス計画費（法第４６条第２項に規定する居宅介護サービス計画費を

いう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と，居宅介護サービス計画費の

額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の利用料のほか，利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には，それに要した

交通費の支払を利用者から受けることができる。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について

説明を行い，利用者の同意を得なければならない。  

（保険給付の請求のための証明書の交付）  

第１４条 指定居宅介護支援事業者は，提供した指定居宅介護支援について前条第１項の
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利用料の支払を受けた場合は，当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明

書を利用者に対して交付しなければならない。  

（指定居宅介護支援の基本取扱方針）  

第１５条 指定居宅介護支援は，要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる

とともに，医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定居宅介護支

援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。  

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  

第１６条 指定居宅介護支援の方針は，第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。  

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は，介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に

関する業務を担当させること。  

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又は

その家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うこ

と。  

(3) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の自立した日常

生活の支援を効果的に行うため，利用者の心身又は家族の状況等に応じ，継続的かつ

計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにすること。  

(4) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の日常生活全般

を支援する観点から，介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給

付等対象サービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス，

当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計

画上に位置付けるよう努めること。  

(5) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成の開始に当たっては，利用者によるサ

ービスの選択に資するよう，当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサ

ービスの内容，利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること。  
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(6) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，適切な方法により，利

用者について，その有する能力，既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置

かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし，利用者が

自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する

こと。  

(7) 介護支援専門員は，前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては，利用者の居宅を訪問し，利用者及びその家族に面接して行

うこと。この場合において，介護支援専門員は，面接の趣旨を利用者及びその家族に

対して十分に説明し，理解を得ること。   

(8) 介護支援専門員は，利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づ

き，利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制

を勘案して，当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最

も適切なサービスの組合せについて検討し，利用者及びその家族の生活に対する意向，

総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，提供されるサービスの目標及びそ

の達成時期，サービスの種類，内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成すること。  

(9) 介護支援専門員は，サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために，利用者及びその家族の参加を基本としつつ，居宅サービス計画の原案に

位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により，利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに，当該居宅サービス計画の原案の内容について，担当

者から，専門的な見地からの意見を求めること。ただし，やむを得ない理由がある場

合については，担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。  

(10) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて，保険給付の対象となるかどうかを区分した上で，当該居宅サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得

ること。  

(11) 介護支援専門員は，居宅サービス計画を作成した際には，当該居宅サービス計画

102



を利用者及び担当者に交付すること。  

(12) 介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成後，居宅サービス計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて居宅

サービス計画の変更，指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を

行うこと。  

(13) 介護支援専門員は，前号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては，利用者及びその家族，指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行うこと。 

ア 少なくとも１月に１回，利用者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。 

(14) 介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開催によ

り，居宅サービス計画の変更の必要性について，担当者から，専門的な見地からの意

見を求めること。ただし，やむを得ない理由がある場合については，担当者に対する

照会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を

受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の

変更の認定を受けた場合 

(15) 第３号から第１１号までの規定は，第１２号に規定する居宅サービス計画の変更

について準用する。  

(16) 介護支援専門員は，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率

的に提供された場合においても，利用者がその居宅において日常生活を営むことが困

難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する

場合には，介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。  

(17) 介護支援専門員は，介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から

依頼があった場合には，居宅における生活へ円滑に移行できるよう，あらかじめ，居

宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。  

(18) 介護支援専門員は，利用者が訪問看護，通所リハビリテーション等の医療サービ
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スの利用を希望している場合その他必要な場合には，利用者の同意を得て主治の医師

又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めること。  

(19) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に訪問看護，通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置付ける場合にあっては，当該医療サービスに係る主治の医師等の

指示がある場合に限りこれを行うこととし，医療サービス以外の指定居宅サービス等

を位置付ける場合にあっては，当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的

観点からの留意事項が示されているときは，当該留意事項を尊重してこれを行うこと。  

(20) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては，利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分

に留意することとし，利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を

除き，短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期

間のおおむね半数を超えないようにすること。  

(21) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は，その利用の妥当性を検討し，当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載すると

ともに，必要に応じて随時，サービス担当者会議を開催し，継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について検証をした上で，継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場

合にはその理由を居宅サービス計画に記載すること。  

(22) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては，その利用の妥当性を検討し，当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記

載すること。  

(23) 介護支援専門員は，利用者が提示する被保険者証に，法第７３条第２項に規定す

る認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しく

は地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には，利用者にその趣旨（同

項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類について

は，その変更の申請ができることを含む。）を説明し，理解を得た上で，その内容に

沿って居宅サービス計画を作成すること。  

(24) 介護支援専門員は，要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に

は，指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図
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ること。  

(25) 指定居宅介護支援事業者は，法第１１５条の２３第３項の規定に基づき，指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては，その業

務量等を勘案し，当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正

に実施できるよう配慮すること。  

（法定代理受領サービスに係る報告）  

第１７条 指定居宅介護支援事業者は，毎月，市町村（法第４１条第１０項の規定により

同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連

合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては，当該国民健康保険団体連合

会）に対し，居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち

法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に

代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る

指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出

しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サ

ービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を，

市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては，当該国民

健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。  

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付）  

第１８条 指定居宅介護支援事業者は，利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望す

る場合，要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの

申出があった場合には，当該利用者に対し，直近の居宅サービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付しなければならない。  

（利用者に関する市町村への通知）  

第１９条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号

のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ

ばならない。  
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(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

より，要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け，又は受けようとしたとき。  

（管理者の責務）  

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管理，指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整，業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

（運営規程）  

第２１条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに，次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げ

る事項を定めるものとする。  

(1) 事業の目的及び運営の方針  

(2) 職員の職種，員数及び職務内容  

(3) 営業日及び営業時間  

(4) 指定居宅介護支援の提供方法，内容及び利用料その他の費用の額  

(5) 通常の事業の実施地域  

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保）  

第２２条 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供でき

るよう，指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を

定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに，当該指定居宅介護支援
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事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただ

し，介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員の資質の向上のために，研修計画を作成

し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（設備及び備品等）  

第２３条 指定居宅介護支援事業者は，事業を行うために必要な広さの規則で定める基準

を満たした事務室又は区画を有するとともに，指定居宅介護支援の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければならない。  

（従業者の健康管理）  

第２４条 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につい

て，必要な管理を行わなければならない。  

（掲示）  

第２５条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。  

（秘密保持）  

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は，正当な理由がな

く，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員その他の従業者であった者が，正当な理

由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう，必

要な措置を講じなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，サービス担当者会議等において，利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を，

あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

（広告）  

第２７条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所について広告をする場合

においては，その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。  

107



（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等）  

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は，居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関し，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して

特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはな

らない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成又は変更に関

し，利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は，居宅サービス計画の作成又は変更に関し，

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償と

して，当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。  

（苦情処理）  

第２９条 指定居宅介護支援事業者は，自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サ

ービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」

という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければな

らない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，自ら提供した指定居宅介護支援に関し，法第２３条の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員か

らの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。  

５ 指定居宅介護支援事業者は，自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービス又は法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して，利用者に対し必要な
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援助を行わなければならない。  

６ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，

自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。  

７ 指定居宅介護支援事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。  

（事故発生時の対応）  

第３０条 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事

故が発生した場合には速やかに市町村，利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な

措置を講じなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には，損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（会計の区分）  

第３１条 指定居宅介護支援事業者は，事業所ごとに経理を区分するとともに，指定居宅

介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。  

（記録の整備）  

第３２条 指定居宅介護支援事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。  

 (1) 第１６条第１２号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録  

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１６条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 
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ウ 第１６条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

(3) 第１６条第１３号に規定するモニタリングの結果の記録 

(4) 第１９条に規定する市町村への通知に係る記録  

(5) 第２２条第１項に規定する従業者の勤務の体制等の記録 

(6) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

(7) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録  

(8) 法第１８条第１号に規定する介護給付及び第１３条に規定する利用料等に関する請

求及び受領等の記録 

  第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準  

（準用）  

第３３条 第２章から前章（第２９条第６項及び第７項を除く。）までの規定は，基準該

当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において，第７条第１項中「第２１

条」とあるのは「第３３条において準用する第２１条」と，第１３条第１項中「指定居

宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介護サービス計画費（法第４６条第

２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援

事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」

と，「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第４７条第３項に規定する特例居

宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則  

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ５ ３ 号 議 案   

岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定について 

岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を次のように制定するもの

とする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫      

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条・第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条－第３１条） 

第５章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３２条－第３４条） 

第６章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５ 

９条第１項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規定に基づき，基準該当

介護予防支援（法第５９条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下

111



同じ。）及び指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。

以下同じ。）の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるとともに，法第１１

５条の２２第２項第１号の規定に基づき，指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）の指定に必要な申請者の要件

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，規則で定め

る責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実

施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 基本方針 

（基本方針） 

第４条 指定介護予防支援の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，自立し

た日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定介護予防支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，

利用者の選択に基づき，利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために，適切

な保健医療サービス及び福祉サービスが，当該目標を踏まえ，多様な事業者から，総合

的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供に当たっては，利用者の意思及

112



び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指定介護予防サービ

ス等（法第８条の２第１８項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）

が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス

事業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏することのないよう，

公正中立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は，事業の運営に当たっては，本市，地域包括支援センター

（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援セ

ンター，指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業

者をいう。以下同じ。），他の指定介護予防支援事業者，介護保険施設，住民による自

発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努め

なければならない。 

第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定介護予防支援事業者は，当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事

業所」という。）ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保

健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」とい

う。）を置かなければならない。 

（管理者） 

第６条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は，当該指定介護予防支援事業所の他

の職務に従事し，又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務

に従事することができるものとする。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，
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利用申込者又はその家族に対し，第２０条に規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，

当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，介

護予防サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであること等につき説明を行い，理解を得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，利用申込者又はその家族から申出があった場合には，第

１項の規定による文書の交付に代えて，第６項で定めるところにより，当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当

該指定介護予防支援事業者は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の

閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又

は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定介護予防支援事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護予防支援事業者の使用に係る電
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子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

６ 指定介護予防支援事業者は，第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければ

ならない。 

(1) 第３項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

７ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は，当該利用申込者又はその家

族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったと

きは，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護予防支援事業者は，正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んでは

ならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護予防支援事業者は，当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定介護

予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると

認めた場合は，他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供を求められた場合には，

その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要支援認定の有無及び要支援認

定の有効期間を確かめるものとする。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定介護予防支援事業者は，被保険者の要支援認定に係る申請について，利用
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申込者の意思を踏まえ，必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，要支援認定を受

けていない利用申込者については，要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確

認し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，要支援認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が受け

ている要支援認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう，必要な援助を行わ

なければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を

証する書類を携行させ，初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは，

これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１３条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援（法第５８条第４項の規定に基

づき介護予防サービス計画費（法第５８条第２項に規定する介護予防サービス計画費を

いう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（介護予防サービス計画費の

支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と，介護予防サービス計画費の

額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定介護予防支援事業者は，提供した指定介護予防支援について前条の利用料

の支払を受けた場合には，当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を

利用者に対して交付しなければならない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 指定介護予防支援事業者は，法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護

予防支援の一部を委託する場合には，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては，中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営

協議会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１

116



号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の議を経なければならない

こと。 

(2) 委託に当たっては，適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委

託する業務の範囲や業務量について配慮すること。 

(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は，指定介護予防支援の業務に関する知識及び能

力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこ

と。 

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定介護予防支援の業務を実施する介護

支援専門員が，第２章，この章及び第５章の規定を遵守するよう措置させなければな

らないこと。 

(5) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定包括支援センターから求めがあった

場合には，地域ケア会議に参加させ，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事

業その他の事業に協力させること。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１６条 指定介護予防支援事業者は，毎月，国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）に対し，介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護

予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第５３条第４項の規定により介護予防

サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該

介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。）として位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介

護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載し

た文書を，国民健康保険団体連合会に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付） 

第１７条 指定介護予防支援事業者は，要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受

けた場合その他利用者からの申出があった場合には，当該利用者に対し，直近の介護予

防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 
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（利用者に関する本市への通知） 

第１８条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援を受けている利用者が次の各号

のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を本市に通知しなければ

ならない。 

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給付

等対象サービスをいう。以下同じ。）の利用に関する指示に従わないこと等により，

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められ

るとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け，又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第１９条 指定介護予防支援事業所の管理者は，当該指定介護予防支援事業所の担当職員

その他の従業者の管理，指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業所の管理者は，当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他

の従業者にこの章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第２０条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所ごとに，次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種，員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防支援の提供方法，内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止ための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 
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(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２１条 指定介護予防支援事業者は，利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供でき

るよう，指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定め，

その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所ごとに，当該指定介護予防支援

事業所の担当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし，

担当職員の補助の業務についてはこの限りでない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，担当職員の資質の向上のために研修計画を作成し，当該

計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（設備及び備品等） 

第２２条 指定介護予防支援事業者は，事業を行うために必要な広さの規則で定める基準

を満たした事務室又は区画を有するとともに，指定介護予防支援の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければならない。 

（従業者の健康管理） 

第２３条 指定介護予防支援事業者は，担当職員の清潔の保持及び健康状態について，必

要な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第２４条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持） 

第２５条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は，正当な理由がなく，そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，担当職員その他の従業者であった者が，正当な理由がな

く，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう，必要な措

置を講じなければならない。 

119



３ 指定介護予防支援事業者は，サービス担当者会議（第３３条第９号に規定するサービ

ス担当者会議をいう。）等において，利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を，

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を，あらかじめ文書により得て

おかなければならない。 

（広告） 

第２６条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所について広告をする場合

においては，その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２７条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は，介護予防サ

ービス計画の作成又は変更に関し，当該指定介護予防支援事業所の担当職員に対して特

定の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っては

ならない。 

２ 指定介護予防支援事業所の担当職員は，介護予防サービス計画の作成又は変更に関し，

利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定介護予防支援事業者及びその従業者は，介護予防サービス計画の作成又は変更に

関し，利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させるこ

との対償として，当該介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。 

（苦情処理） 

第２８条 指定介護予防支援事業者は，自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予

防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等（第６項において「指定介護予防

支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しな

ければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，前項の苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，自ら提供した指定介護予防支援に関し，法第２３条の規

定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの
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質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力すると

ともに，本市から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は，本市からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を

本市に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防支援事業者は，自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第５３条第

１項に規定する指定介護予防サービス又は法第５４条の２第１項に規定する指定地域密

着型介護予防サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して，利

用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，

自ら提供した指定介護予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

７ 指定介護予防支援事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２９条 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提供により事

故が発生した場合には速やかに本市，利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３０条 指定介護予防支援事業者は，事業所ごとに経理を区分するとともに，指定介護

予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

（記録の整備） 
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第３１条 指定介護予防支援事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第３３条第１３号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する

記録 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 

ア 介護予防サービス計画 

イ 第３３条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第３３条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第３３条第１４号に規定する評価の結果の記録 

オ 第３３条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録 

(3) 第１８条に規定する本市への通知に係る記録 

(4) 第２１条第１項に規定する従業者の勤務の体制等の記録 

(5) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第２９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(7) 予防給付（法第１８条第２号に規定する予防給付をいう。以下同じ。）及び第１３

条に規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

第５章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防支援の基本取扱方針） 

第３２条 指定介護予防支援は，利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する介護

予防をいう。以下同じ。）に資するよう行われるとともに，医療サービスとの連携に十

分配慮して行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，介護予防の効果を最大限に発揮し，利用者が生活機能の

改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう，目標志向型の介護予防サービ

ス計画を策定しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護予防支

援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 
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４ 指定介護予防支援事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３３条 指定介護予防支援の方針は，第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防支援事業所の管理者は，担当職員に介護予防サービス計画の作成に関

する業務を担当させること。 

(2) 指定介護予防支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又は

その家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うこ

と。 

(3) 担当職員は，介護予防サービス計画の作成に当たっては，利用者の自立した日常生

活の支援を効果的に行うため，利用者の心身又は家族の状況等に応じ，継続的かつ計

画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにすること。 

(4) 担当職員は，介護予防サービス計画の作成に当たっては，利用者の日常生活全般を

支援する観点から，予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉

サービス，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護

予防サービス計画上に位置付けるよう努めること。 

(5) 担当職員は，介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては，利用者によるサー

ビスの選択に資するよう，当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関する

サービス及び住民による自発的な活動によるサービスの内容，利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族に対して提供すること。 

(6) 担当職員は，介護予防サービス計画の作成に当たっては，適切な方法により，利用

者について，その有している生活機能や健康状態，その置かれている環境等を把握し

た上で，次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し，利用者及び家族

の意欲及び意向を踏まえて，生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点

を明らかにするとともに，介護予防の効果を最大限に発揮し，利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握すること。 

ア 運動及び移動 

123



イ 家庭生活を含む日常生活 

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション 

エ 健康管理 

(7) 担当職員は，前号に規定する課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当た

っては，利用者の居宅を訪問し，利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合

において，担当職員は，面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し，理

解を得ること。 

(8) 担当職員は，利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果，利用者が目

標とする生活，専門的観点からの目標と具体策，利用者及びその家族の意向，それら

を踏まえた具体的な目標，その目標を達成するための支援の留意点，本人，指定介護

予防サービス事業者，自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成する

ために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を

作成すること。 

(9) 担当職員は，サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のため

に介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により，利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに，当該介護予防

サービス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求める

こと。ただし，やむを得ない理由がある場合については，担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができるものとする。 

(10) 担当職員は，介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等

について，保険給付の対象となるかどうかを区分した上で，当該介護予防サービス計

画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同

意を得ること。 

(11) 担当職員は，介護予防サービス計画を作成した際には，当該介護予防サービス計

画を利用者及び担当者に交付すること。 

(12) 担当職員は，指定介護予防サービス事業者等に対して，介護予防サービス計画に

基づき，介護予防訪問介護計画（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備
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及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号。以下「指定介護予防サー

ビス等基準条例」という。）第４１条第２号に規定する介護予防訪問介護計画をい

う。）等指定介護予防サービス等基準条例において位置付けられている計画の作成を

指導するとともに，サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも

１月に１回，聴取すること。 

(13) 担当職員は，介護予防サービス計画の作成後，介護予防サービス計画の実施状況

の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて介

護予防サービス計画の変更，指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うこと。 

(14) 担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは，当該計

画の目標の達成状況について評価すること。 

(15) 担当職員は，第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては，利用者及びその家族，指定介護予防サービス事業者等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行うこと。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及びサー

ビスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは，利

用者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては，可能な限り，指定介護予防通所介護事

業所（指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業所をいう。）又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介

護予防サービス等基準条例第１２０条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所をいう。）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努め

るとともに，当該面接ができない場合にあっては，電話等により利用者との連絡を

実施すること。 

ウ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。 

(16) 担当職員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開催により，介

護予防サービス計画の変更の必要性について，担当者から，専門的な見地からの意見
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を求めること。ただし，やむを得ない理由がある場合については，担当者に対する照

会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要支援認定を受けている利用者が法第３３条第２項に規定する要支援更新認定を

受けた場合 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第３３条の２第１項に規定する要支援状態区

分の変更の認定を受けた場合 

(17) 第３号から第１２号までの規定は，第１３号に規定する介護予防サービス計画の

変更について準用する。 

(18) 担当職員は，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提

供された場合においても，利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難とな

ったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合に

は，利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い，介護保険施設への紹

介その他の便宜の提供を行うこと。 

(19) 担当職員は，介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼が

あった場合には，居宅における生活へ円滑に移行できるよう，あらかじめ，介護予防

サービス計画の作成等の援助を行うこと。 

(20) 担当職員は，利用者が介護予防訪問看護，介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には，利用者の同意を得て

主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めること。 

(21) 担当職員は，介護予防サービス計画に介護予防訪問看護，介護予防通所リハビリ

テーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては，当該医療サービスに係る

主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うこととし，医療サービス以外の指定

介護予防サービス等を位置付ける場合にあっては，当該指定介護予防サービス等に係

る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは，当該留意事項を

尊重してこれを行うこと。 

(22) 担当職員は，介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短

期入所療養介護を位置付ける場合にあっては，利用者の居宅における自立した日常生

活の維持に十分に留意することとし，利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認
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められる場合を除き，介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利

用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすること。 

(23) 担当職員は，介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合に

あっては，その利用の妥当性を検討し，当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理

由を記載するとともに，必要に応じて随時，サービス担当者会議を開催し，その継続

の必要性について検証をした上で，継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービ

ス計画に記載すること。 

(24) 担当職員は，介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場

合にあっては，その利用の妥当性を検討し，当該計画に特定介護予防福祉用具販売が

必要な理由を記載すること。 

(25) 担当職員は，利用者が提示する被保険者証に，法第７３条第２項に規定する認定

審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類若

しくは地域密着型介護予防サービスの種類についての記載がある場合には，利用者に

その趣旨（同項の規定による指定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護予

防サービスの種類については，その変更の申請ができることを含む。）を説明し，理

解を得た上で，その内容に沿って介護予防サービス計画を作成すること。 

(26) 担当職員は，要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には，指

定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ること。 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３４条 介護予防支援の実施に当たっては，介護予防の効果を最大限に発揮できるよう

次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 単に運動機能や栄養状態，口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すもので

はなく，これらの機能の改善や環境の調整などを通じて，利用者の日常生活の自立の

ための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。 

(2) 利用者による主体的な取組を支援し，常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を

高めるよう支援すること。 

(3) 具体的な日常生活における行為について，利用者の状態の特性を踏まえた目標を，

期間を定めて設定し，利用者，サービス提供者等とともに目標を共有すること。 
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(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし，利用者のできる行為

は可能な限り本人が行うよう配慮すること。 

(5) サービス担当者会議等を通じて，多くの種類の専門職の連携により，地域における

様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス，当

該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて，介護予防に資す

る取組を積極的に活用すること。 

(6) 地域支援事業（法第１１５条の４５に規定する地域支援事業をいう。）及び介護給

付（法第１８条第１号に規定する介護給付をいう。）と連続性及び一貫性を持った支

援を行うよう配慮すること。 

(7) 介護予防サービス計画の策定に当たっては，利用者の個別性を重視した効果的なも

のとすること。 

(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。 

第６章 基準該当介護予防支援に関する基準 

（準用） 

第３５条 第３条及び第２章から前章（第２８条第６項及び第７項を除く。）までの規定

は，基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において，第７条第１項

中「第２０条」とあるのは「第３５条において準用する第２０条」と，第１３条中「指

定介護予防支援（法第５８条第４項の規定に基づき介護予防サービス計画費（法第５８

条第２項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防

支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支

援」と，「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法第５９条第３項に規定する特

例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

  

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
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る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ５ ４ 号 議 案 

   岡山市障害者体育センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者体育センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者体育センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市障害者体育センター条例（平成１５年市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１第１項の表を次のように改める。 

 １ アリーナ等使用料 

使用時間帯 

場  所 

午前９時から 

正午まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から午後 

８時３０分まで 

アリーナ １,８５０円 ２,４６０円 ２,４６０円 

会議室 １,０２０円 １,２３０円 １,２３０円 

プレイルーム １,０２０円 １,２３０円 １,２３０円 

（注）アリーナは，１／２面を使用する場合は２分の１，１／４面を使用する場合

は４分の１の料金とする。（料金計算により円未満の端数が生じた場合は，これ

を切り捨てる。） 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で，同日以

後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例に

よる。 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市障害者体育センターの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   岡山市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例 

岡山市保健所及び保健センター条例（平成６年市条例第２７号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「設置し，保健センターに分館を置く」を「設置する」に改める。 

 第２条の３を削る。                                                                                                                           

第３条第２項第１号中「１．０５」を「１．０８」に改める。       

附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 保健センター分館を廃止するとともに，消費税法及び地方税法の一部改正による消費税

及び地方消費税の税率の改定に伴い，保健所及び保健センターの使用料等の額を改めるた

め，本条例の一部を改正しようとするものである。 

132



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市こころの健康センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市こころの健康センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市こころの健康センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市こころの健康センター条例（平成２０年市条例第９３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第２項第２号中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による」の次に

「地方」を加え，「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市こころの健康センターにおける診療等の使用料の額を改める等のため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 
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甲 第 ５ ７ 号 議 案 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１６号中「薬事法」を「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律」に改め，同号イ中「第４条第２項」を「第４条第４項」に改め，同号サ

及びシ中「賃貸業」を「貸与業」に改める。 

   附 則 

 この条例は，この条例の公布の日又は薬事法等の一部を改正する法律（平成２５年法律

第８４号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし，第２条第１６号イの改正

規定は，平成２６年６月１２日から施行する。 

 

 

提案理由 

 薬事法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ５ ８ 号 議 案 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市障害者生活支援センター条例（平成１８年市条例第１１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「第７７条１項第４号」を「第７７条第１項第９号」に改める。 

 第３条中「施設等」を「施設」に改める。 

 別表パソコンの使用の項を削る。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 障害者生活支援センターのパソコンの使用を廃止する等のため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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甲 第 ５ ９ 号 議 案 

   岡山市休日夜間急患診療所条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市休日夜間急患診療所条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市休日夜間急患診療所条例の一部を改正する条例 

 岡山市休日夜間急患診療所条例（昭和５５年市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条の２第１項中「社団法人岡山市医師会」を「一般社団法人岡山市医師会」に改め

る。 

第６条第２項中「岡山市病院事業使用料及び手数料条例（平成１２年市条例第１０１

号）の」を削る。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第６条関係） 

種  別 単位 金 額 備 考 

診

断

書 

 

出生証明書 死産証明書 

死亡診断書 身体検査書 

健康診断書 一般診断書 

死体（胎）検案書 

１通に

つき 

 

１，６２０  

円 

 

 

年金関係診断書 

身体障害者用診断書 

１通に

つき 

３，２４０

円 

 

 

 

 

 

文

書

料 

特

殊

診

断

生命保険死亡（障害）診断書 

自賠責保険診断書 

１通に

つき 

４，３２０

円 

（１）同一文書を同時

に２通以上交付すると

きは，１通を増すごと

に１，０８０円を加算

する。 

（２）自賠責保険明細

書については，１箇月

をもって１通とする。 
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書 

 

裁判所用診断書 

変死体（胎）検案書 

１通に

つき 

６，４８０

円 

 

 

 

 

 

証

明

書 

通院（入院）証明書 医療費領

収証明書 妊娠証明書 自賠責保

険明細書 その他簡単な証明書 

１通に

つき 

１，０８０

円 

（３）消費税が非課税

のものについては，こ

の金額に１０８分の１

００を乗じた金額とす

る。 

 備考 この表において「消費税」とは，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定

する消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２章第３節に規定する地方

消費税をいう。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第４条の２第１項の改正規定

は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，休

日夜間急患診療所の手数料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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甲 第 ６ ０ 号 議 案 

   岡山市簡易給水施設の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市簡易給水施設の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市簡易給水施設の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市簡易給水施設の設置及び給水に関する条例（平成１８年市条例第１２３号）の一

部を次のように改正する。 

 第１１条第１項，第３０条第１項及び第３１条第２項中「１００分の１０５」を「１０

０分の１０８」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市簡易給水施設の給水工事の費用等の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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甲 第 ６ １ 号 議 案 

   岡山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 

 岡山市青少年問題協議会条例（昭和３０年市条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条に次の１項を加える。 

３ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 青少年に関する団体の関係者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

 第３条第１項中「副会長」を「，会長及び副会長」に改め，同条第２項中「副会長」を

「会長及び副会長」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による地方青少年問題協議会法の一部改正に伴い，岡山市青少年問題協議会

の会長及び委員について定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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                        甲 第 ６ ２ 号 議 案 

岡山市立勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市立勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 

岡山市立勤労青少年ホーム条例（昭和４６年市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

講習会室等使用料金表 

備考 

１ 使用申込時間を超過し，又は繰り上げて使用する場合において，当該超過し，又 

は繰り上げて使用する時間が１時間以内であるときは，料金の１０分の５に相当す

る額を徴収する。ただし，算定した額に１０円未満の端数があるときは，その端数

を切り捨てる。 

午 前 午 後 夜 間 全 日 使用時間 

 

室 名 

午前9時30分か

ら正午まで 

午後1時から午

後5時まで 

午後6時から午

後9時まで 

午前9時30分か

ら午後9時まで 

講習会室 2,260円 3,290円 3,290円 7,810円

第３和室 1,640円 2,260円 2,260円 5,550円

料理教室 4,210円 5,550円 5,550円 13,980円

軽運動室 2,770円 3,290円 3,290円 8,530円
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２ 超過又は繰り上げて使用する時間が１時間を超えるときは，その時間が含まれる

時間帯の料金を徴収する。 

３ 暖冷房装置を使用する場合は，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額

を徴収する。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立勤労青少年ホームの使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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甲 第 ６ ３ 号 議 案 

   岡山市立少年自然の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立少年自然の家条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立少年自然の家条例の一部を改正する条例 

 岡山市立少年自然の家条例（昭和４８年市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１項の表中「４００円」を「４１１円」に，「９００円」を「９２６円」に改め，

同表第２項の表中「４００円」を「４１１円」に，「２００円」を「２０６円」に，「１，

０００円」を「１，０２９円」に改め，同表第３項の表中「４００円」を「４１１円」に，

「２００円」を「２０６円」に，「５０円」を「５１円」に改め，同表第４項中「２００

円」を「２０６円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用

し，同日前の使用に係るものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，少

年自然の家の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ６ ４ 号 議 案 

   岡山市日応寺自然の森条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市日応寺自然の森条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市日応寺自然の森条例の一部を改正する条例 

 岡山市日応寺自然の森条例（平成３年市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「６，０００円」を「６，１７２円」に，「７５０円」を「７７２円」に，「３

００円」を「３０８円」に，「４００円」を「４１１円」に，「１５０円」を「１５４

円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用

し，同日前の使用に係るものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市日応寺自然の森の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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甲 第 ６ ５ 号 議 案 

   岡山市奨学金条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市奨学金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市奨学金条例の一部を改正する条例 

 岡山市奨学金条例（昭和３３年市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

 第１２条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の岡山市奨学金条例の規定によってした処分，手続その他

の行為は，改正後の岡山市奨学金条例の規定によってした処分，手続その他の行為とみ

なす。 

 

 

提案理由 

 業務の移管に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ６ ６ 号 議 案 

   岡山市入学一時金貸付条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市入学一時金貸付条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市入学一時金貸付条例の一部を改正する条例 

 岡山市入学一時金貸付条例（昭和４６年市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

 第９条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の岡山市入学一時金貸付条例の規定によってした処分，手

続その他の行為は，改正後の岡山市入学一時金貸付条例の規定によってした処分，手続

その他の行為とみなす。 

 

 

提案理由 

 業務の移管に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ６ ７ 号 議 案 

   岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定 

   について 

 岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成６年市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１第１項の表動物の死体の項中「１，５００円」を「１，５４０円」に改め，同

表第２項第１号の表基本割の項中「３７０円」を「３８０円」に改め，同号の表人頭割の

項中「４００円」を「４１０円」に改め，同号の表特別料金の部再収集料金の項中「３７

０円と１人当たり２００円」を「３８０円と１人当たり２０５円」に改め，同部特殊便槽

料金の項中「４５０円」を「４６０円」に改め，同項第２号の表従量制の項中「４５０

円」を「４６０円」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，動

物の死体処理手数料及びし尿処理手数料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 
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甲 第 ６ ８ 号 議 案 

   岡山市東部リユースぷらざ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市東部リユースぷらざ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市東部リユースぷらざ条例の一部を改正する条例 

岡山市東部リユースぷらざ条例（平成１３年市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第４条，第１０条関係） 

  研修室等使用料                        

午 前 午 後 全 日 使用時間 

 

施設名称 

午前１０時から 

正午まで 

午後１時から 

午後４時まで 

午前１０時から 

午後４時まで 

研修室 ９４０円 １，４２０円 ２，３６０円

ボランティアミーティン

グルーム（１） 

２００円 ３１０円 ５１０円

ボランティアミーティン

グルーム（２） 

１６０円 ２４０円 ４００円

ボランティアミーティン

グルーム（３） 

２００円 ３００円 ５００円

備考 使用者が入場料又は会費の類を徴収する場合の使用料は，この表に定める使用料

の１００パーセントを割増しする。 

別表第２（第４条，第１０条関係） 
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附属設備使用料                          

午 前 午 後 全 日 使用時間 

 

名 称 

午前１０時から 

正午まで 

午後１時から 

午後４時まで 

午前１０時から 

午後４時まで 

拡声装置（一式） ４０円 ６０円 １００円

映像装置（一式） ７０円   １１０円 １８０円

拡声・映像装置（一式） １１０円 １７０円 ２８０円

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知

書に係る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

西部リユースぷらざ設置に伴う料金体系の見直し並びに消費税法及び地方税法の一部改

正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，東部リユースぷらざの使用料の額を

改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ６ ９ 号 議 案 

   岡山市西部リユースぷらざ条例の制定について 

 岡山市西部リユースぷらざ条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市西部リユースぷらざ条例 

 （設置） 

第１条 資源循環型社会の構築を市民と協働して形成していくため，市民自らが廃棄物の

減量及び再資源化並びに再生利用の体験及び学習をすることにより，ものを大切にする   

心を養い，快適な生活環境づくりとリサイクル社会の形成，地球環境の保全に資するた

め，岡山市西部リサイクルプラザ内に西部リユースぷらざ（以下「ぷらざ」という。）

を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 ぷらざの名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 西部リユースぷらざ 

位置 岡山市北区野殿西町４２８番地２ 

（事業） 

第３条 ぷらざは，その設置目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1) 資源循環型社会を構築するための学習及び実践に関すること。 

(2) ぷらざ利用者の自主的な活動の支援に関すること。 

(3) ぷらざの施設及び設備の提供に関すること。 

(4) 廃棄物の再生処理及びリサイクルについての情報の収集及び提供に関すること。 

(5) 廃棄物の減量，再生利用体験及び学習等に係る講座等の開設に関すること。 

(6) 廃棄物の減量，再資源化及び再生利用促進のための啓発に関すること。 
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(7) 再資源化及び再生利用促進の調査及び研究に関すること。 

(8) 廃棄物からの再生品等の展示及び販売に関すること。 

(9) その他ぷらざ設置の目的を達成するため市長が必要と認める事業 

 （指定管理者による管理等） 

第４条 ぷらざの管理に関する業務のうち，次に掲げるものについては，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

 (1) 前条に規定する事業 

(2)  ぷらざの利用の許可に関する業務 

(3) ぷらざの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4)  その他ぷらざの管理上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定等） 

第５条 ぷらざの指定管理者の指定を受けようとするものは，ぷらざの事業計画に関す   

る書類その他規則で定める書類を添えて，市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するもの

のうちから指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定しなけれ

ばならない。 

(1) その事業計画によるぷらざの運営が住民の平等利用を確保することができるもので

あること。 

(2) その事業計画の内容がぷらざの効用を最大限に発揮させるとともに，その管理に係

る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

(4) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，指定管理者の指定をしたとき，若しくはその指定を取り消したとき，又は管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，遅滞なくその旨を公告しなければ

ならない。 

４ 市長は，指定管理者の指定の期間満了に伴い，指定管理者として指定されているもの

（以下「現指定管理者」という。）から第１項の規定による申請があった場合において，
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同項に規定する書類を審査し，かつ，実績等を考慮して，現指定管理者がぷらざの設置

の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは，現指定管理者を指定

管理者の候補者として選定することができる。 

第６条 指定管理者は，指定が効力を有する間，第８条，第９条，第１１条から第１３条

まで，第１８条及び第１９条に規定する市長の権限を指定管理者の名において行うもの

とする。ただし，地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により，管理の業務の全部

又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第７条 指定管理者は，毎年度終了後速やかに，次の事項を記載した事業報告書を作成し，

市長に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも，同様

とする。 

(1) ぷらざの管理業務の実施状況及び使用状況 

(2) ぷらざの使用に係る料金（以下「使用料」という。）の収入の実績 

(3) ぷらざの管理に係る経費の収支状況 

(4) その他規則で定める事項 

（使用の許可） 

第８条 別表第１及び別表第２に掲げる施設又は附属設備を使用しようとする者は，あら

かじめ市長に申請し，その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよ

うとするときも，同様とする。 

２ 市長は，前項の許可をする場合において，施設の管理上必要な条件を付することがで

きる。 

（許可の制限） 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用を許可しないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 施設又は附属設備を汚損し，又は損傷するおそれがあると認められるとき。 

(3) 管理上やむを得ない事情があるとき。 

(4) その他市長が不適当と認めるとき。 

（使用者の責務） 
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第１０条 第８条第１項により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，善

良な管理者の注意をもって施設又は附属設備を適正に使用しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第１１条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用の許可を取り消し，その

使用を制限し，又は使用の停止を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により施設が使用できなくなったとき。 

(4) 市長が特に必要であると認めるとき。 

（入場の制限） 

第１２条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，ぷらざへの入場を拒絶し，

又はぷらざからの退場を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかけるおそれのある者 

(2) 動物の類を携帯する者（介助等で必要な場合は除く。） 

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者 

(4) その他ぷらざの管理上支障があると認められる者 

（行為の制限） 

第１３条 ぷらざにおいて，次に掲げる行為をしようとする者は，市長の許可を受けなけ

ればならない。 

(1) 物品の販売，宣伝，広告その他これらに類する行為 

(2) 募金その他これに類する行為 

（使用料） 

第１４条 使用者は，別表第１及び別表第２に定める使用料を使用許可の際に納付しなけ

ればならない。ただし，市長が特に必要があると認めるときは，使用後に納付すること

ができる。 

（使用料の減免） 

第１５条 使用料は，規則で定める事由に該当するときは，減額し，又は免除することが

できる。 
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（使用料の還付） 

第１６条 既納の使用料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，

その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者が災害等により施設を使用できなかったとき。 

(2) 公益上の理由により使用の許可を取り消したとき。 

(3) その他市長が必要と認めるとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１７条 使用者は，使用許可を受けた目的以外に施設又は附属設備を使用し，又は使用

の権利を譲渡し，若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備の設置） 

第１８条 使用者は，特別の設備を設置し，又は備付け以外の器具を使用しようとすると

きは，あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（原状回復義務） 

第１９条 使用者は，その使用が終わったとき，又は第１１条の規定により使用許可を取

り消され，若しくは使用の停止を命ぜられたときは，その使用した施設又は附属設備を

速やかに原状に復さなければならない。ただし，市長の承認を得たときは，この限りで

ない。 

（免責） 

第２０条 この条例に基づく処分によって生じた損害については，市はその責めを負わな

い。 

（委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２７年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

次項及び附則第３項の規定は，公布の日から施行する。 

２ 施行日以後，最初に指定する指定管理者は，第５条第１項及び第２項の規定にかかわ

らず，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法
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律第１１７号）に基づき，又は準じて選定し，契約した民間事業者（当該民間事業者か

ら当該契約上の地位を承継したものを含む。）を議会の議決を経て，指定管理者に指定

する。 

３ 施行日前においても，前項の規定に基づく指定管理者の指定に関し，必要な手続その

他の行為をすることができる。 

別表第１（第８条，第１４条関係） 

研修室使用料                           

午 前 午 後 全 日 使用時間 

 

施設名称 

午前１０時から 

正午まで 

午後１時から 

午後４時まで 

午前１０時から 

午後４時まで 

研修室（１） ３７０円 ５５０円 ９２０円

研修室（２） ６００円    ９００円 １，５００円

研修室（全体） ９７０円 １，４５０円 ２，４２０円

備考 使用者が入場料又は会費の類を徴収する場合の使用料は，この表に定める使用料

の１００パーセントを割増しする。 

別表第２（第８条，第１４条関係） 

附属設備使用料                         

午  前 午  後 全  日 使用時間 

 

名  称 

午前１０時から 

正午まで 

午後１時から 

午後４時まで 

午前１０時から 

午後４時まで 

拡声装置（一式） ４０円 ６０円 １００円

映像装置（一式） ７０円    １１０円 １８０円

拡声・映像装置（一式） １１０円 １７０円 ２８０円

 

 

提案理由 

  資源循環型社会の構築を市民と協働して形成していくため，市民自らが廃棄物の減量及

び再資源化並びに再生利用の体験及び学習をすることにより，ものを大切にする心を養い，
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快適な生活環境づくりとリサイクル社会の形成，地球環境の保全に資するための西部リユ

ースぷらざを設置する等のため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ７ ０ 号 議 案 

   当新田健康増進施設設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 当新田健康増進施設設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

当新田健康増進施設設置条例の一部を改正する条例 

当新田健康増進施設設置条例（平成１５年市条例第５７号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１項の表中「１，２００円」を「１，２３４円」に，「７５０円」を「７７２

円」に，「５００円」を「５１５円」に，「６００円」を「６１７円」に，「２００円」

を「２０６円」に改め，同表第２項の表中「２，１６０円」を「２，２２２円」に，「６,

７５０円」を「６，９４３円」に，「９，４５０円」を「９，７２０円」に，「３，１５

０円」を「３，２４０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等で，同日以後

に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，当

新田健康増進施設の利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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甲 第 ７ １ 号 議 案 

   東部健康増進施設設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 東部健康増進施設設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

東部健康増進施設設置条例の一部を改正する条例 

東部健康増進施設設置条例（平成１６年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「１，２００円」を「１，２３４円」に，「７５０円」を「７７２

円」に，「５００円」を「５１５円」に，「６００円」を「６１７円」に，「２００円」

を「２０６円」に改め，同表第２項の表中「２，１６０円」を「２，２２２円」に，「６，

７５０円」を「６，９４３円」に，「９，４５０円」を「９，７２０円」に，「３，１５

０円」を「３，２４０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等で，同日以後

に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，東

部健康増進施設の利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ７ ２ 号 議 案 

   岡山市職業訓練施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職業訓練施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職業訓練施設条例の一部を改正する条例 

 岡山市職業訓練施設条例（昭和４３年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

時間別

室 

９時から 

１３時まで 

１３時から

１７時まで 

１７時から

２１時まで 

９時から 

１７時まで 

１３時から

２１時まで 

９時から 

２１時まで 

小会議室 ２５０円 ３６０円 ４１０円 ５６０円 ６６０円 ８７０円

教室（Ａ） ４１０円 ５１０円 ６１０円 ８７０円１,０２０円１,３８０円

教室（Ｂ） ５１０円 ６６０円 ７７０円 １,１３０円１,３８０円１,７４０円

実習室 ７７０円 ９７０円１,１８０円 １,６９０円２,０５０円２,６２０円

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡
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山市職業訓練施設の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 ７ ３ 号 議 案 

   岡山コンベンションセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山コンベンションセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山コンベンションセンター条例の一部を改正する条例 

 岡山コンベンションセンター条例（平成１２年市条例第１１４号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１中「２００」を「２０６」に改める。 

 別表第２中「６，０００」を「６，１７２」に，

「

５０

」

を

「

５１

」

に，「５２５」を

「５４０」に，「１０５」を「１０８」に，「５，０００」を「５，１４２」に，「２０，

０００」を「２０，５７１」に，「１０，０００」を「１０，２８５」に，「８，００ 

０」を「８，２２８」に，

「

３００

」

を

「

３０８

」

に，「１５０」を「１５４」に，「８

００」を「８２２」に，

「

５００

」

を

「

５１５

」

に，「１，５００」を「１，５４３」に，

「３，０００」を「３，０８６」に，「６，５００」を「６，６８６」に，「２，５０

０」を「２，５７１」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用

料等で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

 

 

160



提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山コンベンションセンターの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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甲 第 ７ ４ 号 議 案 

   岡山城天守閣条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山城天守閣条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山城天守閣条例の一部を改正する条例 

 岡山城天守閣条例（昭和４１年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２第１項中「社団法人おかやま観光コンベンション協会」を「公益社団法人お

かやま観光コンベンション協会」に改める。 

 別表第１項の表を次のように改める。 

１ 入場料 

 別表第２項の表陶芸（備前焼体験）の項中「１，２００円」を「１，２３４円」に改め，

同項の表その他の工芸体験の項中「２，０００円」を「２，０５７円」に改め，同表第３

項の表食堂施設の項及び売店施設の項中「９２５円」を「９５１円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

第１条の２第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第３項の表の規定は，施行日以後に発する納入通知書に係る使用料につ

いて適用し，施行日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

１５歳以上の者（中学校の生徒その他これに準ずる者を

除く。） 

１人１回につき ８２２円 

小学校の児童，中学校の生徒その他これらに準ずる者 １人１回につき ４１１円 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山城天守閣の入場料の額の範囲等を改めるとともに，入場料の区分を変更する等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ７ ５ 号 議 案 

   岡山市足守プラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市足守プラザ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市足守プラザ条例の一部を改正する条例 

 岡山市足守プラザ条例（平成９年市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「２，０００円」を「２，０５７円」に改める。 

 別表第２第１号の表展示室１の項中「３００円」を「３０８円」に，「５００円」を

「５１５円」に，「７００円」を「７２０円」に改め，同号の表展示室２の項中「２００

円」を「２０６円」に，「３００円」を「３０８円」に，「４００円」を「４１１円」に

改め，同号の表多目的ギャラリーの項中「７００円」を「７２０円」に，「１，１００

円」を「１，１３１円」に，「１，４００円」を「１，４４０円」に改め，同表第２号の

表ビデオプロジェクターの項中「１，０００円」を「１，０２９円」に改め，同号の表オ

ーバーヘッドプロジェクター（ＯＨＰ）の項中「５００円」を「５１５円」に改める。 

 別表第３中「８３，８７５円」を「８６，２７１円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 
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 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，足

守プラザの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ７ ６ 号 議 案 

   岡山市かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ条例の一部を改正する条例 

 岡山市かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ条例（平成２１年市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１展示室の項及びギャラリーの項中「１，０５０円」を「１，０８０円」に，

「２，１００円」を「２，１６０円」に，「３，１５０円」を「３，２４０円」に改め，

同表和室の項中「５２０円」を「５４０円」に，「１，０５０円」を「１，０８０円」に，

「１，５７０円」を「１，６１５円」に改め，同表中「金額に５２０円」を「金額に５４

０円」に改める。 

 別表第２レストランの項中「６０，０００円」を「６１，７１０円」に改め，同表売店

の項中「５，０００円」を「５，１４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 
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 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，か

ながわＳＡＫＡＧＵＲＡの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ７ ７ 号 議 案 

   岡山市建部町八幡温泉配湯条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市建部町八幡温泉配湯条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建部町八幡温泉配湯条例の一部を改正する条例 

 岡山市建部町八幡温泉配湯条例（平成１８年市条例第９３号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条第１項中「５２５，０００円」を「５４０，０００円」に改める。 

 別表基本使用料の項中「６，３００円」を「６，４８０円」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，建

部町八幡温泉の温泉使用料等の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ７ ８ 号 議 案 

   岡山市建部町温泉会館条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市建部町温泉会館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市建部町温泉会館条例の一部を改正する条例 

 岡山市建部町温泉会館条例（平成１８年市条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

 別表宿泊の部客室の款大人の項中「５，１６６円」を「５，３１３円」に改め，同款小

人の項中「３，７８０円」を「３，８８８円」に改め，同部大広間の項中「２，８９８

円」を「２，９８０円」に改め，同表休憩の項中「１，２６０円」を「１，２９６円」に

改め，同表日帰り入浴の部大人の項中「５００円」を「５１２円」に改め，同部小人の項

中「３００円」を「３０８円」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，建

部町温泉会館の利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ７ ９ 号 議 案 

岡山市たけべ八幡温泉条例の制定について 

岡山市たけべ八幡温泉条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第  号 

  岡山市たけべ八幡温泉条例 

（設置） 

第１条 本市が所有する天然資源である建部町八幡温泉を活用し，住民の健康増進及び福

祉の向上並びに観光振興を図るための拠点施設として，岡山市北区建部町建部上５１０

番地１にたけべ八幡温泉を設置する。 

（業務） 

第２条 たけべ八幡温泉は，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。 

(1) 公衆浴場業務 

(2) 建部の観光等の情報の提供業務 

(3) 温泉水販売業務 

(4) たけべ八幡温泉のサービス向上業務 

(5) たけべ八幡温泉の利用促進に関する業務 

(6) その他たけべ八幡温泉の目的を達成するために必要な業務 

（指定管理者による管理等） 

第３条 市長は，たけべ八幡温泉の管理に関する業務のうち，次に掲げるものについては， 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1) たけべ八幡温泉の使用の許可に関する業務 

(2) たけべ八幡温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務 
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(3) その他たけべ八幡温泉の管理上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定等） 

第４条 たけべ八幡温泉の指定管理者の指定を受けようとするものは，たけべ八幡温泉の

事業計画に関する書類その他規則で定める書類を添えて，市長に申請しなければならな

い。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するもの

のうちから指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定しなけれ

ばならない。 

(1) その事業計画によるたけべ八幡温泉の運営が住民の平等利用を確保することができ

るものであること。 

(2) その事業計画の内容がたけべ八幡温泉の効用を最大限に発揮させるとともに，その

管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

(4) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，指定管理者の指定をしたとき，若しくはその指定を取り消したとき，又は管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，遅滞なくその旨を公告しなければ

ならない。 

４ 市長は，指定管理者の指定の期間満了に伴い，指定管理者として指定されているもの

（以下「現指定管理者」という。）から第１項の規定による申請があった場合において，

同項に規定する書類を審査し，かつ，実績等を考慮して，現指定管理者がたけべ八幡温

泉の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは，現指定管理

者を指定管理者の候補者として選定することができる。 

第５条 指定管理者は，指定が効力を有する間，第７条，第８条，第１０条及び第１６条

第２項に規定する市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし，地方

自治法第２４４条の２第１１項の規定により，管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜ

られた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第６条 指定管理者は，毎年度終了後速やかに，次の事項を記載した事業報告書を作成し， 
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市長に提出しなければならない。ただし，年度の途中において指定を取り消されたとき

は，その取消しをされた日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの事業報告

書を提出しなければならない。 

(1) たけべ八幡温泉の管理業務の実施状況及び使用状況 

(2) たけべ八幡温泉の利用料金の収入の実績 

(3) たけべ八幡温泉の管理に係る経費の収支状況 

(4) その他規則で定める事項 

（使用の許可） 

第７条 たけべ八幡温泉を使用しようとする者は，あらかじめ市長に申請し，その許可を

受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とする。 

２ 市長は，前項の許可をする場合において，たけべ八幡温泉の管理上必要があると認め

るときは，条件を付することができる。 

（使用許可の制限） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，たけべ八幡温泉の使用を許可し

てはならない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) たけべ八幡温泉の施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失するおそれがあると認

められるとき。 

(3) その他たけべ八幡温泉の管理上支障があると認められるとき。 

（目的外使用の禁止等） 

第９条 たけべ八幡温泉の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を

受けた目的以外にたけべ八幡温泉を使用し，又は使用する権利を他人に譲渡し，若しく

は転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第１０条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するとき，又はたけべ八幡温泉の

管理上やむを得ない事態が発生したときは，許可した事項を変更し，又は使用の停止を

命じ，若しくは許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。 
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(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。 

(3) 第８条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 前項の規定による処分により，使用者が損害を受けることがあっても，市はその賠償

の責めを負わない。 

（使用料） 

第１１条 使用者は，別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 使用料は，前納とする。ただし，市長が後納を認める場合は，この限りでない。 

３ 市長は，特別の理由があると認めたときは，使用料を減免することができる。 

（利用料金） 

第１２条 第３条の規定により，たけべ八幡温泉の管理を指定管理者に行わせる場合にお

いては，前条の規定にかかわらず，使用者は，次項の規定により定められた利用料金を

使用許可と同時に指定管理者に納付しなければならない。ただし，指定管理者が後納を

認める場合は，この限りでない。 

２ 指定管理者が管理するたけべ八幡温泉の施設等の利用料金は，別表に掲げる額の範囲

内において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金の収入） 

第１３条 利用料金は，指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 

第１４条 使用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の停

止を命ぜられたときは，第１２条第２項の規定により定められた額をたけべ八幡温泉の

使用料として市に納付しなければならない。 

（使用料の還付） 

第１５条 既納の使用料は，還付しない。ただし，使用者の責めによらないで，たけべ八

幡温泉の使用ができなくなったとき，又は市長が相当の理由があると認めるときは，こ

の限りでない。 

（禁止行為等） 

第１６条 何人も，たけべ八幡温泉においては，次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失する行為 
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(2) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかける行為 

(3) その他たけべ八幡温泉の管理上支障があると認められる行為 

２ 市長は，前項の規定に違反した者又はそのおそれのある者に対し，たけべ八幡温泉か

らの退去を命ずることができる。 

（原状回復義務） 

第１７条 使用者は，たけべ八幡温泉の使用が終わったときは，直ちにこれを原状に復さ

なければならない。使用の許可を取り消されたときも，同様とする。 

２ 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は指定を取り消されたときは，施

設又は設備を直ちに原状に復さなければならない。 

（損害賠償） 

第１８条 指定管理者又は使用者は，故意又は過失により，たけべ八幡温泉の施設又は設

備をき損し，汚損し，又は滅失したときは，これを原状に復し，又はその損害を市に賠

償しなければならない。ただし，市長がやむを得ない事由があると認めるときは，賠償

額を減額し，又は免除することができる。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

２ この条例の施行の日前においても，第４条の規定に基づく指定管理者の指定に関し,

必要な手続その他の行為をすることができる。 

別表（第１１条，第１２条関係） 

区 分 料金 時間・単位 備 考 

大人 ８００円日帰り入浴 

小人 ４００円

 入湯税を含む。 

家族風呂 ２，０００円６０分当たり  ４名まで。ただし，５名以上

で使用するときは，１名増す
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ごとに５００円を加算する。 

入湯税を含む。 

会議室 １，３００円６０分当たり 冷暖房を使用するときは，基

本使用料の５割を加算する。 

多目的スペース １，０００円６０分当たり  

個室 １，０００円６０分当たり  

温泉水給湯施設 ２００円１００リットル

当たり 

 

備考 

１ 「小人」とは，小学校の児童その他これに準ずる者を，「大人」とは中学校の生

徒その他これに準ずる者以上の者をいう。 

２ 時間には，準備及び片付け等に要する時間を含むものとする。 

 

 

提案理由 

 新市基本計画に定められた事業として，たけべ八幡温泉を設置するため，本条例を制定 

しようとするものである。 
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甲 第 ８ ０ 号 議 案 

   ママカリパーキング条例の一部を改正する条例の制定について 

 ママカリパーキング条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   ママカリパーキング条例の一部を改正する条例 

 ママカリパーキング条例（平成１２年市条例第１１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「４００円」を「４１１円」に改め，同条第２項を削り，同条第３項

中「第１項」を「前項」に改め，同項を同条第２項とし，同条第４項を同条第３項とする。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１０条第１項の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係

る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従

前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，マ

マカリパーキングの使用料の額等を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ８ １ 号 議 案 

   岡山市営宝伝駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営宝伝駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営宝伝駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市営宝伝駐車場条例（平成１７年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第２項中「５００円」を「５１５円」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市営宝伝駐車場の利用料金の額の範囲等を改めるため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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甲 第 ８ ２ 号 議 案 

   岡山市農村集落活性化施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市農村集落活性化施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市農村集落活性化施設条例の一部を改正する条例 

 岡山市農村集落活性化施設条例（平成１７年市条例第３９号）の一部を次のように改正

する。 

第１１条の２第２号中「１００円」を「１０３円」に改める。 

別表第２第１号の表中「１，０００円」を「１，０２０円」に改め，同表第２号の表中

「５，２５０円」を「５，４００円」に，「５２０円」を「５４０円」に，「３１０円」

を「３２０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１１条の２第２号の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る利用料

金等で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，農
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村集落活性化施設の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ８ ３ 号 議 案 

   岡山市クラインガルテン条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市クラインガルテン条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市クラインガルテン条例の一部を改正する条例 

 岡山市クラインガルテン条例（平成７年市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２第１号の表中「３７０円」を「３８１円」に，「３６，０００円」を「３７，

０２８円」に改め，同号の表備考中「１０円」を「１円」に改め，同表第２号の表木工加

工室の項中「１００円」を「１０３円」に改め，同号の表農産加工室の項中「２００円」

を「２０６円」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市クラインガルテンの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ８ ４ 号 議 案 

   岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市サウスヴィレッジ条例の一部を改正する条例 

 岡山市サウスヴィレッジ条例（平成２２年市条例第４９号）の一部を次のように改正す

る。 

      「             「                  

１，５００円    １，５４３円 

６００円  ６１７円 

５００円  ５１５円 

１，０００円  １，０２９円 

２４，０００円  ２４，６８６円 

１，２００円  １，２３４円 

６３０円  ６４８円 

２００円  ２０６円 

１，２６０円  を １，２９６円 

５９４，４７０円  ６１１，４５４円 

９００円  ９２６円 

２，７４０円  ２，８１８円 

２７１，４４０円  ２７９，１９６円 

６５，７８０円  ６７，６５９円 

３１５円  ３２４円 

別表第１中 に改める。 
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を 

３１．５円  ３２円 

 

「             「 

８，０００円   ８，２２９円 

８００円    ８２２円 

４２円    ４３円 

２１円  ２１円 

」             」 

 「             「 

９００円 を ９２６円 

」             」 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用

料等で，同日以後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，

なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第３の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市サウスヴィレッジの使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 

別表第３中 に改める。 

」 」 

別表第２中 
に改める。 
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甲 第 ８ ５ 号 議 案 

   岡山市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 岡山市漁港管理条例（昭和４８年市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１備考４及び別表第２備考４中「１.０５」を「１.０８」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知

書に係る占用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る占用料については，

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，漁

港施設等の占用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ８ ６ 号 議 案 

   岡山市公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市公共物管理条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共物管理条例の一部を改正する条例 

 岡山市公共物管理条例（平成１７年市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条第１項ただし書中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に，「得た 

額」を「得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）」に改

める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に使用許可を受けた者に係る使用料で，同日前に納入通知のあ

ったものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，工

作物等を設けて公共物を使用する際の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 
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甲 第 ８ ７ 号 議 案 

岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例の制定   

について 

 岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和５８年市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第

１０条の２」を「第３項」に改め，「提出方法」の次に「並びに地区計画等に関する都市

計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出る方法に関し必要な事項」を加え

る。 

 第２条中「及び政令第１０条の２」を削り，同条に次の１項を加える。 

２  市長は，前項に定めるもののほか，必要があると認めるときは，説明会の開催，広報

紙への掲載その他の適切な措置を講ずるものとする。 

 第３条中「及び政令第１０条の２」を削り，「前条」を「前条第１項」に改める。 

第４条を第５条とし，第３条の次に次の１条を加える。 

（地区計画等に関する申出の方法） 

第４条 法第１６条第３項の規定による申出の方法は，次の各号のいずれかに該当する者

が１人で，又は数人共同して，市長に対し，地区計画等に関する都市計画の決定若しく

は変更又は地区計画等の原案を申し出て行うものとする。ただし，第２条第１項の規定

による公告後は，この限りでない。 
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(1) 市内に住所を有する者 

(2) 地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者 

(3) 地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借

権又は登記した先取特権，質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれ

らの権利に関する仮登記，その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又は

その土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人 

２ 前項の申出は，次に掲げる基準に従つて，規則で定めるところにより行うものとする。 

(1) 当該申出に係る地区計画等の内容が，法第１３条その他の法令の規定に基づく地区 

計画等に関する基準に適合するものであること。 

(2) 当該申出に係る地区計画等の内容が，本市の総合計画その他の本市のまちづくりに 

関する計画，方針等との整合性を有するものであること。 

(3) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が，都市計画区域のうち，一体 

として整備し，開発し，又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区 

域であること。 

(4) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が，道路，鉄道若しくは軌道の 

線路その他の恒久的な施設又は河川，水路等によつて区画され，かつ，その面積が 

０．５ヘクタール以上であること。ただし，当該区域の周囲の道路，河川その他樹木，

けい畔等の区域を区切る地物の配置により当該面積が０．５ヘクタール未満であつて

も良好な環境の街区の整備に支障がないと市長が認めるときは，この限りでない。 

(5) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地（国又は地方公共団体の所有している 

土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。）の区域内の土地の所有 

権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備そ 

の他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」とい

う。）を有する者の３分の２以上の同意（同意した者が所有するその区域内の土地の

地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計

が，その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の

３分の２以上となる場合に限る。）を得ていること。 

 附 則 
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 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

住民等が自ら考える地区計画等の原案を行政に対して申し出ることができる仕組みを構

築することにより，案の作成手続における住民参加の機会の拡充を図り，市民協働のまち

づくりの実現を推進する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ８ ８ 号 議 案 

   岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市城下地下広場条例の一部を改正する条例 

 岡山市城下地下広場条例（平成２０年市条例第１３６号）の一部を次のように改正する。 

 別表１日につきの項中「１８，３７５円」を「１８，９００円」に改め，同表１時間に

つきの項中「１，５７５円」を「１，６２０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については，なお従前の

例による。  

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市城下地下広場の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 ８ ９ 号 議 案 

   岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市営駐車場条例（昭和４６年市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「１，０００円」を「１，０２０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に駐車の許可を受けた者に係る使用料については，なお従前の

例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市営駐車場の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ０ 号 議 案 

   岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市パークアンドライド駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市パークアンドライド駐車場条例（平成６年市条例第６８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条の表岡山市営瀬戸駅駐車場の項を削る。 

第７条第１項中「６，０００円」を「６，１７０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に駐車の許可を受けた者に係る使用料については，なお従前の

例による。 

 

 

提案理由 

 瀬戸駅の駅前広場再整備に当たり，岡山市営瀬戸駅駐車場の供用を一時休止するととも

に，消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，

パークアンドライド駐車場の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ９ １ 号 議 案 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第  号 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市自転車等駐車場条例（昭和６３年市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の３無料自転車等駐車場の表中 

「 

牟佐下バス停自転車等駐車場 岡山市北区牟佐 

                                 」 

「 

牟佐下バス停自転車等駐車場 岡山市北区牟佐 

矢坂大橋バス停自転車等駐車場 岡山市北区矢坂西町 

                                 」 

「 

植松駅前自転車等駐車場 岡山市南区植松 

                                 」 

「 

植松駅前自転車等駐車場 岡山市南区植松 

大福バス停自転車等駐車場 岡山市南区大福 

                                 」 

 別表第２庭瀬駅第２自転車駐車場及び庭瀬駅第３自転車駐車場の項中「５，０００円」

を「５，１４０円」に改める。 

を 

に， 

を 

に改める。 
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   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に定期駐車の承認を受けた者に係る駐車料については，なお従

前の例による。 

 

 

提案理由 

 矢坂大橋バス停自転車等駐車場等を設置するとともに，消費税法及び地方税法の一部改

正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，有料自転車駐車場の定期利用の駐車

料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ２ 号 議 案 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例 

 岡山市公園条例（昭和３５年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「使用料が」を「別表第４及び別表第６に規定する使用料が」に改め，

同条第２項中「，許可期間」を「，別表第４及び別表第６に規定する許可期間」に改め， 

同条第３項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

別表第１第１項の表に次のように加える。 

高島新屋敷公園 岡山市中区高島新屋敷 

 別表第１第３項の表日応寺前公園の項中「日応寺前公園」を「日応寺寺前公園」に改め

る。 

別表第４中「（第１３条関係）」を「（第１３条，第１４条，第１６条の２関係）」に，

「興業」を「興行」に改める。 

別表第５中「（第１３条関係）」を「（第１３条，第１６条の２関係）」に改め，同表

第１項第１号の表岡山市総合文化体育館の部及び六番川水の公園体育館の部を次のように

改める。 

 

 

 

 

 

193



 

Ａ 8,743円 10,492円 11,829円 14,194円 15,017円 18,102円 35,589円 42,788円

Ｂ 43,715円 52,457円 59,142円 70,972円 75,085円 90,103円177,942円213,532円

第一競

技場 

Ｃ 131,143円157,372円177,428円 212,914円225,257円270,308円533,828円640,594円

Ａ 4,423円 5,349円 5,965円 7,200円 7,509円 9,051円 17,897円 21,600円

Ｂ 21,908円 26,331円 29,623円 35,589円 37,542円 45,052円 89,073円106,972円

第二競

技場 

Ｃ 65,622円 78,789円 88,766円 106,560円112,628円135,154円267,016円320,503円

柔道場 1,852円 2,263円 2,880円 3,498円 3,703円 4,526円 8,435円 10,287円

剣道場 1,852円 2,263円 2,880円 3,498円 3,703円 4,526円 8,435円 10,287円

岡山市総

合文化体

育館 

弓道場 1,234円 1,543円 1,852円 2,263円 2,468円 2,982円 5,554円 6,788円

Ａ 6,172円 7,406円 8,332円 10,080円 10,594円 12,754円 25,098円 30,240円

Ｂ 30,857円 37,028円 41,657円 49,988円 52,971円 63,566円125,485円150,582円

六番川水

の公園体

育館 

競技場 

Ｃ 92,572円111,086円124,972円 149,966円158,914円190,697円376,458円451,749円
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 別表第５第１項第１号の表備考に次のように加える。 

９ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。ただし，５の場合に 

 あつては，使用料の１円未満の端数は，切り捨てるものとする。 

別表第５第１項第２号の表中「１２０円」を「１２４円」に，「７２０円」を「７４０

円」に，「１，４４０円」を「１，４８１円」に，「２４０円」を「２４７円」に，「２，

８８０円」を「２，９６２円」に，

「

４０円

」

を

「

４２円

」

に，

「

８０円

」

を

「

８３円

」

 

に，

「

２０円

」

を

「

２１円

」

に改め，同表備考２に次のただし書を加える。 

ただし，算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第１項第３号の表中「２４０円」を「２４７円」に，「２，４００円」を「２，

４６８円」に，「４，８００円」を「４，９３７円」に，「９，６００円」を「９，８７ 

４円」に，「１８，０００円」を「１８，５１４円」に，「３，６００円」を「３，７０ 

３円」に，「１，２００円」を「１，２３４円」に，「１２０円」を「１２４円」に， 

「

２０円

」

を

「

２１円

」

に，「２，０００円」を「２，０５７円」に，「２０，０００

円」を「２０，５７１円」に，「５，０００円」を「５，１４２円」に，「１００円」を

「１０３円」に，「１４，０００円」を「１４，４００円」に，「３，５００円」を「３，

６００円」に，「７０円」を「７２円」に改め，同表備考３に次のただし書を加える。 

ただし，算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第２項第１号の表中「３００円」を「３０８円」に，「１２０円」を「１２４

円」に改め，同項第２号の表中「２４０円」を「２４７円」に，「１００円」を「１０３

円」に，「２１０円」を「２１６円」に，「８０円」を「８３円」に改め，同項第３号の 

表中「１，８００円」を「１，８５２円」に，「７２０円」を「７４０円」に改め，同項 

第４号の表中「２４０円」を「２４７円」に，「３５０円」を「３６０円」に，「７９０

円」を「８１３円」に改め，同表第３項の表中「１，０００円」を「１，０２０円」に，

「４００円」を「４１０円」に改め，同表第４項の表中「２００円」を「２０６円」に，

「３００円」を「３０８円」に，「６００円」を「６１７円」に，「９００円」を「９２ 

６円」に改め，同表第５項第１号の表中 

 

球 Ａ 9,600円 12,000円 16,000円 20,000円 22,400円 25,600円 40,000円 48,800円

 「 
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Ｂ 48,000円 60,000円 80,000円 100,000円 112,000円 137,600円 203,200円 244,000円技 

場 Ｃ 148,800円 180,000円 248,000円 300,000円 342,400円 412,800円 610,400円 732,800円

                                          

 を 

 

球 Ａ 9,870円 12,340円 16,450円 20,570円 23,040円 26,330円 41,140円 50,190円

技 Ｂ 49,370円 61,710円 82,280円 102,850円 115,200円 141,530円 209,000円 250,970円

場 Ｃ 152,220円185,140円 255,080円 308,570円 352,180円 424,590円 627,840円 753,730円

                                        

に改め，同号の表備考に次のように加える。 

１０ 算出した使用料の１０円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第５項第２号の表中「２，４００円」を「２，４６０円」に，「５００円」を

「５１０円」に，「１，０００円」を「１，０２０円」に，「２，０００円」を「２，０ 

５０円」に，「４，０００円」を「４，１１０円」に改め，同表第６項の表中「２，１５ 

０円」を「２，２１１円」に，「２，８３０円」を「２，９１１円」に，「４，３００ 

円」を「４，４２３円」に，「７９０円」を「８１３円」に，「１，１００円」を「１， 

１３１円」に，「１，６５０円」を「１，６９７円」に，「２，２１０円」を「２，２７ 

３円」に，「３４０円」を「３４９円」に，「５６０円」を「５７６円」に，

「

８８０

円
」
を

「

９０６円

」

に，「１，３２０円」を「１，３５８円」に，「３１０円」を「３１

９円」に，「４２０円」を「４３２円」に，

「

２１０円

」

を

「

２１６円

」

に，「２８０

円」を「２８８円」に，「２，７００円」を「２，７７７円」に，「４，０００円」を 

「４，１１４円」に，「５，３００円」を「５，４５１円」に，「１，０００円」を「１， 

０２９円」に，「９５０円」を「９７７円」に，「１，４６０円」を「１，５０２円」に，

「２，３００円」を「２，３６６円」に，「３，０４０円」を「３，１２７円」に，「５ 

８０円」を「５９７円」に，「５３０円」を「５４５円」に，「１，８８０円」を「１， 

９３４円」に，「３７０円」を「３８１円」に，「３３０円」を「３４０円」に改め，同 

項の表備考１中「（昭和２３年法律第１７８号）」を削り，同項の表備考１に次のただし 

書を加える。 

  「 

 」 

 」 

 

 

 

196



  ただし，１００分の２０に相当する額の１円未満の端数は，切り捨てるものとする。 

 別表第５第７項第１号アの表中「１，２００円」を「１，２３４円」に，「１２，００ 

０円」を「１２，３４３円」に，「１，８００円」を「１，８５２円」に，「２，４００ 

円」を「２，４６８円」に，「１８，０００円」を「１８，５１４円」に，「２４，００ 

０円」を「２４，６８６円」に，「１００円」を「１０３円」に，

「

４００円

」

を 

「

４１１円

」

に，

「

８００円

」

を

「

８２２円

」

に，

「

２００円

」

を

「

２０６円

」

に改め，

同表備考２中「（昭和２３年法律第１７８号）」を削り，同表備考に次のように加える。 

８ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

別表第５第７項第１号イの表中「１，８００円」を「１，８５２円」に，「１，２００ 

円」を「１，２３４円」に，「９００円」を「９２６円」に，「６００円」を「６１７ 

円」に，「１５０円」を「１５４円」に，「４００円」を「４１１円」に，

「

２００円

」 

を

「

２０６円

」

に，「１００円」を「１０３円」に，「３００円」を「３０８円」に，  

「５００円」を「５１５円」に，「２０円」を「２１円」に，

「

５０円

」

を

「

５１円

」

に 

改め，同表備考に次のように加える。 

５ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

別表第５第７項第２号の表中「１，６００円」を「１，６４５円」に，「４，０００  

円」を「４，１１４円」に，

「

５００円

」

を

「

５１５円

」

に，「２，５００円」を「２， 

５７１円」に，「２００円」を「２０６円」に，「４００円」を「４１１円」に，「２， 

０００円」を「２，０５７円」に改め，同表備考に次のように加える。 

５ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第８項の表中「１００円」を「１０３円」に，「５００円」を「５１５円」に， 

「３，０００円」を「３，０８６円」に，「２，０００円」を「２，０５７円」に，「４ 

００円」を「４１１円」に改め，同表備考に次のように加える。 

６ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第９項第１号の表中「３００円」を「３０８円」に，「２００円」を「２０６ 

円」に改め，同項第２号の表中「２７０円」を「２７８円」に，「１８０円」を「１８５ 

円」に改め，同項第３号の表中「４２０円」を「４３２円」に，「３２０円」を「３２９ 

円」に，「２１０円」を「２１６円」に，「２，５００円」を「２，５７１円」に，「５ 
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３０円」を「５４５円」に，「３００円」を「３０８円」に，「１，２６０円」を「１， 

２９６円」に，「８４０円」を「８６４円」に改め，同号の表備考３に次のただし書を加 

える。      

ただし，１割に相当する額の１円未満の端数は，切り捨てるものとする。 

 別表第５第１０項第１号の表及び第２号の表を次のように改める。 

(1) 団体使用の場合                        

 施設名 区 分 午 前 午 後 全 日 

平日  ４，６９０円 ６，２６４円 ９，３９１円 東広場 

土曜日，日曜日又は

休日 

６，２６４円 ７，８２７円 １２，５２８円 

平日 ２３，９０４円 ３１，８７６円 ４７，８１９円 中央広場 

土曜日，日曜日又は

休日 

３１，８７６円 ３９，８４７円 ６３，７６２円 

平日 ３，７８５円 ５，０５１円 ７，５８１円 西広場 

土曜日，日曜日又は

休日 

５，０５１円  ６，３１５円 １０，１０１円 

平日 ３２，４００円 ４３，２００円 ６４，８００円 全部 

 土曜日，日曜日又は

休日 

４３，２００円 ５４，０００円 ８６，４００円 

 備考 「団体」とは１０人以上のものをいう。 

 (2) 個人使用の場合 

施設名    区 分 平 日 土曜日，日曜日又は休日 

東広場 １時間につき ３０８円 ４６３円 

中央広場 １時間につき １，５８４円 ２，３８６円 

西広場 １時間につき ２４７円 ３７０円 

全部 １時間につき ２，１６０円 ３，２４０円 

 別表第５第１１項第１号アの表中「１，４００円」を「１，４４０円」に，「４，００

０円」を「４，１１４円」に，「８，０００円」を「８，２２９円」に改め，同号の表備

198



考に次のように加える。 

３ 算出した使用料の１円未満の端数は，切り上げるものとする。 

 別表第５第１１項第２号の表中「６００円」を「６１７円」に，「２００円」を「２０ 

６円」に，「４００円」を「４１１円」に改め，同表備考１中「５０円」を「５１円」に，

「１００円」を「１０３円」に改め，同表中備考２を削り，備考３を備考２とし，備考４ 

を備考３とする。  

 別表第５第１２項の表中備考以外の部分を次のように改める。 
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１２ その他の有料公園施設の使用料 

種   別 単 位 金 額 

専用使用 １日につき ６，１７６円

その他の使用 １時間につき ７７２円

奥市公園野球場 

夜間照明 １時間につき ３,０８６円

専用使用 １日につき                   ６,１７６円浦安総合公園野球場 

その他の使用 １時間につき ７７２円

専用使用 １面１日につき         ２,４６４円

その他の使用 １面１時間につき ３０８円

奥市公園補助野球場 

夜間照明 １面１時間につき ２,０５７円

専用使用 １日につき         ２,４６４円

その他の使用 １時間につき ３０８円

向州公園補助野球場 

夜間照明 １時間につき ２,０５７円

専用使用 １面１日につき         ２,４６４円

その他の使用 １面１時間につき ３０８円

上道公園野球場 

夜間照明 １面１時間につき １,５４３円

１面１時間につき ３０８円六番川水の公園多目的広場 

１面１日につき ２,４６４円

専用使用 １日につき ６,１７６円山田グリーンパーク野球場 

その他の使用 １時間につき ７７２円

奥市公園相撲場 １時間につき ２０６円

高校生以下の者 １面１時間につき ４１１円

その他の者 １面１時間につき ５４５円

夜間照明 １面１時間につき ４１１円

全面使用１時間につき ５３５円

１／２面使用１時間につき ３０８円

管理棟会議室 

１／４面使用１時間につき １５４円

浦安総合公園テニスコート 

会議室冷暖房料 １時間につき １０３円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円

その他の者 １面１時間につき ２０６円

二日市公園テニスコート 

夜間照明 １面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円

その他の者 １面１時間につき ２０６円

向州公園テニスコート 

夜間照明 １面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 １面１時間につき ３０８円山田グリーンパークテニス

コート その他の者 １面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 １面１時間につき １２４円六番川水の公園テニスコー

ト その他の者 １面１時間につき ２０６円

午前         ２,４６８円

午後 ３,０８６円

専用使用 

全日 ４,９３７円

その他の使用 １時間につき ７７２円

当新田公園サッカー場 

夜間照明 １時間につき ２,０５７円

専用使用 １日につき ２,４６４円山田グリーンパークサッカ

ー場兼ソフトボール場 その他の使用 １時間につき ３０８円

午前 ５,１４２円

午後 ７,７１４円

神崎山公園競技場 専用

使用 

全面 

全日 １０,２８５円
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インフィールドのみ １時間につき １,５４３円

高校生以下の者 ２時間につき  ７２円個人

使用 その他の者 ２時間につき １０３円

午前 ５,１４２円

午後 ７,７１４円

全面 

全日 １０,２８５円

専用

使用 

インフィールドのみ １時間につき １,５４３円

高校生以下の者 ２時間につき ７２円個人

使用 その他の者 ２時間につき １０３円

灘崎町総合公園多目的広場 

夜間照明 １時間につき ２,０５７円

専用使用 １面１時間につき １,０２９円灘崎町総合公園 

フットサルコート 夜間照明 １面１時間につき ４１１円

高校生以下の者 １面１時間につき ３０８円

その他の者 １面１時間につき ４１１円

灘崎町総合公園 

テニスコート 

夜間照明 １面１時間につき ４１１円

普通自動車 １台につき 最初の１時間まで３１０円，以

後３０分につき１００円 

烏城公園駐車場 

大型乗用自動車 １台１回につき ８２２円 

普通自動車 １台１回につき ３１０円半田山植物園駐車場 

大型乗用自動車 １台１回につき ８２２円

普通自動車 １台につき 最初の２時間まで無料，以後１

時間につき１００円 

浦安総合公園駐車場 

大型乗用自動車 １台につき 最初の２時間まで無料，以後１

回につき５１０円 

電気設備を含むとき。 １回につき １，０２９円スコアボード 

電気設備を含まないとき。 １回につき ４１１円

浦安総合公園東地区管理棟 研修室 １時間につき ２８８円

研修室 １時間につき ８０２円浦安総合公園西地区管理棟 

研修室冷暖房料 １時間につき １０３円

 

201



別表第６中「（第１３条関係）」を「（第１３条，第１４条関係）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし， 

別表第１第１項の表に次のように加える改正規定及び同表第３項の表日応寺前公園の

項の改正規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の第１４条の規定は，施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適

用し，施行日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第５の規定は，施行日以後の使用に係る使用料等で，施行日以後に納付 

するものについて適用し，施行日前に納付するものについては，なお従前の例による。    

 

 

提案理由 

 高島新屋敷公園を設置するとともに，消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及

び地方消費税の税率の改定に伴い，体育館使用料の額等を改める等のため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ３ 号 議 案 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項に次の２号を加える。 

(4) 便所，水飲場，売店その他の便益施設 

(5) 門，柵，管理倉庫，掲示板，照明施設，水道，くず箱その他の管理施設 

第３条中「別表」を「別表第１」に改め，第８条を第１５条とする。 

第７条中「第４条」を「第５条」に改め，同条を第１４条とする。 

第６条の見出し中「の設置」の次に「及び管理」を加え，同条第１項を次のように改め 

る。 

遊園地に遊園地施設を設け，又は遊園地施設を管理しようとする者は，市長の許可を 

 受けなければならない。 

第６条第２項中「に基づき遊園地施設を設け」を「による遊園地施設の設置の許可を受

け」に改め，「市長に」を削り，「申請書を」の次に「市長に」を加え，「，その許可を 

受け」を削り，同項第２号中「構造」を「数量」に改め，同項第６号中「市長」を「，市

長」に改め，同号を同項第１０号とし，同項第５号を同項第９号とし，同号の前に次の２

号を加える。 

(7) 工事実施の方法 

(8) 工事の着手及び完了の時期 

第６条第２項第４号中「管理」を「管理の」に改め，同号を同項第６号とし，同号の前 
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に次の１号を加える。 

(5) 構造 

第６条第２項第３号中「設置」を「設置の」に改め，同号を同項第４号とし，同号の前 

に次の１号を加える。 

(3) 設置の目的 

第６条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定による遊園地施設の管理の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項

を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 管理の目的 

(2) 管理の期間 

(3) 管理しようとするものの属する遊園地名並びに種類及び数量 

(4) 管理の方法 

(5) 前各号のほか，市長の指示する事項 

第６条を第７条とし，同条の次に次の６条を加える。 

  (遊園地の占用の許可) 

第８条 遊園地に遊園地施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて遊園地を占用し 

ようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し

なければならない。 

(1) 占用しようとする物件又は施設の種類及び数量 

(2) 占用の目的 

(3) 占用の期間 

(4) 占用の遊園地名及びその場所 

(5) 構造 

(6) 管理の方法 

(7) 工事実施の方法 

(8) 工事の着手及び完了の時期 

(9) 原状回復の方法 
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(10) 前各号のほか，市長の指示する事項 

３ 第１項の許可を受けた者は，許可を受けた事項を変更しようとするときは，当該事項

を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし，その変

更が次の各号のいずれかに該当する軽易なものであるときは，この限りでない。 

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の彩色を変えない塗装 

(2) 占用物件の構造を変えない修繕 

(3) 占用物件の主要構造物に影響を与えない内部の模様替え 

４ 市長は，第１項又は前項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が，次の各

号のいずれかに該当し，遊園地の占用が公衆の遊園地の利用に著しい支障を及ぼさず，

かつ，必要やむを得ないと認められるものであつて，規則で定める技術的基準に適合す

る場合に限り，第１項又は前項の許可をすることができる。 

(1) 電柱，電線その他これらに類するもの 

(2) 水道管，下水道管，ガス管その他これらに類するもの 

(3) 郵便差出箱，公衆電話所その他これらに類するもの 

(4) 非常災害に際し設けられる仮設工作物 

(5) 集会，展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 

(6) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める工作物その他の物件 

５ 市長は，第１項又は第３項の許可に遊園地の管理上必要な範囲内で条件を付すことが 

 できる。 

６ 第１項の規定による遊園地の占用の期間は，１０年を超えない範囲内で規則で定める

ものとする。当該期間を更新するときの期間についても，同様とする。 

(使用料の額等)  

第９条 第４条第１項及び第７条第１項の規定により許可を受けた者は，別表第２に規定

する使用料を納付しなければならない。 

２ 前条第１項の規定により許可を受けた者は，岡山市道路占用料徴収条例（昭和２８年

市条例第２５号）別表に規定する額を納付しなければならない。 

３ 使用料は前納とする。ただし，市長が納期を定めたときは，この限りでない。 

  (使用料の算定) 
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第１０条 使用料が年単位で規定されている場合において，その許可期間が１年に満たな

いとき又は許可期間に１年未満の端数があるときは，当該端数については，月割で使用

料を算定する。この場合において，１月未満の端数は，１月とみなす。 

２ 前項の場合のほか，許可期間若しくは許可面積が１単位に満たないとき，又は許可期

間若しくは許可面積に１単位未満の端数があるときは，その端数期間又は端数面積を１

単位にして使用料を算定する。 

３ 前２項の規定により算出した額が１０円に満たないときは，その金額を切り捨て，又

はその額に１０円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てて得た額（消費税

法施行令（昭和６３年政令第３６０号）第８条に規定する土地の使用期間が１月に満た

ない場合及び駐車場その他の施設の使用に伴つて土地が使用される場合については，そ

の額に１００分の１０８を乗じ，１円未満の端数を切り捨てて得た額）とする。 

(使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，

その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者又は占用者が，不可抗力により使用又は占用できなかつたとき。 

(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。 

(3) 使用者又は占用者が，使用又は占用の期日の３日前までに使用又は占用の許可の取

消しを申し出て，市長が相当の理由があると認めたとき。 

(使用料の減免) 

第１２条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用料を減免することができ

る。 

(1) 国，地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために使用又は占用するとき。 

(2) 営利を目的としない使用又は占用で特別の理由があると認めたとき。 

(3) 前２号のほか，市長が特に必要があると認めたとき。 

(監督処分) 

第１３条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，この条例の規定によつて

した許可を取り消し，その効力を停止し，若しくはその条件を変更し，又は行為の中止，

原状回復若しくは遊園地からの退去を命ずることができる。 
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(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反し

ている者 

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

(3) 偽りその他不正な手段により，この条例の規定による許可を受けた者 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，この条例の規定による許可を受けた

者に対し，前項に規定する処分その他必要な措置をとることができる。 

(1) 遊園地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(2) 遊園地の保存又は公衆の遊園地の利用に著しい支障が生じた場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか，遊園地の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむ 

を得ない必要が生じた場合 

第５条を第６条とする。 

第４条各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同条中第１号から第３号までを削り， 

第４号を第１号とし，第５号から第８号までを３号ずつ繰り上げ，第９号を第７号とし，

同号の前に次の１号を加える。 

(6) 指示された場所以外の場所へ車両を乗り入れ，又は留め置くこと。 

第４条を第５条とし，第３条の次に次の１条を加える。 

 （行為の制限） 

第４条 遊園地において，次に掲げる行為をしようとする者は，市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 募金その他これに類する行為をすること。 

(2) 業として写真若しくは映画を撮影し，又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。 

(3) 物品販売，宣伝，興行その他これらに類する行為をすること。 

(4) 集会，展示会その他これらに類する催しのために遊園地の全部又は一部を独占して

利用すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し

なければならない。 

(1) 行為の目的 

(2) 行為の内容 
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(3) 行為の期間 

(4) 行為を行う遊園地名及び場所又は施設 

(5) 前各号のほか，市長の指示する事項 

３ 第１項の許可を受けた者は，許可を受けた事項を変更しようとするときは，当該事項

を記載した申請書を市長に提出して，その許可を受けなければならない。 

４ 市長は，第１項各号に掲げる行為が公衆の遊園地の利用に支障を及ぼさないと認める

場合に限り，第１項又は前項の許可をすることができる。 

５ 市長は，第１項又は第３項の許可に遊園地の管理上必要な範囲内で条件を付すること 

 ができる。 

別表中「児童遊園地」を削り，同表を別表第１とし，同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第９条関係） 

 １ 第４条第１項に掲げる行為をする場合 

種  類 単 位 金 額 

業として映画を撮影するもの １日につき ７,５００円

業として写真を撮影するもの １人１月につき ６００円

物品販売，宣伝，興行その他これらに類

するもの 

１平方メートル１日につき ４２円

集会，展示会その他これらに類するもの １平方メートル１日につき ５円

 ２ 第７条第１項の規定により遊園地施設を設け又は管理する場合 

種  別 単 位 金 額 

売店又はこれに類する施設 １平方メートル１月につき ３６０円

その他の施設 １平方メートル１年につき ３００円

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市児童遊園地条例の規定中使用料に関する部分は，この条例の施行の日

以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係

る使用料については，なお従前の例による。 
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提案理由 

 児童遊園地の管理及び使用料の徴収等について，都市公園と同様の取扱いをするため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ４ 号 議 案 

   岡山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 岡山市道路占用料徴収条例（昭和２８年市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条ただし書中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 第４条第１号中「道路法第３５条」を「法第３５条」に改め，「（道路法施行令（昭和

２７年政令第４７９号。以下「政令」という。）第１９条に規定する事業を除く。）」を

削る。  

 第８条第１項中「年１４．５パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については，年７．２５パーセント）」を「年１０．７５パーセント」に改める。 

附則第５項を削る。 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の部中「地下電線その他地下に設ける線 

類」を「地下に設ける電線その他の線類」に改め，同表政令第７条第１号に掲げる物件の

部中「政令第７条第１号」を「道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下「政令」

という。）第７条第１号」に改め，同部看板（アーチであるものを除く。）の款中「占用

面積」を「表示面積」に改め，同部幕（政令第７条第２号に掲げる工事用施設であるもの

を除く。）の款中「第７条第２号」を「第７条第４号」に改め，同表中 

「 

政令第７条第２号に掲げる工事

用施設及び同条第３号に掲げる 

工事用材料 

占用面積１平方メートルにつ

き１月 

２２０ 
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政令第７条第４号に掲げる仮設

建築物及び同条第５号に掲げる

施設 

占用面積１平方メートルにつ

き１月 

１２０ 

建築物 占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

政令第７条第６号

に掲げる施設並び

に同条第７号に掲

げる施設及び自動

車駐車場 

その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

０８を乗じ

て得た額 

上空，トン

ネルの上又

は高架の道

路の路面下

に設けるも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

政令第７条第８号

に掲げる応急仮設

建築物 

その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

政令第７条第９号に掲げる器具 占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

   」 

「 

政令第７条第２号に掲げる工作

物 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

１，２００ 

政令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

を 
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政令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる

工事用材料 

占用面積１平方メートルにつ

き１月 

２２０ 

政令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる

施設 

占用面積１平方メートルにつ

き１月 

１２０ 

トンネルの

上又は高架

の道路の路

面下に設け

るもの 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

上空に設け

るもの 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２を乗じて

得た額 

政令第７条第８号

に掲げる施設 

その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

建築物 占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

政令第７条第９号

に掲げる施設 

その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

０８を乗じ

て得た額 

政令第７条第１０

号に掲げる施設及

び自動車駐車場 

建築物 占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２を乗じて

得た額 

に 
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その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

０８を乗じ

て得た額 

トンネルの

上又は高架

の道路の路

面下に設け

るもの 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

上空に設け

るもの 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２を乗じて

得た額 

政令第７条第１１

号に掲げる応急仮

設建築物 

その他のも

の 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

政令第７条第１２号に掲げる器

具 

占用面積１平方メートルにつ

き１年 

Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

                                      」 

改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市道路占用料徴収条例の規定中延滞金に関する部分は，延滞金のうちこ 

の条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し，同日前の期間に対応する 

ものについては，なお従前の例による。                              

３ この条例の施行の日前に占用許可を受けた者に係る占用料で，同日前に納入通知があ

ったものについては，なお従前の例による。 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，道

路の占用料の額を改めるとともに，占用許可対象物件を追加する等のため，本条例の一部

を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ５ 号 議 案 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市駅前広場駐車場条例（平成６年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出しを「（使用料）」に改め，同条第１項中「５００円」を「５１０円」に，

「４００円」を「４１０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第１項の規定は，この条例の施行の日以後の入庫に係る使用料につい

て適用し，同日前の入庫に係るものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市駅前広場駐車場の使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ９ ６ 号 議 案 

   岡山市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 岡山市準用河川流水占用料等徴収条例（平成２４年市条例第１０７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表１流水占用料の表中「１．０５」を「１．０８」に改め，同表２土地占用料の表備

考第５項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例の施行の際現に占用許可（当該占用許可に係る占用期間の始期が施行日前の

ものに限る。）を受けているものに係る流水占用料又は土地占用料で，施行日前に納入

通知のあったものについては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，準

用河川の流水占用料等の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ７ 号 議 案 

   岡山市港湾水域占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市港湾水域占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市港湾水域占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 岡山市港湾水域占用料徴収条例（平成１２年市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

 別表備考第３号中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例の施行の際現に占用許可（当該占用許可に係る占用期間の始期が施行日前の

ものに限る。）を受けているものに係る占用料で，施行日前に納入通知のあったものに

ついては，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，港

湾区域内の水域に係る占用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ９ ８ 号 議 案 

   岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 岡山市農業集落排水処理施設条例（平成２年市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

 第１５条第２項及び第３項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって,

施行日から平成２６年４月３０日までの間に使用料の額が確定するもの（施行日以後初

めて使用料の額が確定する日が同月３０日後であるもの（以下「特定使用料」とい

う。）にあっては，当該確定したもののうち，次項で定める部分）については，改正後

の第１５条第２項及び第３項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 前項に規定する特定使用料のうち，なお従前の率を適用する部分は，特定使用料の額

を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。）からその額が

確定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から平成２６年４月３０日まで

の期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数を生じたときは，これを１月

とする。 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，排

水処理施設の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ９ ９ 号 議 案 

   岡山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市下水道条例の一部を改正する条例 

 岡山市下水道条例（昭和６２年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条第２項及び第３項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって，施行日か

ら平成２６年４月３０日までの間に使用料の額が確定するもの（施行日以後初めて使用

料の額が確定する日が同月３０日後であるもの（以下「特定使用料」という。）にあっ

ては，当該確定したもののうち，次項で定める部分）については，改正後の第２２条第

２項及び第３項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 前項に規定する特定使用料のうち，なお従前の率を適用する部分は，特定使用料の額

を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。）からその額が

確定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から平成２６年４月３０日まで

の期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数を生じたときは，これを１月

とする。 

 

 

提案理由 
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 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，公

共下水道の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １００ 号 議 案 

   岡山市水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市水道条例の一部を改正する条例 

 岡山市水道条例（平成９年市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項，第１１条第１項及び第２４条中「１００分の１０５」を「１００分の１

０８」に改める。 

 第３３条の見出しを「（手数料等）」に改め，同条第２項中「工事申込者から」の次に

「あらかじめ」を加え，「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改め，同条第４

項中「前３項」を「第１項及び前項」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって，施行日から平成２

６年４月３０日までの間に料金の額が確定するもの（施行日以後初めて料金の額が確定

する日が同月３０日後であるもの（以下「特定料金」という。）にあっては，当該確定

したもののうち，次項で定める部分）については，改正後の第２４条の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

３ 前項に規定する特定料金のうち，なお従前の率を適用する部分は，特定料金の額を前

回確定日（その直前の料金の額が確定した日をいう。以下同じ。）からその額が確定す

る日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から平成２６年４月３０日までの期間

の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数を生じたときは，これを１月
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とする。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，水

道料金等の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０１ 号 議 案 

   岡山市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市工業用水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市工業用水道条例の一部を改正する条例 

 岡山市工業用水道条例（昭和４１年市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条第１項，第３２条及び第３７条中「１００分の１０５」を「１００分の１０

８」に改める。 

 第３７条の２の見出しを「（手数料等）」に改め，同条第２項中「工事申込者から」の

次に「あらかじめ」を加え，「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改め，同条

第４項中「前３項」を「第１項及び前項」に，「申込み時」を「申込みの時」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前から継続して工業用水道を使用している者に係る給水使用料金及びメーター

使用料（以下「料金等」という。）であって，施行日から平成２６年４月３０日までの

間に料金等の額が確定するものについては，改正後の第３２条及び第３７条の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，給

水使用料金等の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０２ 号 議 案 

   岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 岡山市中央卸売市場業務条例（平成１２年市条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２０条の見出し中「届出」を「管理」に改め，同条中「定めるところにより，あらか

じめ管理者に届け出なければならない」を「定める書面を作成し，これを保存しなければ

ならない」に改め，同条に後段として次のように加える。 

当該書面の内容を変更した場合も同様とする。 

 第５１条を次のように改める。 

第５１条 削除 

 第５８条第４項，第６４条第３項及び第６７条第１項中「５パーセント」を「１００分

の８」に改める。 

 第６８条中「，規程で定めるところにより」を削り，「管理者に届け出なければならな

い」を「作成し，当該特約を結んでいる間，これを保存しておかなければならない」に改

め，同条に後段として次のように加える。 

当該書面の内容を変更した場合も同様とする。 

第６８条第１号中「申請者」を「卸売業者」に改める。 

 第７２条第１項中「５パーセント」を「１００分の８」に改め，同条第３項中「，規程

で定めるところにより」を削り，「により管理者に届け出なければならない」を「を作成

し，当該特約を結んでいる間，これを保存しておかなければならない」に，「届出」を
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「書面」に，「しようとする」を「した」に改め，同項第１号中「申請者」を「卸売業

者」に改め，同条第４項中「届出」を「書面を必要により確認した結果，その内容」に改

め，同項第２号中「そこない」を「損ない」に改める。 

第１１２条の次に次の１条を加える。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第１１２条の２ 管理者は，この条例の規定による申請等（申請，届出その他この条例の

規定に基づき管理者に対して行われる通知をいう。以下同じ。）のうち書面等（書面，

書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）により行う

こととしているものについては，この条例の規定にかかわらず，規程で定めるところに

より，電子情報処理組織（市場の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。）を使用して行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については，当該申請等を書面等により行うものと

して規定した申請等に関するこの条例に規定する書面等により行われたものとみなして，

当該申請等に関するこの条例の規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は，同項の市場の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされた時に管理者に到達したものとみなす。 

 別表第５中「２１０円」を「２１６円」に，「９１３円」を「９３９円」に，「８１７

円」を「８４０円」に，「１，５７５円」を「１，６２０円」に，「１，８９０円」を

「１，９４４円」に，「１，２６０円」を「１，２９６円」に，「１，７８５円」を「１，

８３６円」に，「４，８４５，７５０円」を「４，９８４，２００円」に，「９，１５３，

９００円」を「９，４１５，４４０円」に，「３，６３８，２５０円」を「３，７４２，

２００円」に，「３１９円」を「３２８円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５８条第４項，第６４条第３項，第６７条第１項及び第７２条第１項の規

定は，この条例の施行の日以後の取引に係る金額等について適用し，同日前の取引に係
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るものについては，なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第５の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用

料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市中央卸売市場の使用料等の額を改めるとともに，申請等の事務手続の簡素化を図る等

のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０３ 号 議 案 

   岡山市花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 岡山市花き地方卸売市場業務条例（平成２３年市条例第６２号）の一部を次のように改

正する。 

 第４９条第３項，第５２条及び第５４条第１項中「１００分の５」を「１００分の８」

に改める。 

 第７６条を第７７条とし，第７５条の次に次の１条を加える。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第７６条 管理者は，この条例の規定による申請等（申請，届出その他この条例の規定に

基づき管理者に対して行われる通知をいう。以下同じ。）のうち書面等（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）により行うことと

しているものについては，この条例の規定にかかわらず，規程で定めるところにより，

電子情報処理組織（市場の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と

申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。）を使用して行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については，当該申請等を書面等により行うものと

して規定した申請等に関するこの条例に規定する書面等により行われたものとみなして，

当該申請等に関するこの条例の規定を適用する。 
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３ 第１項の規定により行われた申請等は，同項の市場の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされた時に管理者に到達したものとみなす。 

別表中「２１０円」を「２１６円」に，「８０５円」を「８２８円」に，「１，５７

５円」を「１，６２０円」に，「１，８９０円」を「１，９４４円」に，「１，２６０

円」を「１，２９６円」に，「１，７８５円」を「１，８３６円」に，「３１９円」を

「３２８円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４９条第３項，第５２条及び第５４条第１項の規定は，この条例の施行の

日以後の取引に係る金額等について適用し，同日前の取引に係るものについては，なお

従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市花き地方卸売市場の使用料等の額を改めるとともに，申請等の事務手続の簡素化を図

るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０４ 号 議 案 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市消防事務手数料条例（平成１２年市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の２の項（１）オ中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め，同項

（２）エ中「８２０，０００円」を「８３０，０００円」に，「９９０，０００円」を

「１，０１０，０００円」に，「１，１００，０００円」を「１，１２０，０００円」に，

「１，４００，０００円」を「１，４２０，０００円」に，「１，６４０，０００円」を

「１，６６０，０００円」に，「３，８５０，０００円」を「３，８８０，０００円」に，

「５，０９０，０００円」を「５，１００，０００円」に改め，同オ中「１，１２０，０

００円」を「１，１３０，０００円」に，「１，３３０，０００円」を「１，３４０，０

００円」に，「１，４８０，０００円」を「１，５００，０００円」に，「２，１２０，

０００円」を「２，１４０，０００円」に，「４，３３０，０００円」を「４，３５０，

０００円」に改め，同項（３）カ中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め，同

表６の項（４）ウ中「９５０，０００円」を「９９０，０００円」に改め，同オ中「１，

６５０，０００円」を「１，７２０，０００円」に改め，同カ中「３，１８０，０００

円」を「３，３２０，０００円」に改め，同キ中「３，８９０，０００円」を「４，０６

０，０００円」に改め，同ク中「４，４５０，０００円」を「４，６５０，０００円」に

改め，同表８の項（１）イ中「４１０，０００円」を「４３０，０００円」に改め，同エ

中「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に改め，同オ中「１，１６０，０００

円」を「１，２１０，０００円」に改め，同カ中「２，８３０，０００円」を「２，９５
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０，０００円」に改め，同キ中「３，４７０，０００円」を「３，６２０，０００円」に

改め，同ク中「４，０００，０００円」を「４，１７０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行し，改正後の岡山市消防事務手数料条例の規

定は，同日以後の申請に係るものについて適用する。 

 

 

提案理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，審査手数料の額を改める

ため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０５ 号 議 案 

   岡山市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

 岡山市消防長及び消防署長の資格を定める条例を次のように制定するものとする。 

平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市消防長及び消防署長の資格を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１５条第２項の規定に

基づき，消防長及び消防署長の職に必要な資格を定めるものとする。 

 （消防長の資格） 

第２条 消防長の資格は，次のとおりとする。 

 (1) 消防職員として消防事務に従事した者で，消防署長の職又は消防本部，消防学校若

しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められ

る職に１年以上あったものであること。 

 (2) 市町村の行政事務に従事した者で，市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その

他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に２年以上あったものであること。 

 （消防署長の資格） 

第３条 消防署長の資格は，次のとおりとする。 

 (1) 消防吏員として消防事務に従事した者で，消防司令以上の階級に１年以上あったも

のであること。 

 (2) 消防吏員として消防事務に従事した者で，消防司令補以上の階級に３年以上あった

もの（前号に該当する者を除く。）であること。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 
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提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による消防組織法の一部改正に伴い，消防長及び消防署長の資格について定

めるため，本条例を制定しようとするものである。 

233



甲 第 １０６ 号 議 案 

   岡山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立学校条例の一部を改正する条例 

岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第２号の表岡山市立御南小学校の項の次に次のように加える。 

岡山市立蛍明小学校 岡山市北区大井３６０番地 

第１条第２号の表中 

「 

                                       を 

                                      」 

「 

                                      」 

改める。 

別表第１項の表中「３，５００円」を「３，６００円」に，「２，９００円」を「２，

９８０円」に，「３，０００円」を「３，０８０円」に，「２，４００円」を「２，４６

０円」に改め，同表第２項の表中「６００円」を「６１０円」に，「４００円」を「４１

０円」に改め，同表第３項の表中「１，０００円」を「１，０２０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

岡山市立三門小学校 岡山市北区下伊福西町５番３７号 

岡山市立蛍明小学校 岡山市北区下高田２０５０番地 

岡山市立三門小学校 岡山市北区下伊福西町５番３７号 

 

に 
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る。 

 

 

提案理由 

岡山市立蛍明小学校の位置を変更するとともに，消費税法及び地方税法の一部改正によ

る消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，学校施設の使用料の額を改めるため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０７ 号 議 案 

岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例

の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例

の一部を改正する条例 

 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例（平成１０

年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２を削る。 

 別表岡山市立岡山後楽館高等学校の項中「１，１５０円」を「１，１８０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に岡山市立岡山後楽館高等学校に在籍する者で，この条例の施

行の日前に入学したものに係る授業料については，改正後の岡山市立岡山後楽館中学

校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

３ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に徴収する聴講料について適用し，

同日前に徴収する聴講料については，なお従前の例による。 
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提案理由 

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一

部改正に伴い，岡山市立岡山後楽館高等学校の授業料を徴収するとともに，消費税法及び

地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，同校の聴講料の額

を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １０８ 号 議 案 

   岡山市立学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立学校給食センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立学校給食センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市立学校給食センター条例（昭和４６年市条例第８９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条の表岡山市立建部学校給食センターの項の前に次のように加える。 

岡山市立足守学校給食センター 岡山市北区大井３６０番地 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市立足守学校給食センターを設置するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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甲 第 １０９ 号 議 案 

   西川アイプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

 西川アイプラザ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   西川アイプラザ条例の一部を改正する条例 

 西川アイプラザ条例（平成４年市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１第１号の表会議室（１）の項中「１，１００円」を「１，１３０円」に，「２，

２００円」を「２，２６０円」に，「５，４００円」を「５，５５０円」に改め，同号の

表会議室（２）の項中「１，５００円」を「１，５４０円」に，「３，０００円」を「３，

０８０円」に，「７，４００円」を「７，６１０円」に改め，同号の表ホールの項中「６，

３００円」を「６，４８０円」に，「１２，７００円」を「１３，０６０円」に，「２８，

６００円」を「２９，４１０円」に改め，同号の表展示コーナーの項中「６，０００円」

を「６，１７０円」に改め，同号の表備考５中「１００円」を「１０円」に改め，同表第

２号の表ビデオプロジェクターの項及びピアノの項中「２，０００円」を「２，０５０

円」に改め，同号の表１６ｍｍ映写機の項中「１，２００円」を「１，２３０円」に改め，

同号の表スライド映写機の項中「４００円」を「４１０円」に改める。 

 別表第２中「１８，９００円」を「１９，４４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に納付する使用料

について適用し，同日前に納付する使用料については，なお従前の例による。 
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提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，西

川アイプラザの使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １１０ 号 議 案 

   岡山市立犬島自然の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立犬島自然の家条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立犬島自然の家条例の一部を改正する条例 

 岡山市立犬島自然の家条例（平成１０年市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１項第１号の表団体（１人１泊につき）の部大人の項中「１，４００円」を「１，

４４０円」に，「１，０００円」を「１，０２０円」に改め，同部小人の項中「７００

円」を「７２０円」に，「５００円」を「５１０円」に改め，同号の表団体以外（１人１

泊につき）の部大人の項中「２，０００円」を「２，０５０円」に，「１，４００円」を

「１，４４０円」に改め，同部小人の項中「１，０００円」を「１，０２０円」に，「７

００円」を「７２０円」に改め，同表第２項の表天体講習室の項中「４００円」を「４１

０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に納付する使用料について適用し，

同日前に納付する使用料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立犬島自然の家の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 １１１ 号 議 案 

   岡山市青少年育成センター条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市青少年育成センター条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年  ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市青少年育成センター条例を廃止する条例 

 岡山市青少年育成センター条例（平成１３年市条例第２８号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市青少年育成センターを廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 
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甲 第 １１２ 号 議 案 

   岡山市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

  て 

 岡山市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 

岡山市社会教育委員の設置に関する条例（昭和３４年市条例第２３号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第２条中「社会教育委員」を「委員」に改める。 

 第３条の見出し中「定員」を「委員」に改め，同条中「２５人」を「２０人」に改め， 

第５条を第６条とする。 

 第４条中「とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする」を「とする」に改め，同

条に次のただし書を加える。 

ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

第４条に次の１項を加え，同条を第５条とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（委員の構成） 

第４条 委員は，次に掲げる者の中から岡山市教育委員会（以下「教育委員会」とい 

う。）が委嘱する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 
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(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 学識経験者 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例の施行の際現に社会教育委員（以下「旧委員」という。）に委嘱されている 

 者は，改正後の第４条の規定により委嘱された社会教育委員（以下「新委員」とい

う。）とみなす。この場合において，新委員とみなされる者の任期は，改正後の第５条 

 第１項の規定にかかわらず，施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期

間とする。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による社会教育法の一部改正に伴い，社会教育委員の委嘱の基準について定

める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １１３ 号 議 案 

   岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例の一部を改正する条例の制定

について 

 岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例の一部を改正する条例 

 岡山市環境学習センター「めだかの学校」条例（平成１８年市条例第１４０号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２玩具展示室の項中「５００円（１，０００円）」を「５１０円（１，０２０

円）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は，この条例の施行の日以後に納付する使用料について適用

し，同日前に納付する使用料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市環境学習センター「めだかの学校」の使用料の額等を改めるため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 
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甲 第 １１４ 号 議 案 

   岡山市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立図書館条例の一部を改正する条例 

 岡山市立図書館条例（昭和５８年市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「１枚につき１０円の」を「片面１枚につき，次の各号に掲げる区分に

応じ，それぞれ当該各号に定める」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) モノクロ複写 １０円 

 (2) カラー複写 ５０円 

 第６条第１項中「４００円」を「４１０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条第１項の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る

使用料について適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前

の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，市

立図書館の使用料の額を改めるとともに，国立国会図書館のデジタル化資料送信サービス

に対応するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １１５ 号 議 案 

   岡山市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立公民館条例の一部を改正する条例 

 岡山市立公民館条例（昭和２７年市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号の表岡山市立岡輝公民館の項中「１５７番地１」を「１番８０号」に改め

る。  

別表第１第１項の表第４会議室の項から第５ホールの項までを次のように改める。 

第４会議室 1,540 円 970 円 970 円 1,950 円 1,950 円 4,730 円 

第４研修室 1,640 円 1,130 円 1,130 円 2,260 円 2,260 円 5,550 円 

第５研修室 2,770 円 1,640 円 1,640 円 3,290 円 3,290 円 8,530 円 

美術工芸室 2,770 円 1,640 円 1,640 円 3,290 円 3,290 円 8,530 円 

視聴覚室 3,290 円 1,950 円 1,950 円 3,900 円 3,900 円 10,180円 

第５ホール 8,530 円 5,650 円 5,650 円 11,310円 11,310円 27,560円 

別表第１第２項の表第１講座室の項から美術工芸室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円   720 円   1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円 770 円 770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

別表第１第３項の表料理講座室の項から第２講座室の項までを次のように改める。 
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料理講座室 1,640 円 1,380 円 1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円 820 円 820 円   1,640 円 1,950 円 4,210 円 

会議室 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

和室 510 円   360 円  360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１講座室 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円   360 円  360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第４項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円   720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円  360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第５項の表第１講座室の項から実技室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円 1,380 円 1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円 820 円 820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

和室 510 円  360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

別表第１第６項の表第１講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

会議室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 
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第１研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

別表第１第７項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第８項の表第１講座室の項から実習室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

和室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

実習室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第９項の表１階第１会議室の項から和室（小）＋（中）の項までを次のよう

に改める。 

１階第１会議室 510 円 250 円 250 円 510 円 300 円 1,230 円 

１階第２会議室 510 円 250 円 250 円   510 円 300 円 1,230 円 
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２階第１会議室

（Ａ） 

510 円   250 円   250 円 510 円 300 円 1,230 円 

２階第１会議室

（Ｂ） 

510 円   250 円   250 円 510 円 300 円 1,230 円 

２階第１会議室

（Ａ）＋（Ｂ） 

820 円   410 円  410 円 820 円 610 円 2,050 円 

２階第２会議室 510 円 250 円 250 円 510 円 300 円 1,230 円 

研修室 510 円   250 円   250 円 510 円 300 円 1,230 円 

手芸室 510 円   250 円  250 円 510 円 300 円 1,230 円 

視聴覚室 820 円   410 円  410 円 820 円 610 円 2,050 円 

和室（小） 510 円 250 円 250 円 510 円 300 円 1,230 円 

和室（中）  510 円 250 円 250 円 510 円 300 円 1,230 円 

和室 （小）＋

（中） 

820 円   410 円  410 円 820 円 610 円 2,050 円 

別表第１第１０項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円 770 円 770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第１１項の表第１講座室の項から第２研修室の項までを次のように改める。 

第１講座室 720 円 770 円 770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２講座室 720 円 770 円 770 円   1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 
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福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

会議室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第１２項の表第１講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。   

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 720 円 770 円 770 円   1,540 円 1,640 円 3,290 円 

会議室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第１研修室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

別表第１第１３項の表大集会室の項から保健室の項までを次のように改める。 

大集会室 5,550 円 4,260 円 4,260 円 8,530 円 8,530 円  20,050 円 

料理講座室 1,640 円  1,380 円 1,380 円   2,770 円 3,290 円 6,990 円 

講座室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

ふれあいの部屋 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

会議室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

保健室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第１４項の表第１講座室の項から集会室の項までを次のように改める。 

第１講座室 200 円 200 円 200 円 410 円 610 円 1,130 円 

第２講座室 410 円 300 円 300 円   610 円 920 円 1,640 円 

第３講座室 200 円   200 円   200 円 410 円 610 円 1,130 円 
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第１研修室 200 円   200 円   200 円 410 円 610 円 1,130 円 

第２研修室 200 円   200 円  200 円 410 円 610 円 1,130 円 

第３研修室 200 円   200 円   200 円 410 円 610 円 1,130 円 

集会室 410 円   300 円  300 円 610 円 920 円 1,640 円 

別表第１第１５項の表大研修室の項から実習室の項までを次のように改める。 

大研修室 1,540 円 1,080 円 1,080 円 2,160 円 4,830 円 8,530 円 

第１・第２講座

室 

1,130 円 770 円 770 円   1,540 円 3,600 円 6,270 円 

第１講座室 720 円   510 円   510 円 1,020 円 2,360 円 4,110 円 

第２講座室 720 円   510 円   510 円 1,020 円 2,360 円 4,110 円 

第３・第４講座

室 

300 円   250 円  250 円 510 円 1,130 円 1,950 円 

第３講座室 200 円   150 円   150 円 300 円 720 円 1,230 円 

第４講座室 200 円   150 円  150 円 300 円 720 円 1,230 円 

会議室 300 円   250 円  250 円 510 円 1,130 円 1,950 円 

研修室（和室） 300 円   250 円  250 円 510 円 1,130 円 1,950 円 

実習室 300 円   250 円  250 円 510 円 1,130 円 1,950 円 

別表第１第１５項の表備考３中「１，０００円」を「１，０２０円」に，「１，５０

０円」を「１，５４０円」に改め，同表第１６項の表第１講座室の項から茶室の項まで 

を次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円 770 円 770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第１７項の表第１講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 
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第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 720 円 770 円 770 円   1,540 円 1,640 円 3,290 円 

会議室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円 820 円 820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

別表第１第１８項及び第１９項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改 

める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第２０項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 

（和室） 

510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 
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別表第１第２１項の表講座室の項から美術工芸室の項までを次のように改める。 

講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１実技室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

別表第１第２２項の表集会室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

集会室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

青少年談話室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第２３項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 

（和室） 

510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２研修室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第２４項の表第１研修室の項から大研修室の項までを次のように改める。 

第１研修室 1,850 円 1,440 円 1,440 円 2,980 円 2,160 円 6,990 円 

第２研修室 1,540 円 1,230 円 1,230 円   2,460 円 1,850 円 5,550 円 
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講座室 2,880 円   2,360 円   2,360 円 4,730 円 3,490 円 11,100 円 

第１和室 820 円   610 円   610 円 1,330 円 920 円 2,880 円 

第２和室 1,540 円   1,230 円  1,230 円 2,460 円 1,850 円 5,550 円 

美術工芸室 820 円 610 円 610 円 1,330 円 920 円 2,880 円 

料理講座室 2,160 円   1,740 円   1,740 円 3,600 円 2,670 円 8,430 円 

第１会議室 7,300 円   5,860 円  5,860 円 １11,720 円 8,740 円 28,080 円 

第２会議室 820 円   610 円  610 円 1,330 円 920 円 2,880 円 

第３会議室 820 円   610 円  610 円 1,330 円 920 円 2,880 円 

大研修室 10,900 円 8,740 円  8,740 円 １ 17,480 円  13,060 円 41,860 円 

別表第１第２５項の表第１講座室の項から大研修室の項までを次のように改める。 

第１講座室 820 円 610 円 610 円 1,330 円 920 円 2,880 円 

第２講座室 920 円 720 円 720 円   1,540 円 1,130 円 3,290 円 

和室 1,540 円   1,230 円   1,230 円 2,460 円 1,850 円 5,550 円 

料理講座室 1,850 円   1,440 円   1,440 円 2,980 円 2,160 円 6,990 円 

会議室 1,540 円   1,230 円  1,230 円 2,460 円 1,850 円 5,550 円 

大研修室 7,300 円   5,860 円   5,860 円 １11,720 円 8,740 円 28,080円 

別表第１第２６項の表大集会室の項から美術工芸室の項までを次のように改める。 

大集会室 6,990 円 4,880 円 4,880 円 9,770 円  9,770 円 23,760 円 

料理講座室 1,640 円 1,380 円 1,380 円   2,770 円 3,290 円 6,990 円 

第１講座室 1,540 円   970 円   970 円 1,950 円 2,260 円 5,040 円 

第２講座室 1,130 円   820 円   820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

第１和室 720 円   560 円  560 円 1,130 円 1,540 円 2,770 円 

第２和室 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第３和室 510 円   360 円   360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

美術工芸室 720 円   460 円  460 円 920 円 1,130 円 2,160 円 

別表第１第２７項第１号の表第１講座室の項から美術工芸室の項までを次のように改 

める。 

第１講座室 1,640 円 1,380 円 1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 
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第２講座室 1,640 円 1,380 円 1,380 円   2,770 円 3,290 円 6,990 円 

第３講座室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

和室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

談話室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

視聴覚室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

別表第１第２７項第２号の表平日の項及び土・日・休日の項を次のように改める。 

平日 14,700 円 27,660 円  35,790 円 39,080 円 53,790 円 62,530 円 

土・日・休日   17,690円 33,220円 42,990 円 46,900 円 64,590 円 75,080円 

別表第１第２７項第２号の表備考４中「２１，０００円」を「２１，６００円」に改

め，同項第３号の表中「４，０００円」を「４，１１０円」に，「７００円」を「７２ 

０円」に，「３，０００円」を「３，０８０円」に，「４，５００円」を「４，６２０

円」に，「８００円」を「８２０円」に，「１，０００円」を「１，０２０円」に，「 

２，０００円」を「２，０５０円」に，「６００円」を「６１０円」に，「１，５００

円」を「１，５４０円」に，「３５０円」を「３６０円」に改め，同表第２８項の表大 

会議室の項から談話室の項までを次のように改める。 

大会議室 1,020 円 820 円 820 円 1,640 円 1,230 円 3,900 円 

料理講座室 770 円 610 円 610 円   1,230 円 920 円 2,930 円 

講座室 510 円   410 円   410 円 820 円 610 円 1,950 円 

会議室 510 円 410 円 410 円 820 円 610 円 1,950 円 

和室 510 円   410 円   410 円 820 円 610 円 1,950 円 

談話室 510 円   410 円  410 円 820 円 610 円 1,950 円 

別表第１第２９項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 
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実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第３０項の表第１講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

第１講座室 720 円 770 円 770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室 720 円   770 円   770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円 820 円 820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

別表第１第３１項及び第３２項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改 

める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円   770 円  770 円 1,540 円 1,640 円 3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円   1,380 円 2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円 1,640 円 1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円   360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第３３項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第１研修室 

（和室） 

510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 
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第２研修室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円  2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円  1,640 円   1,950 円 4,210 円 

茶室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第３４項の表第１講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

第１講座室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円  2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円  1,640 円   1,950 円 4,210 円 

和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

福祉室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

別表第１第３５項の表講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

講座室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円  2,770 円 3,290 円 6,990 円 

第１和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円  1,640 円   1,950 円 4,210 円 

福祉室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第３６項の表第１講座室の項から茶室の項までを次のように改める。 

第１講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

第２講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

研修室（和室） 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

実技室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円  2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円  1,640 円   1,950 円 4,210 円 
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茶室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

別表第１第３７項の表大講座室の項から福祉室の項までを次のように改める。 

大講座室 720 円 770 円 770 円 1,540 円   1,640 円   3,290 円 

中講座室 610 円 560 円 560 円 1,130 円 1,330 円 2,770 円 

小講座室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

和室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

料理講座室 1,640 円   1,380 円  1,380 円  2,770 円 3,290 円 6,990 円 

美術工芸室 1,540 円   820 円  820 円  1,640 円   1,950 円 4,210 円 

福祉室 510 円 360 円 360 円 720 円 1,130 円 2,260 円 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

第２条第２号の表岡山市立岡輝公民館の項の改正規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は，施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適

用し，施行日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立公民館の使用料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 １１６ 号 議 案 

   岡山市近水園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市近水園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市近水園条例の一部を改正する条例 

 岡山市近水園条例（昭和４６年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

 別表１間の項中「７００円」を「７２０円」に改め，同表２間の項中「９００円」を

「９２０円」に改め，同表３間の項中「１，１００円」を「１，１３０円」に改め，同表

４間の項中「１，３００円」を「１，３３０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，吟

風閣の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 １１７ 号 議 案 

   旧足守藩侍屋敷遺構条例の一部を改正する条例の制定について 

 旧足守藩侍屋敷遺構条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   旧足守藩侍屋敷遺構条例の一部を改正する条例 

 旧足守藩侍屋敷遺構条例（昭和５０年市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 別表１の項中「９００円」を「９２０円」に改め，同表２の項中「１，２００円」を

「１，２３０円」に改め，同表３の項中「１，５００円」を「１，５４０円」に改め，同

表４以上の項中「１，８００円」を「１，８５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料に

ついて適用し，同日前に発する納入通知書に係る使用料については，なお従前の例によ

る。 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，旧

足守藩侍屋敷遺構の使用料の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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甲 第 １１８ 号 議 案 

   岡山市立オリエント美術館条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立オリエント美術館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第  号 

   岡山市立オリエント美術館条例の一部を改正する条例 

岡山市立オリエント美術館条例（昭和５３年市条例第４６号）の一部を次のように改正

する。 

別表第２中「２，０００円」を「２，０５０円」に，「５，０００円」を「５，１４０

円」に，「３，０００円」を「３，０８０円」に改める。 

別表第３中「２，６００円」を「２，６７０円」に，「３，５００円」を「３，６００

円」に，「６，０００円」を「６，１７０円」に，「１，５００円」を「１，５４０円」

に，「４５０円」を「４６０円」に改める。 

別表第４中「３０，０００円」を「３０，８５０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２から別表第４までの規定は，この条例の施行の日以後に発する納入

通知書に係る利用料等について適用し，同日前に発する納入通知書に係る利用料等につ

いては，なお従前の例による。 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の一部改正による消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い，岡

山市立オリエント美術館の利用料等の額を改めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 １３９ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２６年 ３ 月 ５ 日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条の１５中「１４０，０００円」を「１６０，０００円」に改める。 

 第１２条の２０中「１２０，０００円」を「１４０，０００円」に改める。 

 第１６条第１項第２号中「（当該世帯主を除く。）」を削り，同項第３号中「３５０， 

０００円」を「４５０，０００円」に改め，同条第３項中「１４０，０００円」を「１６ 

０，０００円」に改め，同条第４項中「１２０，０００円」を「１４０，０００円」に改

める。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，平成２６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し，平成２５年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料に係る軽減対象世帯を拡大し，

及び賦課限度額を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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